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5031 5031010 G01 z07001 金融庁

金融監督
庁・大蔵省
告示第9号
（平成10年
11月24日）
第1条
主要行等
向けの総
合的な監
督指針
Ⅴ-3-3-
1(3)① 

銀行等のグループ内の信用保証会社
は、債務保証業務のうち、事業者に対
する事業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認められて

いない。

a  Ⅲ  

銀行等のグループ内の信用保証会社に係る業務制
限（事業性ローンの取扱い禁止）については、平成18
年度までに撤廃することとする。その際、銀行等の経
営の健全性の観点や、グループとしてのリスク管理
の適切性の観点等を踏まえ、グループ内の銀行等
の事業性ローンに係る保証は（禁止を含め）別途の

取扱いとすることについて検討する。

規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）に従い
平成18年度中の措置を行われるとともに、グループ
内の銀行等の事業性ローンに係る保証に関しては、
要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて

検討され、具体的な対応策を示されたい。

「規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて『平成18年度検討』となったことを踏まえ、スケ
ジュールに沿って速やかに検討・措置願いたい。
また、以下の観点から、グループ内の銀行等の事業
性ローンに係る保証業務実施についてもご検討願い

たい。
①銀行等がグループ内の保証会社等に対し、与信
判断の一部を委ねることは、銀行経営の健全性を確
保しつつ、個人事業者や中小企業の資金調達の円

滑化につながること。
②銀行のグループ会社が信用保証を行う場合であっ
ても、信用保証の対象となる個々の貸付金が小口の
場合には、銀行グループ全体として抱える信用リスク

は一定程度に限定されること。」

都銀懇話会 10 A 
子会社等による法人向け債権へ

の保証業務の解禁

・ 銀行等の子会社が営むことのできる業務として『債務の
保証のうち、事業者に対する事業の用に供する資金に関

するもの』を認める。

・ 現在、金融機関は個人事業者や中小企業事業者の資金
ニーズに積極的に応えるべく、資金供給チャネルや貸出商
品の多様化に懸命に努めているところ。グループ内の保証
会社も含めた信用保証業務の活用が解禁されれば、柔軟か
つ迅速な商品設計、金融サービスの提供に貢献し、個人事
業者や中小企業事業者を中心に資金調達の円滑化に繋が

る。

金融監督庁・大蔵
省告示第9号(平成
10年11月24日)第1

条
主要行等向けの総
合的な監督指針
Ⅴ-3-3-1(3)① 

金融庁

規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）に従い
平成18年度中の措置を行われるとともに、グループ 　現在、金融機関は個人事業者や中小事業者の資金ニーズ
内の銀行等の事業性ローンに係る保証に関しては、 に積極的に応えるべく、資金供給チャネルや貸出商品の多

金融監督 要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて 様化に取り組んでいる。グループ内の保証会社も含めた信
庁・大蔵省 検討され、具体的な対応策を示されたい。 用保証業務の活用が解禁されれば、柔軟かつ迅速な商品設

告示第9号 計、金融サービスの提供に貢献し、個人事業者や中小事業

5057 5057128 G01 z07001 金融庁

（平成10年
11月24日）
第1条
主要行等
向けの総
合的な監
督指針

銀行等のグループ内の信用保証会社
は、債務保証業務のうち、事業者に対
する事業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認められて

いない。

a  Ⅲ  

銀行等のグループ内の信用保証会社に係る業務制
限（事業性ローンの取扱い禁止）については、平成18
年度までに撤廃することとする。その際、銀行等の経
営の健全性の観点や、グループとしてのリスク管理
の適切性の観点等を踏まえ、グループ内の銀行等
の事業性ローンに係る保証は（禁止を含め）別途の

取扱いとすることについて検討する。

「『銀行等のグループ内の信用保証会社に係る業務
制限』について、『グループ内の銀行等の事業性ロー
ンに係る保証は（禁止を含め）別途の扱いとすること
について検討する』としているが、①銀行等がグルー
プ内の保証会社等に対し、与信判断の一部を委ねる
ことは、銀行経営の健全性を確保しつつ、個人事業
者や中小企業の資金調達の円滑化につながること、

（社）日本経済団体
連合会

128 A 
銀行子会社等による法人向け債
権への保証業務の解禁【新規】

　銀行等の子会社等が営むことのできる業務として、「債務
の保証のうち、事業者に対する事業の用に供する資金に
関するもの」について、グループ内の銀行業の事業性ロー

ンに係る保証業務も含めて認めるべきである。

者等の資金調達の円滑化につながる。
  「グループ内の銀行業の事業性ローンに係る保証業務」に
ついては、「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」
（2006年3月31日閣議決定）において、「銀行等の経営の健
全性の観点や、グループとしてのリスク管理の適切性の観点
を踏まえ、(禁止を含め）別途の取り扱いとすることについて
検討する」とされているが、銀行等がグループ内の保証会社
等に対し、与信判断の一部を委ねることは、銀行経営の健全

金融監督庁大蔵省
告示第9号

主要行等向けの総
合的な監督指針Ⅴ
-3-3-1(3)① 

金融庁監督局
総務課

　銀行等の子会社等が営む信
用保証業務として、「事業者に対
する事業の用に供する資金」が

認められていない。

Ⅴ-3-3- ②銀行のグループ会社が信用保証を行う場合であっ 性を確保しつつ、個人事業者や中小企業の資金調達の円滑
1(3)① ても、信用保証の対象となる個々の貸付金が小口の 化につながる。また、銀行のグループ会社が信用保証を行う

場合には、銀行グループ全体として抱える信用リスク 場合であっても、信用保証の対象となる個々の貸付金が小

は一定程度に限定されることから、グループ内の銀 口の場合には、銀行グループ全体として抱える信用リスクは

行等の事業性ローンに係る保証業務実施についても 一定程度に限定される。

検討すべきである。」

規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）に従い
平成18年度中の措置を行われるとともに、グループ
内の銀行等の事業性ローンに係る保証に関しては、
要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて

金融監督 検討され、具体的な対応策を示されたい。
庁・大蔵省
告示第9号
（平成10年 銀行等のグループ内の信用保証会社に係る業務制

「銀行等の子会社は、リース会社等それぞれの会社
が独自のノウハウを持っている。それらを「保証」とい

銀行等の子会社は、リース会社等それぞれの会社が独自の
ノウハウを持っている。それらを「保証」という形態にて有効
に活用することで、グループ内において信用補完、リスク分 金融監督庁・大蔵

5066 5066007 G01 z07001 金融庁

11月24日）
第1条
主要行等
向けの総
合的な監
督指針
Ⅴ-3-3-
1(3)① 

銀行等のグループ内の信用保証会社
は、債務保証業務のうち、事業者に対
する事業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認められて

いない。

a  Ⅲ  

限（事業性ローンの取扱い禁止）については、平成18
年度までに撤廃することとする。その際、銀行等の経
営の健全性の観点や、グループとしてのリスク管理
の適切性の観点等を踏まえ、グループ内の銀行等
の事業性ローンに係る保証は（禁止を含め）別途の

取扱いとすることについて検討する。

う形態にて有効に活用することで、グループ内にお
いて信用補完、リスク分散を簡易かつ明解に行うこと
が可能となり、新たな金融サービスの提供が可能と
なる。延いては、中小零細企業及び個人事業者の設
備投資に積極的に応えることが可能となる。また、金
融庁からの回答に、「銀行経営の健全性の観点やグ
ループとしてのリスク管理の適切性の観点」とある
が、本業務は銀行本体にて営むことが認められた業

社団法人リース事
業協会

7 A 
銀行等の子会社が営む保証業務

の規制撤廃

銀行等の子会社が営むことができる保証業務は、原則とし
て住宅ローン等消費者ローンに係る保証とされ、事業者に
対する事業の用に供する資金に関する保証は取扱うこと

ができない。

本規制を撤廃し、事業者に対する事業の用に供する資
金に関する保証の取扱いを認める。

散を簡易かつ明解に行うことが可能となり、新たな金融サー
ビスの提供が可能となる。延いては、中小零細企業及び個
人事業者の設備投資に積極的に応えることが可能となる。ま
た、金融庁からの回答に、「銀行経営の健全性の観点やグ
ループとしてのリスク管理の適切性の観点」とあるが、本業
務は銀行本体にて営むことが認められた業務であること、グ
ループ内の検査基準統一により事後的な是正が可能である
こと等から、健全性や適切性は保たれるものと考える。

省告示第9号（平成
10年11月24日）第1
条、中小・地域金融
機関向けの総合的
な監督指針Ⅲ-2-
7-1(3)① 

金融庁

務であること、グループ内の検査基準統一により事
後的な是正が可能であること等から、健全性や適切
性は保たれるものと考える。本件については、グ
ループ内の事業性ローンに係る保証についても何ら

異なるものではない。」

・信託兼営金融機関が営むことができる併営業務を
信託専門関連業務子会社が営み、当該業務につい

5053 5053002 G02 z07002 金融庁
銀行法施
行規則第
13条第3項

信託兼営金融機関等が、信託専門関
連業務子会社が営む兼営法第１条第１
項第４号から第７号に掲げる業務の代
理業務を行うことができない。

b  Ⅲ  
業務によっては銀行の他業禁止の趣旨を損なうおそ
れがあるため、普通銀行の付随業務の在り方につい

て慎重に検討する必要がある。

て、親会社である信託兼営金融機関が代理業務を
行うことは銀行法の「他業」には該当しないと考えら

れる。
・更に、本要望においては、親会社である信託兼営
金融機関が認可を受けて営むことができる業務（特
に証券代行業務、相続関連業務）で、信託専門関連
業務子会社が認可を受けて営んでいる業務の代理

社団法人信託協会 2 A 

信託兼営金融機関等に対する、
信託専門関連業務子会社が営む
業務（信託兼営金融機関が本体
で営みうるものに限る）の代理業

務の解禁

信託兼営金融機関等は、信託専門関連業務子会社が営
む金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律第1条第1項
第4号から7号に掲げる業務（以下「併営業務」という。）の

代理業務を行うことができない。
・信託兼営金融機関等に、信託専門関連業務子会社が営
む併営業務（信託兼営金融機関が本体で営みうるものに

限る）の代理業務を解禁すること。

･例えば、信託専門関連業務子会社の営む当該業務の代理
業務を、信託兼営金融機関等が取扱い、窓口業務を担うと

いった強いニーズが存在する。
・本要望が手当てされれば、業務の効率化等を目的とした組
織再編成の選択肢が広がり、顧客利便の向上が期待でき

る。
・信託兼営金融機関が営むことができる併営業務を子会社

銀行法施行規則第
13条第2号

金融庁

を行うことを要望しており、他業禁止の趣旨を損なう
恐れはないと考えられるため、早急な手当てを改め

・特に、証券代行業務、相続関連業務については実務上強
いニーズがあることから、早急な検討・手当てを要望する。

が営み、これについて信託兼営金融機関が代理業務を行う
ことは、銀行法の「他業禁止」の趣旨にも反しないといえる。

て要望するとともに、検討のスケジュール（結論時
期）につき、具体的に明示していただきたい。
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革A/民
間開放
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要望理由 根拠法令等
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・信託兼営金融機関が営むことができる併営業務を
信託専門関連業務子会社が営み、当該業務につい

5057 5057134 G02 z07002 金融庁
銀行法施
行規則第
13条第3項

信託兼営金融機関等が、信託専門関
連業務子会社が営む兼営法第１条第１
項第４号から第７号に掲げる業務の代
理業務を行うことができない。

b  Ⅲ  
業務によっては銀行の他業禁止の趣旨を損なうおそ
れがあるため、普通銀行の付随業務の在り方につい

て慎重に検討する必要がある。

て、親会社である信託兼営金融機関が代理業務を
行うことは銀行法の「他業」には該当しないと考えら

れる。
・更に、本要望においては、親会社である信託兼営
金融機関が認可を受けて営むことができる業務（特
に証券代行業務、相続関連業務）で、信託専門関連
業務子会社が認可を受けて営んでいる業務の代理
を行うことを要望しており、他業禁止の趣旨を損なう

（社）日本経済団体
連合会

134 A 

信託兼営金融機関等による、信託
専門関連業務子会社が営む業務
（信託兼営金融機関が本体で営
みうるものに限る）の代理業務の

解禁

　信託兼営金融機関等が、信託専門関連業務子会社が併
営業務（信託兼営金融機関が本体で営みうるものに限
る。）の代理業務を解禁すべきである。特に、実務上強い
ニーズがある証券代行業務、相続関連業務について早急

に検討を行い、措置を講じるべきである。

　信託専門関連業務子会社が営む当該業務の代理業務を、
信託兼営金融機関等が取り扱い、窓口業務を担うことについ
て、強いニーズが存在する。これが可能となれば、業務の効
率化等を目的とした組織再編成の選択肢が拡がり、顧客利

便の向上が期待できる。
  これらは、本来、信託兼営金融機関が営むことのできる業
務であり、銀行法の「他業」にあたらないと考える。

銀行法施行規則第
13条第2号

金融庁

　信託兼営金融機関等は、信託
専門関連業務子会社が営む「金
融機関の信託業務の兼営等に
関する法律」第1条第1項第4号
から第7号に掲げる業務(以下
「併営業務」という。）の代理業務

を行うことができない。

恐れはないと考えられるため、早急な手当てを改め
て要望するとともに、検討のスケジュール（結論時
期）につき、具体的に明示していただきたい。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）に係る手数料が利
息制限法及び出資法上の「みなし利息」の適用除外となるの

5052 5052011 G03 z07003 
金融庁、
法務省

特定融資
枠契約に
関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは､借主が、①会社法 （平成17年
法律第86号）第２条第６号に規定する
大会社、②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資産の流動
化に関する法律第２条第３項）等である

場合に限定される。

b Ⅰ 

　平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であったた
め、こうしたニーズがその後変化したか十分に見極

めていく必要があると思われる。
　以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省
庁とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

地域金融機関のメイン取引先がほぼコミットメントラ
イン契約の対象外であることは、借手側のニーズが

希薄となっている一因と考えられる。
また、中堅企業の利用状況が低調であるとの回答で
あるが、中小企業金融研究会報告書（中小企業庁）
によれば、中小企業の利用ニーズもある。

早期に結論を得ることを前提に具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
11 A コミットメントライン契約の適用対

象企業の拡大
（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象企業を拡大する。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対象
を拡大し、①中小企業（資本金３億円以下等）、②地方
公共団体や特別法で定められた地方公社等をその範

囲に含める。

は、借手が資本金が３億円を超える株式会社ーなどに限定
されており、中小企業（資本金３億円以下等）、地方公共団
体等には認められていない。地域金融機関のメイン取引先
がほぼ当該契約の対象外であることは、我が国の制度に定
着していないために借手側のニーズも希薄とならざるを得な

い。
一方、ここ数年間のコミットメントライン契約を利用した借入
は、中堅規模以上の中小企業にも広がっており、潜在的要

素は広まりつつある。
したがって、コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適
用対象を拡大することにより、中小企業の資金調達の多様

特定融資枠契約に
関する法律第２条

金融庁、法務
省

継続

化が図られることになるため、規制緩和していただきたい。

5071 5071005 G03 z07003 
金融庁、
法務省

特定融資
枠契約に
関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは､借主が、①会社法 （平成17年
法律第86号）第２条第６号に規定する
大会社、②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資産の流動
化に関する法律第２条第３項）等である

場合に限定される。

b Ⅰ 

　平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であったた
め、こうしたニーズがその後変化したか十分に見極

めていく必要があると思われる。
　以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省
庁とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

地域金融機関のメイン取引先がほぼコミットメントラ
イン契約の対象外であることは、借手側のニーズが

希薄となっている一因と考えられる。
また、中堅企業の利用状況が低調であるとの回答で
あるが、中小企業金融研究会報告書（中小企業庁）
によれば、中小企業の利用ニーズもある。

早期に結論を得ることを前提に具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
組合中央協会

5 A 
コミットメントライン契約の適用対

象企業を拡大すること

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対象を拡
大し、中小企業（資本金３億円以下等）、地方公共団体、独
立行政法人、地方独立行政法人、地方公社等をその範囲

に含めること。

信用組合のメイン取引先の大部分が当該契約の対象外であ
るため、コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対
象を拡大し、中小企業等の資金調達手段の多様化を図るこ
とが必要であることから、中小企業（資本金３億円以下等）、
地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、地方公

社等をその範囲に含めること。

特定融資枠契約に
関する法律第２条

金融庁

5031 5031012 G03 z07003 
金融庁、
法務省

特定融資
枠契約に
関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは､借主が、①会社法 （平成17年
法律第86号）第２条第６号に規定する
大会社、②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資産の流動
化に関する法律第２条第３項）等である

場合に限定される。

b Ⅰ 

　平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であったた
め、こうしたニーズがその後変化したか十分に見極

めていく必要があると思われる。
　以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省
庁とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）に従い
平成18年度中の検討を行われると共に、要望主体
からの以下の更なる意見も踏まえ、具体的なスケ

ジュールを示されたい。

「規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて「平成18年度検討」となったことを踏まえ、検討
のスケジュール（結論時期）につき具体的に明示して

頂きたい。」

都銀懇話会 12 A 
コミットメント・ラインの対象企業の

拡大

・ コミットメント・ライン契約（特定融資枠契約）に係る手数
料が利息制限法及び出資法上のみなし利息の適用除外と
なる借主の対象を拡大し、中小企業（資本金3億円以下等）

等に加え、以下のような借主を追加する。
① 地方公共団体、②独立行政法人、③国立大学法人、④
学校法人、⑤医療法人、⑥共済組合、⑦ 消費生活協同組
合、⑧市街地再開発組合、⑨特別目的会社（「証券取引法
施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する
有価証券を定める内閣府令」に定める有価証券を発行す

る法人並びにそれに準ずる外国法人）

・ コミットメント・ライン（特定融資枠契約）は、既に制度が導
入されている大企業等のみならず、中小企業や地方公共団
体等にとっても有益な資金調達手段。経済的弱者保護という
本法の当初の趣旨は首肯できるものの、現環境下において
は、借主の範囲に中小企業等を一律に排除していることは

適切ではない。
・ また、地方公共団体・独立行政法人・国立大学法人等につ
いては、金融機関の優越的地位濫用は問題とならず、コミッ
トメント・ライン契約を可能とすることによって、資金調達の多

様化・安定化等に資すると考えられる。

特定融資枠契約に
関する法律第2条

金融庁、法務
省
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　コミットメントライン契約は、企業等の資金繰り安定化の観
点から、極めて有効であるが、対象先が制限されていること

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出

　平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた

により、中小企業等の資金繰り安定化、効率化のニーズに
対応できていない。また、地方公共団体や独立行政法人、国
立大学法人等については、金融機関の優越的地位の濫用

5057 5057129 G03 z07003 
金融庁、
法務省

特定融資
枠契約に
関する法
律第2条

資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは､借主が、①会社法 （平成17年
法律第86号）第２条第６号に規定する
大会社、②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資産の流動
化に関する法律第２条第３項）等である

場合に限定される。

b Ⅰ 

中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であったた
め、こうしたニーズがその後変化したか十分に見極

めていく必要があると思われる。
　以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省
庁とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）に従い
平成18年度中の検討を行われると共に、要望主体
からの以下の更なる意見も踏まえ、具体的なスケ

ジュールを示されたい。

（社）日本経済団体
連合会

129 A 
コミットメント契約適用対象先の拡

大

　コミットメントライン契約の適用対象先を拡大し、中小企
業、地方公共団体、地方公社等をその範囲に含めるべきで

ある。

が発生するとは考えられず、コミットメントライン契約を適用す
ることにより、資金調達の多様化・安定化を図ることが求めら

れる。
 「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）において、「中小企業(資本金3億円以下）
に加え、①地方公共団体、②独立行政法人、③学校法人、
④国立大学法人、⑤医療法人、⑥共済組合、⑦消費生活協
同組合、⑧市街地再開発組合、⑨特別目的会社にも拡大す

特定融資枠契約に
関する法律第2条

法務省
金融庁

　資本金3億円以下の中小企
業、地方公共団体等にはコミット
メントライン契約による融資が認

められていない。

ることが可能かどうか検討する」とされており、早期に結論を
得て、所要の措置を講じるべきである。

　資産流動化に関する法律第7条には、資産対応証券（優先
出資、特定社債、特定約束手形）発行に先立って特定資産
の取得及び借入を行う場合は、業務開始届出において添付

5057 5057137 G04 z07004 金融庁

資産の流
動化に関
する法律
第４条第３
項第３号、
資産の流
動化に関
する法律
施行規則
第７条第１
項

特定目的会社の業務開始届出の際、
不動産売買契約書の添付が必要となっ
ており、国や地方公共団体の保有土地
売却入札において、特定目的会社を活

用できない。

c  Ⅲ  

資産流動化法においては、投資者保護の観点より資
産流動化計画に記載された特定資産の取得が確保
されていることが重視される。特定資産の不動産売
買契約書の添付を省略できるとすれば、資産流動化
計画に記載された特定資産の取得が必ずしも確保さ
れないことを容認することとなり投資者保護を図ると
いう法の目的が害されるおそれがあるほか、入札に
おいてはなおのこと特定資産の取得が確保されない
可能性が高いという事情が認められるため、その契

約書の添付を省略することは措置困難。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。

「特定目的会社の業務開始の届出に係る添付書類
の簡素化」ついて「措置困難」との回答であるが、特
定目的借入の借入先は施行規則93条にて銀行及び
適格機関投資家に限定されており、資産対応証券の
発行前であれば、売買契約締結前の特定目的借入
は、投資家保護上も問題無いと思われる。業務開始
届を一旦、提出させて頂き、売買契約締結後、資産
対応証券の発行前迄に、売買契約書を追加提出す

る手続きを認めるべきである。

（社）日本経済団体
連合会

137 A 
特定目的会社の業務開始の届出
に係わる添付書類の簡素化【新

規】

　資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得や特定
目的借入を行う場合、業務開始届出において省略可能な
添付書類に、不動産売買契約書を追加すべきである。

書類の一部を省略できることとされている。これは、投資家を
募る前であれば、届出義務規定を簡素化しても、投資家保護
上問題がないとの趣旨で設けられたものである。しかしなが
ら、現状、業務開始届出の添付書類のうち省略できるのは、
特定資産管理処分に係る信託契約書及び委託契約書のみ
にとどまっており、依然として不動産売買契約書の添付が義
務づけられている。そのため、不動産の売買契約成立前に
特定目的借入を行うことは不可能であり、特定目的会社が
国や地方公共団体の保有土地売却入札に参加する上での

大きな障害となっている。
  業務開始届出において、不動産売買契約書の添付が不要
となれば、特定目的借入によって入札保証金を調達して応札

資産の流動化に関
する法律第7条第１

項
資産の流動化に関
する法律施行規則
第7号第１項、同第
20条第3項

金融庁総務企
画局市場課

　特定目的会社の業務開始届
出の際、不動産売買契約書の
添付が必要となっており、国や
地方公共団体の保有土地売却
入札において、特定目的会社を

活用できない。

し、売買契約締結後に業務開始届出を行い、優先出資払込
を行うことによって残金を支払い、当該不動産の引渡しを受

けることが可能となる。

資産の流動化に関する法律第７条には、資産対応証券（優
先出資、特定社債、特定約束手形）発行に先立って特定資
産の取得及び借入を行う場合は、業務開始届出において添

5084 5084002 G04 z07004 金融庁

資産の流
動化に関
する法律
第４条第３
項第３号、
資産の流
動化に関
する法律
施行規則
第７条第１
項

特定目的会社の業務開始届出の際、
不動産売買契約書の添付が必要となっ
ており、国や地方公共団体の保有土地
売却入札において、特定目的会社を活

用できない。

c  Ⅲ  

資産流動化法においては、投資者保護の観点より資
産流動化計画に記載された特定資産の取得が確保
されていることが重視される。特定資産の不動産売
買契約書の添付を省略できるとすれば、資産流動化
計画に記載された特定資産の取得が必ずしも確保さ
れないことを容認することとなり投資者保護を図ると
いう法の目的が害されるおそれがあるほか、入札に
おいてはなおのこと特定資産の取得が確保されない
可能性が高いという事情が認められるため、その契

約書の添付を省略することは措置困難。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。

特定目的借入の借入先は施行規則93条にて銀行及
び適格機関投資家に限定されており、資産対応証券
の発行前であれば、売買契約締結前の特定目的借
入は、投資家保護上も問題無いと思われる。

業務開始届を一旦、提出させて頂き、売買契約締結
後、資産対応証券の発行前迄に、売買契約書を追

加提出する手続きを認めて頂きたい。

（社）不動産証券化
協会

2 A 
特定目的会社の業務開始の届出
に係わる添付書類の簡素化

資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得や特定
目的借入を行う場合、業務開始届出において省略可能な
添付書類に、不動産売買契約書を追加されたい。

特定目的会社の業務開始届出の際、不動産売買契約
書の添付が必要となっており、国や地方公共団体の保
有土地売却入札において、特定目的会社を活用できな

い。

付書類の一部を省略できることとされている。これは、投資
家を募る前であれば、届出義務規定を簡素化しても、投資家
保護上問題がないとの趣旨で設けられたものである。しかし
ながら、現状、業務開始届出の添付書類のうち省略できるの
は、特定資産管理処分に係る信託契約書及び委託契約書
のみにとどまっており、依然として不動産売買契約書の添付
が義務づけられている。そのため、不動産の売買契約成立
前に特定目的借入を行うことは不可能であり、特定目的会社
が国や地方公共団体の保有土地売却入札に参加する上で

の大きな障害となっている。
従って、業務開始届出において、不動産売買契約書の添付
が不要となれば、特定目的借入によって入札保証金を調達
して応札し、売買契約締結後に業務開始届出を行い、優先

資産の流動化に関
する法律第7条・同
法施行規則規則第
20条第3項

金融庁
担当者個人名及びメールアドレ
スは非公開でお願いします。

出資払込を行うことによって残金を支払い、当該不動産の引
渡しを受けることが可能となる。

5057 5057138 G05 z07005 金融庁

資産の流
動化に関
する法律
第199条

特定目的会社は、特定資産の譲受けに
際し、資産流動化計画とあわせて特定
資産の売買（予約）契約書を提出する
必要があるが、当該契約書には、特定
目的会社が発行する資産対応証券に
関する有価証券届出書等に記載すべき
重要な事項について、譲渡人が特定目
的会社に対し告知する義務を負う旨の
条項を設けなくてはならないとされてい

る。

c  Ⅲ  

資産の流動化に関する法律第199条により特定資産
の譲渡人に課すことが要求される告知義務は、特定
目的会社が資産対応証券の発行者としての開示義
務・情報提供義務を十全に果たすことを可能とする
ため、譲渡人から特定資産に係る情報の提供を受け
ることができる体制を確保することを要求するもので
ある。当初は証券取引法上の開示義務が課されな
い場合であっても事後的に開示義務が生じる場合も
排除できないことから、投資家に対して必要に応じて
特定資産に関する情報を提供することができる体制
を確保することが必要であり、同条の適用を除外す

ることは措置困難。

-
（社）日本経済団体

連合会
138 A 

特定資産の譲受けに伴う告知義
務の緩和【新規】

　有価証券の発行対象が、適格機関投資家のみ、あるい
は私募（50人未満）で発行される場合には、特定資産の売
買契約書において、重要な事項についての譲渡人の告知

義務を義務づけないこととすべきである。

　有価証券の発行対象が適格機関投資家のみ、あるいは私
募の場合には、本来、有価証券届出書および通知書は作成
されないため、当該告知義務も不要であるはずである。

  本来必要ではない告知義務を定めた条項があると、譲渡人
が違和感を持つ場合があり、円滑な不動産取引を阻害して
いる。とりわけ、国や地方公共団体の保有土地売却に係る
入札実務においては、不動産売買契約書が定型化されてお
り、当該告知義務を契約書に盛り込むことは不可能であり、

特定目的会社が入札に参加できなくなっている。

資産の流動化に関
する法律第199条

金融庁総務企
画局市場課

　特定目的会社は、特定資産の
譲受けに際し、資産流動化計画
とあわせて特定資産の売買（予
約）契約書を提出する必要があ
るが、当該契約書には、特定目
的会社が発行する資産対応証
券に関する有価証券届出書等
に記載すべき重要な事項につい
て、譲渡人が特定目的会社に対
し告知する義務を負う旨の条項
を設けなくてはならないとされて

いる。
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要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

資産の流動化に関する法律第199条により特定資産

5084 5084001 G05 z07005 金融庁

資産の流
動化に関
する法律
第199条

特定目的会社は、特定資産の譲受けに
際し、資産流動化計画とあわせて特定
資産の売買（予約）契約書を提出する
必要があるが、当該契約書には、特定
目的会社が発行する資産対応証券に
関する有価証券届出書等に記載すべき
重要な事項について、譲渡人が特定目
的会社に対し告知する義務を負う旨の
条項を設けなくてはならないとされてい

c  Ⅲ  

の譲渡人に課すことが要求される告知義務は、特定
目的会社が資産対応証券の発行者としての開示義
務・情報提供義務を十全に果たすことを可能とする
ため、譲渡人から特定資産に係る情報の提供を受け
ることができる体制を確保することを要求するもので
ある。当初は証券取引法上の開示義務が課されな
い場合であっても事後的に開示義務が生じる場合も
排除できないことから、投資家に対して必要に応じて
特定資産に関する情報を提供することができる体制

-
（社）不動産証券化

協会
1 A 

特定資産の譲受けの契約要件緩
和

有価証券の発行対象が、適格機関投資家のみ、あるいは
私募（50人未満）で発行される場合には、特定資産の売買
契約書において、重要な事項についての譲渡人の告知義

務を義務づけないこととされたい。

特定目的会社は、特定資産の譲受けに際し、資産流動
化計画とあわせて特定資産の売買（予約）契約書を提
出する必要があるが、当該契約書には、特定目的会社
が発行する資産対応証券に関する有価証券届出書等
に記載すべき重要な事項について、譲渡人が特定目的
会社に対し告知する義務を負う旨の条項を設けなくて

はならないとされている。

有価証券の発行対象が適格機関投資家のみ、あるいは私
募の場合には、本来、有価証券届出書および通知書は作成
されないため、当該告知義務も不要であるはずである。

また、本来必要ではない告知義務を定めた条項があると、譲
渡人が違和感を持つ場合があり、円滑な不動産取引を阻害
している。とりわけ、国や地方公共団体の保有土地売却に係
る入札実務においては、不動産売買契約書が定型化されて
おり、当該告知義務を契約書に盛り込むことは不可能であ
り、特定目的会社が入札に参加できなくなっている。

資産の流動化に関
する法律199条

金融庁
担当者個人名及びメールアドレ
スは非公開でお願いします。

る。 を確保することが必要であり、同条の適用を除外す
ることは措置困難。

・投資顧問業法の改正により、信託銀行が投資一任業務を
要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討 営むことが可能となったが、一般に信託銀行は投資顧問業

をお願いします。 ・認可投資顧問業者は、投資顧問業者登録簿に記載され 者に比べて組織規模が大きく、投資顧問業者登録簿に記載
ている事項、投資判断者等に異動が生じた場合および営 を要する役員、使用人の数が100名を超すケースもある。

5053 5053008 G06 z07006 金融庁

投資顧問
業法第8
条、第29
条

法第8条第1項において、登録事項に変
更があった場合は、2週間以内に届け

出ることが規定されている。
c Ⅰ 

登録簿は公衆縦覧されている情報であり、投資者保
護上、内容に変更があれば迅速に対応すべきもので
あり、期限を延長することは適当ではないと考える。

・信託銀行等においては、１ 社あたり100名を超える
役員や使用人の登録を行っており、異動等により変
更が生じた場合に、２ 週間以内に住民票等の確認書
類を準備することが事実上困難な場合も稀ではない

と考える。
・当該変更届出は、実務上相当な負担となっており、
実態を踏まえ、届出期限の弾力化を図ることを改め

社団法人信託協会 8 A 
投資顧問業法第8条第1項および
第29条第1項第6号に基づく変更
届出書の提出期限の緩和

業所に変更があった場合などにおいては、2週間以内に変
更の届出を行う必要がある。

・投資顧問業法第8条第1項および第29条第1項第6号に基
づく変更届出書の提出期限を、例えば「1ヶ月」少なくとも他
の法令（*）に例があるように「遅滞なく」と弾力化すること。

（*）他の法令：投資信託及び投資法人に関する法律第10
条の3、前払式証票の規制等に関する法律第11条第1項等

・かかる場合には、定期、不定期に発生する当該者の異動に
係る変更届の提出は、実務上極めて負担が重く、その住民
票等を2週間のうちに準備することが事実上困難な場合も稀

ではないと考える。
・投資顧問業者登録簿を公衆縦覧する趣旨は、投資顧問業
者の選択に当たり投資者に必要な情報を開示することにあ
る。かかる趣旨を踏まえると、投資顧問業者1社当たり100名
超の使用人の登録、当該使用人の登録内容変更時の2週間

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第8
条第1項および第
29条第1項第6号

金融庁

て要望する。 以内の届出が真に投資者保護上必要なものといえるのか再
考が必要である。

5057 5057151 G06 z07006 金融庁

投資顧問
業法第8
条、第29
条

法第8条第1項において、登録事項に変
更があった場合は、2週間以内に届け

出ることが規定されている。
c Ⅰ 

登録簿は公衆縦覧されている情報であり、投資者保
護上、内容に変更があれば迅速に対応すべきもので
あり、期限を延長することは適当ではないと考える。

-
（社）日本経済団体

連合会
151 A 

投資顧問業法第8条第1項および
第29条第1項第6号に基づく変更

届出書の
提出期限の緩和

　投資顧問業法第8条第1項および第29条第1項第6号に基
づく変更届出書の提出期限を1ヵ月とすべきである。仮に当
該措置が困難な場合については、少なくとも他の法令（*）
の規定と同様「遅滞なく」へと弾力化すべきである。

（*）他の法令：投資信託及び投資法人に関する法律第10
条の3、前払式証票の規制等に関する法律第11条第1項等

　投資顧問業法の改正により、信託銀行が投資一任業務を
営むことが可能となったが、一般に信託銀行は投資顧問業
者に比べて組織規模が大きく、投資顧問業者登録簿に記載
を要する役員、使用人の数が100名を超すケースもある。
　かかる場合には、定期、不定期に発生する当該者の異動
に係る変更届の提出は、実務上極めて負担が重く、その住
民票等を2週間のうちに準備することが事実上困難な場合も

稀ではない。
　投資顧問業者登録簿を公衆縦覧する趣旨は、投資顧問業
者の選択に当たり投資者に必要な情報を開示することにあ
る。かかる趣旨を踏まえると、投資顧問業者1社当たり100名
超の使用人の登録、当該使用人の登録内容変更時の2週間
以内の届出が真に投資者保護上不可欠なものといえるのか

について再考する必要がある。

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第8
条第1項および第
29条第1項第6号

金融庁

　認可投資顧問業者は、投資顧
問業者登録簿に記載されている
事項、投資判断者等に異動が生
じた場合および営業所に変更が
あった場合などにおいては、2週
間以内に変更の届出を行う必要

がある。

・投資顧問業者は、毎営業年度経過後3ヶ月以内に営業報
告書の提出が義務付けられている。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
・営業報告書には、有価証券の引受け等の状況として、顧
客に対して助言を行った銘柄又は顧客のために投資を

をお願いします。 行った銘柄と同一の銘柄の引受け等についての記載が義
務付けられている。

・信託銀行等は、投資顧問業法第16条第1項に規定 ・投資顧問業者が信託業務等を営む場合において、当該

5053 5053009 G07 z07007 金融庁

投資顧問
業法第35
条、同施
行規則第
33条、別
紙様式第
22号

投資顧問業者に対しては、有価証券に
係る投資顧問業の規制等に関する法
律第３５ 条において、毎営業年度経過
後３ヶ月以内に営業報告書の提出が義

務付けられている。

b  Ⅲ  
営業報告書における「有価証券の引受け等の状況」
の記載事項については、利益相反防止のための監
督上の必要性を勘案しつつ、検討を行う。

する書面交付について、公益又は投資者保護のた
めに支障を生ずることがないと認められるものとして
内閣総理大臣の承認を受けたときは、交付が不要と
されており、営業報告書についても同様の措置を要

望するものである。
・信託銀行は、信託業法等により投資家保護の観点
から十分な行為規制が課されており、厳格な運営・
管理態勢のもと業務を遂行していることから、利益相

反の生ずる懸念は少ない。

社団法人信託協会 9 A 
投資顧問業法第35条に基づく営
業報告書の記載事項の簡素化

投資顧問業者が引受け等を行った有価証券について、投
資顧問契約及び投資一任契約を締結している顧客に対し
て、助言や一任された投資判断に基づく投資を行ったとき
は、投資顧問業法第16条第1項に規定する書面でこれを明
らかにしなければならないが（投資顧問業法施行令第13条
第3項、第16条）、当該書面を顧客に交付しなくても公益又
は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められ
るものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、書面交
付が不要とされている（投資顧問業法第23条の2第1項、第

23条の3第1項）。

・信託銀行等は、公益又は投資者保護のために支障を生ず
ることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を
受けたときは、投資顧問業法第16条第1項に規定する書面
交付が不要とされている。これは、引受け等を行う有価証券
が多数にのぼることから、その実務負担を勘案したものと解

される。
・営業報告書についても、同様の取扱いとすることを要望す

るもの。

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第35
条、同施行規則第
33条および別紙様
式第22号

金融庁

・斯かる趣旨を踏まえた検討を改めて要望するととも ・内閣総理大臣の承認を受けて、投資顧問業法第16条第1

に、検討のスケジュール（結論時期）につき、具体的
に明示していただきたい。

項に規定する書面交付が不要とされた投資顧問業者につ
いては、投資顧問業法第35条に基づく営業報告書におい
ても、顧客に対して助言を行った銘柄又は顧客のために投
資を行った銘柄と同一の銘柄の引受け等の記載を不要と

すること。
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要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

　投資顧問業者は、毎営業年度
経過後3ヵ月以内に営業報告書
の提出が義務付けられている。
　営業報告書には、有価証券の
引受け等の状況として、顧客に

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

対して助言を行った銘柄又は顧
客のために投資を行った銘柄と
同一の銘柄の引受け等につい
ての記載が義務付けられてい

・信託銀行等は、投資顧問業法第16条第1項に規定 　信託銀行等は、公益又は投資者保護のために支障を生ず る。

5057 5057150 G07 z07007 金融庁

投資顧問
業法第35
条、同施
行規則第
33条、別
紙様式第
22号

投資顧問業者に対しては、有価証券に
係る投資顧問業の規制等に関する法
律第３５ 条において、毎営業年度経過
後３ヶ月以内に営業報告書の提出が義

務付けられている。

b  Ⅲ  
営業報告書における「有価証券の引受け等の状況」
の記載事項については、利益相反防止のための監
督上の必要性を勘案しつつ、検討を行う。

する書面交付について、公益又は投資者保護のた
めに支障を生ずることがないと認められるものとして
内閣総理大臣の承認を受けたときは、交付が不要と
されており、営業報告書についても同様の措置を要

望するものである。
・信託銀行は、信託業法等により投資家保護の観点
から十分な行為規制が課されており、厳格な運営・
管理態勢のもと業務を遂行していることから、利益相

（社）日本経済団体
連合会

150 A 
投資顧問業法第35条に基づく営
業報告書の記載事項の簡素化

【新規】

　内閣総理大臣の承認を受けて、投資顧問業法第16条第1
項に規定する書面交付が不要とされた投資顧問業者につ
いては、投資顧問業法第35条に基づく営業報告書におい
ても、顧客に対して助言を行った銘柄又は顧客のために投
資を行った銘柄と同一の銘柄の引受け等の記載を不要と

すべきである。

ることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を
受けたときは、投資顧問業法第16条第1項に規定する書面
交付が不要とされている。これは、信託業が免許制という厳
格な手続きの下で営まれている上、引受け等を行う有価証券
が多数に上ることから、その実務負担を勘案したものと解さ

れる。
　また、投資顧問業は登録制であり、立入検査の制度もある
ことから、記載事項を簡素化しても、公益又は投資者保護の
趣旨にもとらないものと解される。記載簡素化によりコストが

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第35

条
同施行規則第33条
および別紙様式第

22号

金融庁

　投資顧問業者が信託業務等を
営む場合において、当該投資顧
問業者が引受け等を行った有価
証券について、投資顧問契約及
び投資一任契約を締結している
顧客に対して、助言や一任され
た投資判断に基づく投資を行っ
たときは、投資顧問業法第16条
第1項に規定する書面でこれを

反の生ずる懸念は少ない。 削減されることで、投資家の利益にも資する。 明らかにしなければならないが
・斯かる趣旨を踏まえた検討を改めて要望するととも （投資顧問業法施行令第13条第

に、検討のスケジュール（結論時期）につき、具体的
に明示していただきたい。

3項、第16条）、当該書面を顧客
に交付しなくても公益又は投資
者保護のために支障を生ずるこ
とがないと認められるものとして
内閣総理大臣の承認を受けたと
きは、書面交付が不要とされて
いる（投資顧問業法第23条の2
第1項、第23条の3第1項）。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。

・信託型ライツ･ プランは、信託財産たる新株予約権
の発行会社に対する敵対的買収者が出現した際の
一定時点において、当該発行会社の株主である者を
受益者として特定し、当該受益者に対し信託財産た
る新株予約権を交付することを目的としている。すな
わち、信託型ライツ・プランにおいては、新株予約権

5053 5053010 G08 z07008 
金融庁、
法務省

金融機関
等による
顧客等の
本人確認
等及び預
金口座等
の不正な
利用の防
止に関す
る法律

信託の受益者については、本人確認法
政令第１条において「顧客等に準ずる
者」として信託の取引の開始又は信託
の受益者の指定、変更の際に本人確

認することとされている。

c  Ⅲ  

・いわゆる「ライツ・プラン」については、任意の有価
証券管理信託契約のスキーム等の一つとして考案さ
れ、様々な仕組みがあり得ると考えられるものであ
り、例えば法的に定められているなど、制度的にマ
ネーローンダリング等に用いられる可能性がない、と
は言い切れず、受益者についての本人確認を適用
除外とすることは、本人確認の実効性を確保する観

点から困難であると考えられる。

が上場会社の株主（受益者）に対してその持株比率
に応じて機械的に無償で交付されることが予め株主
総会の特別決議を経て決定されている。そのため、
信託型ライツ・プランにおいては、類型的に、新株予
約権を交付する側や交付される側（受益者）における

恣意が一切働かない。
・ マネーロンダリングにおいては、特定の者がその
保有する資金を特定の者に対して移転する必要があ
るところ、信託型ライツ・プランにおいては、上記のと
おり、発行会社が発行した新株予約権が株主（受益
者）に持株比率に応じて機械的に無償で割り当てら
れるだけであり、これを利用して特定の者から特定
の者に対して資金の移動を行うことは類型的に不可
能である。従って、斯かる仕組みを用いてマネーロン

ダリングが行われる蓋然性は無い。
・ また、本人確認法施行規則においては、例えば、
退職給付信託、「被用者の給与等から控除される金

社団法人信託協会 10 A 
信託型ライツ・プランに係る受益者

の本人確認義務の緩和

・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等
の不正な利用の防止に関する法律第3条、同施行令第1条
及び同施行規則第1条等により、適格退職年金信託等一
部の信託商品に係る受益者については、同法に基づく本

人確認義務が免除されている。
・他方で、本人確認法施行後に開発された信託商品につい
ては、同法に基づく本人確認義務が課されている。

・信託型ライツ・プランにおける受益者は、敵対的買収者が
現れた日以降の特定の日における当該企業の株主名簿上
の株主とすることが一般的であるが、受益者として確定し
た時点で同法第3条等に基づく本人確認手続きが必要とな

る。
･敵対的買収防衛目的で導入する有価証券管理信託や金
外信託等（いわゆる「信託型ライツ・プラン」）について、そ
の円滑かつ迅速な信託事務の遂行を可能とするために、

受益者に係る本人確認手続きを免除すること。

・信託型ライツ・プランは、企業買収の局面において、買収者
の買収提案や現経営陣の経営方針等について株主及び投
資家にとって有益な情報提供を促し、企業価値向上に資す
る買収防衛策であり、信託を活用することによってその実効

性が高められている。
・信託型ライツ・プランの商品特性として、できるだけ円滑か
つ迅速に、敵対的買収者が現れた日以降の特定の日におけ
る株主を受益者として確定し、当該受益者に信託財産である
有価証券（新株予約権）を交付することが要請されるが、そ
の際の本人確認手続きは信託事務の遂行上極めて大きな

負荷となっている。
・信託型ライツ・プランは、受託者が発行体である上場企業
から新株予約権を預かり、一定の条件が成就した場合に、そ
の形状を変えることなく、多数の株主（受益者）に引き渡すこ
ととされており、かつ金銭の授受が行われない。このような信
託は「モノ」の信託に類似しているともいえ、マネー・ローンダ

リングの可能性は存在しないと考える。

金融機関等による
顧客等の本人確認
等及び預金口座等
の不正な利用の防
止に関する法律第
3条、同施行令第1
条及び同施行規則

第1条
外国為替及び外国
貿易法第22条の2、
外国為替令第11条
の4及び外国為替
に関する省令第12

条の2等

金融庁、法務
省等

銭を信託金とする信託契約」など、必ずしも法的制度
に基づくものではなくても、マネロンに使われる可能
性がないと解される信託の受益者は、確認義務の適
用除外とされている。すなわち、類型的にマネーロン
ダリングに用いられる恐れがないのであれば、法律
によって当該商品の内容が確定されている必要はな
いはずである。信託型ライツ･ プランにおける本人確
認義務についても、本人確認義務の制度趣旨に照ら
要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検

討を行い、見解を示されたい。
・信託型ライツ･ プランは、信託財産たる新株予約権
の発行会社に対する敵対的買収者が出現した際の
一定時点において、当該発行会社の株主である者を
受益者として特定し、当該受益者に対し信託財産た
る新株予約権を交付することを目的としている。すな
わち、信託型ライツ・プランにおいては、新株予約権 　金融機関等による顧客等の本

5057 5057157 G08 z07008 
金融庁、
法務省

金融機関
等による
顧客等の
本人確認
等及び預
金口座等
の不正な
利用の防
止に関す
る法律

信託の受益者については、本人確認法
政令第１条において「顧客等に準ずる
者」として信託の取引の開始又は信託
の受益者の指定、変更の際に本人確

認することとされている。

c  Ⅲ  

・いわゆる「ライツ・プラン」については、任意の有価
証券管理信託契約のスキーム等の一つとして考案さ
れ、様々な仕組みがあり得ると考えられるものであ
り、例えば法的に定められているなど、制度的にマ
ネーローンダリング等に用いられる可能性がない、と
は言い切れず、受益者についての本人確認を適用
除外とすることは、本人確認の実効性を確保する観

点から困難であると考えられる。

が上場会社の株主（受益者）に対してその持株比率
に応じて機械的に無償で交付されることが予め株主
総会の特別決議を経て決定されている。そのため、
信託型ライツ・プランにおいては、類型的に、新株予
約権を交付する側や交付される側（受益者）における

恣意が一切働かない。
・ マネーロンダリングにおいては、特定の者がその
保有する資金を特定の者に対して移転する必要があ
るところ、信託型ライツ・プランにおいては、上記のと
おり、発行会社が発行した新株予約権が株主（受益
者）に持株比率に応じて機械的に無償で割り当てら
れるだけであり、これを利用して特定の者から特定
の者に対して資金の移動を行うことは類型的に不可
能である。従って、斯かる仕組みを用いてマネーロン

ダリングが行われる蓋然性は無い。
・ また、本人確認法施行規則においては、例えば、
退職給付信託、「被用者の給与等から控除される金

（社）日本経済団体
連合会

157 A 
信託型ライツ・プランに係る受益者
の本人確認義務の緩和【新規】

　敵対的買収防衛目的で導入する有価証券管理信託や金
外信託等（いわゆる「信託型ライツ・プラン」）について、そ
の円滑かつ迅速な信託事務の遂行を可能とするために、
受益者に係る本人確認手続きを免除すべきである。

　信託型ライツ・プランは、企業買収の局面において、買収者
の買収提案や現経営陣の経営方針等について株主及び投
資家にとって有益な情報提供を促し、企業価値向上に資す
る買収防衛策であり、信託を活用することによってその実効

性が高められている。
　信託型ライツ・プランの商品特性として、できるだけ円滑か
つ迅速に、敵対的買収者が現れた日以降の特定の日におけ
る株主を受益者として確定し、当該受益者に信託財産である
有価証券（新株予約権）を交付することが要請されるが、そ
の際の本人確認手続きは信託事務の遂行上極めて大きな
負荷となっているため、発行体および株主に大きな不利益が

生じる可能性がある。
　信託型ライツ・プランは、受託者が発行体である上場企業
から新株予約権を預かり、一定の条件が成就した場合に、そ
の形状を変えることなく、多数の株主（受益者）に引き渡すこ
ととされており、かつ金銭の授受が行われない。このような信
託は「モノ」の信託に類似しているともいえ、敢えてこのような
形態を利用したマネー・ローンダリングの可能性は存在しな

いと考える。

　金融機関等によ
る顧客等の本人確
認等及び預金口座
等の不正な利用の
防止に関する法律
第3条、同施行令第
1条及び同施行規
則第1条

　外国為替及び外
国貿易法第22条の
2、外国為替令第11
条の4及び外国為
替に関する省令第
12条の2等

金融庁
法務省

人確認等及び預金口座等の不
正な利用の防止に関する法律
第3条、同施行令第1条及び同
施行規則第1条等により、適格
退職年金信託等一部の信託商
品に係る受益者については、同
法に基づく本人確認義務が免除

されている。
　他方で、本人確認法施行後に
開発された信託商品について
は、同法に基づく本人確認義務

が課されている。
　信託型ライツ・プランにおける
受益者は、敵対的買収者が現
れた日以降の特定の日における
当該企業の株主名簿上の株主
とすることが一般的であるが、受
益者として確定した時点で同法
第3条等に基づく本人確認手続

銭を信託金とする信託契約」など、必ずしも法的制度 きが必要となる。
に基づくものではなくても、マネロンに使われる可能
性がないと解される信託の受益者は、確認義務の適
用除外とされている。すなわち、類型的にマネーロン
ダリングに用いられる恐れがないのであれば、法律
によって当該商品の内容が確定されている必要はな
いはずである。信託型ライツ･ プランにおける本人確
認義務についても、本人確認義務の制度趣旨に照ら

営業職員による運営管理業務の兼務が禁止されて
いるのは、加入者に対する中立性を維持できないと

5052 5052018 G24 z07009 
金融庁、
厚生労働
省

確定拠出
年金法

営業職員による運用関連業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼業が禁止されている。

c  Ⅲ  
営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
の事務の兼業については、運用管理業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

の考え方を前提にした措置であると考えられる。その
恐れがあるのは理解できるが、例えば、確定拠出年
金における運用商品が確定拠出年金専用のもので
あり、通常に販売される金融商品とは異なる場合な
ど、兼務しても中立性の維持に支障がないと考えら
れる場合もある。中立性の維持のために禁止すべき

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
18 A 

確定拠出年金運営管理業務にか
かる金融商品営業担当者による

兼務禁止の緩和
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

金融機関の金融商品営業担当者について、確定拠出
年金運営管理業務のうちの運用関連業務の兼務禁止
を緩和する。兼務禁止の緩和に際しては、営業担当者
が加入者に対して中立的な立場で運用関連業務を行う

ことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う中小金融機関の体制整備にお
いて、兼務禁止規制は、その推進上極めて負担が大きいこと
から、中立性確保を条件に本兼務禁止措置を緩和すること
は、金融機関業務の効率性を高めるとともに、確定拠出年金

の普及に資するものと考えられる。

確定拠出年金運営
管理機関に関する
命令第１０ 条第１号

厚生労働省、
金融庁

継続

実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう検討していただきたい。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情報提

5071 5071013 G24 z07009 
金融庁、
厚生労働
省

確定拠出
年金法

営業職員による運用関連業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼業が禁止されている。

c  Ⅲ  
営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
の事務の兼業については、運用管理業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

実務面において運用担当者と販売担当者を分離せ
ずとも、運営管理業務に係る不正等の防止は組織の
牽制機能、内部監査により確保されている。再度検

討して頂きたい。

社団法人全国信用
組合中央協会

13 A 
確定拠出年金制度における営業
職員による運用関連業務の兼務

禁止を撤廃すること

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情報提
供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁止を撤廃するこ

と。

供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁止を撤廃すること。
本規制が撤廃されることにより、確定拠出年金制度の概要
や各運用商品に関する説明から販売事務まで一担当者が一
貫して行うことが可能となり、利便性の向上に資することとな
る。また、人的余力に乏しい信用組合においては、規模・特
性に応じた組織運営、業務展開が可能となり、収益機会の

確定拠出年金法第
１００ 条第７号、確
定拠出年金運営管
理機関に関する命
令第１０ 条第１号

厚生労働省

拡大等を図ることができる。

・ 金融グループの事業内容の見直し、業態を超えた提携・再
編を進める上で支障となる規制の見直しによって、多様化す
る顧客ニーズへの的確な対応、質の高い金融サービスの提

銀行の他業禁止に関する見直し等については慎重
供等の実現に資することが期待される。

・ 銀行持株会社の下で、銀行とその他の会社が兄弟会社と
に検討がなされるべきことは理解できるが、銀行持 して存在する場合においては、銀行が子会社、関連会社を
株会社の子会社等の業務範囲について、個別の事 保有する場合に比べ、銀行に波及する他業リスクが一定程

5031 5031001 z07010 金融庁

銀行法第
52条の
23、第52
条の24

現行制度上の銀行持株会社は子会社
の業務範囲について限定列挙されてい

る。
c Ⅰ 

銀行は決済機能を有しており、経営の健全性の確保
の観点から子会社からの他業リスクについては、保
険持株会社に比べ厳格に行わなければならないと考
える。また、決済機能を有しているという点で同じで
あることから、個々の銀行持株会社の子会社業務範
囲に対し、違いを設けることはできない。このため、
子会社の業務範囲を個別承認とすることは措置困難

である。

前承認を要件としても柔軟な対応を認めることができ
ないか、要望主体からの以下の更なる意見も踏ま

え、改めて検討されたい。

「決済機能を有しているのは銀行であり、銀行持株
会社ではない。また、銀行持株会社傘下の銀行と兄
弟会社の関係は、銀行とその子会社の関係に比べ
て財務上のリスク等がより波及しにくい構造になって
いる。こうした点を踏まえれば、銀行持株会社の子会

都銀懇話会 1 A 
銀行持株会社の子会社等の範囲

の見直し

・銀行持株会社について、銀行法上に限定列挙されている
業務以外を営む会社であっても、個別の認可を通じて子会
社とすることが可能となるよう、子会社の範囲の規定を見

直し。
・銀行持株会社が法第52条の35第1項の認可を受けて他
の会社と合併する場合において、銀行持株会社の子会社
等として認められる業務以外の業務を行う会社を子会社と

することを認めるよう規定を見直し。

度遮断される効果がある。他業禁止の趣旨について十分配
慮することが前提とはなるが、銀行持株会社の子会社等の
範囲については、こうした効果や個別の事情を踏まえた柔軟

な対応が認められるべき。
・ 保険業法においても、保険持株会社と保険会社との間に
は子会社等の業務範囲の内容には差がある。具体的には、
保険会社は、銀行と同様、他業禁止の観点から子会社の範
囲が限定列挙されているが、保険持株会社については、限
定列挙された会社以外でも事前の承認を受けることにより子

会社とすることが認められている。

銀行法第52条の
23、第52条の24

金融庁

社等の業務範囲については、リスク遮断効果や個別 ・ こうしたことから、銀行持株会社の子会社等については、

の事情を踏まえた、より柔軟な対応が認められるべ 金融庁の個別の事前承認を要件とし、銀行の子会社等に認

きと考える。」 められる業務以外の業務のうち、金融業務に関連性のある
業務等の一定の業務を営むことを認めるべき。また、銀行持
株会社と他の会社との合併時においては、銀行持株会社の
子会社等として認められる業務以外の業務を行う会社を子

会社とすることを認めるべき。

保険業法
第300条第

5031 5031002 z07011 金融庁

1項第9号
同法施行
規則第234
条第1項第
2号

平成10年
大蔵省告
示第238号
保険会社
向けの総
合的な監
督指針Ⅱ

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

b  Ⅲ  

生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設
けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、規
制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示され
たスケジュールに従い本年度に検討を行う。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的な検討スケジュールについて示されたい。

「規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて『平成18年度検討』となったことを踏まえ、検討
のスケジュール（結論時期）につき具体的に明示して

頂きたい。」

都銀懇話会 2 A 
生命保険の募集に関わる構成員

契約規制の撤廃
・構成員契約規制を撤廃する。

・ 構成員契約規制は、優越的地位の濫用や圧力募集の防
止を目的として設けられた規定であるが、その実態に係ら

ず、事前かつ一律に募集を禁止する過剰規制。
・ 形式基準のため、顧客申出による場合も保険の販売が出

来ず、顧客利便性の観点で問題。
・ 顧客勤務先の特定が困難なケースも多いなど（同名企業

の存在等）、実務上の負担大。
・ 損害保険や第三分野商品では規制がなく、生命保険だけ

に適用される規制であり、妥当性に欠く。
・ 銀行による保険商品の募集にあたっては、圧力募集防止
のための弊害防止措置が検討されており、構成員契約規制

は二重規制。

保険業法 第300条
第1項第9号、同施
行規則 第234条第
1項第2号、平成10
年大蔵省告示第
238号(平成10年6
月8日)、金融庁事
務ガイドライン(第二
分冊 保険会社関
係)2-2(6)

金融庁

－３－３－
２(7)① 

5031 5031003 z07012 金融庁

保険業法
第275条第
1項第1号
同法施行
規則第212
条第2項第
1号

銀行等が保険募集以外の業務上取り
扱う顧客に関する非公開金融情報を保
険募集業務に利用し、または保険募集
の業務上取り扱う顧客に関する非公開
保険情報を保険募集以外の業務に利
用するには、事前に顧客の書面その他
の適切な方法による同意が求められて

いる。

c －

本件規制は、銀行等がその与信業務や決済業務を
通じ、預金者や債務者に関する情報を継続的かつ総
合的に保有する立場にあり、安易な流用による契約
者保護上の問題を生じやすい状況に鑑み、講じられ
ているものである。利用目的の事前の通知・公表の
如何にかかわらず、書面その他の適切な方法による
事前の同意を得なければ保険募集業務以外の業務
と保険募集業務との間でそれぞれの業務に係る非
公開情報を流用してはならないとするなど、とくに銀
行等による保険商品の販売との関係において設けら
れているものであり、ご要望に対応することは困難で

ある。

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
対応可否を検討されたい。

「個人情報保護法においては、銀行は顧客の個人情
報の利用目的を特定し、その目的の範囲内で情報を
利用することにつき顧客の事前承諾を取ることにな
る。従って、個人情報保護法と保険募集における非
公開情報保護措置は二重規制となっていると考えら
れることから、個人情報保護法に一体化する方向で

見直しすることをご検討願いたい。」

都銀懇話会 3 A 
保険募集における非公開情報保

護措置の撤廃

・非公開情報保護措置については、個人情報保護法に一
体化する方向で見直しを行い、保険業法施行規則の規定

は撤廃する。

・ 銀行が保険を販売する際にのみ適用される規制であり妥
当性がない（銀行以外の代理店、例えば証券会社等は対象
外。銀行が保険以外の商品を販売する場合は対象外）。
・ すでに個人情報保護法に基づく利用同意を取得している
のにも関わらず、保険募集、商品説明等を行う前に事前同意
を取得することは他に例がないこともあり、顧客の理解を得

るのが難しい。

保険業法第275条
第1項第1号

保険業法施行規則
第211条第2項第1

号

金融庁
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5031 5031004 z07013 金融庁

保険業法
第275条第
１ 項第１号
同法施行
令第39条
同法施行
規則第212
条、第212
条の２、第
212条の
４ 、第212
条の５
銀行法第
16条の２
第１項第２
号・第11
号・第２項
第２号、第
52条の23
第１項第２
号・第10号
同法施行
規則第17
条の２第１
項第２号、
第17条の
３第２項第
３の４号

銀行等による保険商品の販売について
は、平成13年4月より、住宅ローン関連
の信用生命保険、長期火災保険及び
債務返済支援保険並びに海外旅行傷
害保険を対象商品として開始した。
また、平成14年10月より、個人年金保
険、財形保険、年金払積立傷害保険、
財形傷害保険を対象商品に追加すると
ともに、住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定を撤廃

した。
平成17年12月には、一時払終身保険、
保険期間10年以下の平準払養老保険
（法人契約を除く。）及び一時払養老保
険並びに自動車保険以外の個人向け
損害保険（事業関連の保険を除く。） の
うち団体契約等でないもの又は積立保
険及び積立傷害保険の販売が認めら

れた。
なお、これらに伴い所要の弊害防止措

置が設けられている。

c －

銀行等による保険募集の状況等をモニタリングし、
保険契約者等の保護の観点から問題がなければ、
平成19年12月より銀行等は原則として全ての保険商
品を取り扱うことが認められることとなる。また、モニ
タリングの結果必要な場合には、弊害防止措置の見

直しも検討することとなる。

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

「モニタリングの状況等によっては、早期の全面解禁
をご検討いただきたい。

また、弊害防止措置については、顧客の利便性向上
並びに銀行実務の観点から過剰規制とならぬよう、
必要なものに限定し、販売状況に応じて見直しを行う

ようご検討願いたい。」

都銀懇話会 4 A 
銀行並びに銀行子会社等及び銀
行持株会社の子会社等による保
険商品の販売規制の更なる緩和

・ 銀行、銀行子会社、銀行持株会社の子会社等による保
険商品の販売を早期に全面解禁する。

・ 銀行窓販の保険商品拡大に伴う弊害防止措置について
は、顧客の利便性向上並びに銀行実務の観点から過度の
規制とならないよう販売状況等に応じて見直しを行う。

・ 銀行による保険窓販は、保険商品の販売チャネルの多様
化・効率化に資するとともに、利用者のワンストップ・ショッピ
ングに対するニーズに応えるものであり、窓販可能な保険商
品を幅広く解禁することで、顧客の利便性の飛躍的な向上が

期待できる。
・ 銀行・銀行子会社等や銀行持株会社の子会社等が保険代
理店業務を営んでも、銀行経営の健全性が損なわれること
はなく、むしろ銀行グループとしての効率的な経営資源の活
用にも資するものであり、幅広い経営の自由度を確保する観

点からも認めるべきである。
・ 弊害防止措置については、それが過度の規制となれば、
銀行の管理面での負担が大きく、顧客の利便性を損なうとと
もに、販売にあたって顧客理解を得られないなど実務的に
ワークしない虞がある。銀行による保険販売の状況をモニタ
リングしつつ、必要に応じて見直しを行うべきである。

保険業法第275条、
保険業法施行令第
38条、保険業法施
行規則第211条、第
211条の2、第211条
の3、銀行法第16条
の2第1項第9号、同
条第2項第4号、第
52条の23第1項第8
号、銀行法施行規
則第17条の2第1項
第2号、第17条の3
第2項第3の4号

金融庁

銀行等の金融機関については、預金者等の保護を
確保する観点から、財務及び業務の健全性を維持す
るため、極めて厳格な業務範囲制限や子会社の業

金融機関の信託業
務の兼営等に関す

5031 5031005 z07014 金融庁

金融機関
の信託業
務の兼営
等に関す
る法律

都銀本体、信託銀行子会社及び信託
契約代理店が不動産関連業務を行うこ

とは禁止されている。
c Ⅰ 

務規制が課されているところ。このような観点から、
平成14年において、都銀本体等に信託業務を解禁し
た際も、不動産の売買等など不動産関連業務につい
ては大きなリスクを伴うことや顧客との間で不公正な
取引が生じる恐れがあることから、信託業務に密接
に関連するものに限って解禁することとしたところで

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

「顧客財産の総合運用管理サービスの充実を通じた
更なる顧客利便性に資する規制緩和であり、再検討

願いたい。」

都銀懇話会 5 A 
都銀等による信託業務に係る規

制緩和

・ 不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関連
業務等を、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店に解

禁する。

・ 都銀本体、信託銀行子会社および信託代理店に対して、
併営業務の一部を制限することの理論的根拠は不明確。
・ 顧客財産の総合運用管理サービスの充実を通じた顧客利
便性の一段の向上のためには、不動産関連業務を含めた信

託業務の解禁が不可欠。

る法律第1条第1
項、金融機関の信
託業務の兼営等に
関する法律施行令
第3条、金融機関の
信託業務の兼営等

金融庁

あり、今日においても金融機関の財務及び業務の健
全性を確保する必要性が高いことから、引き続き参

に関する法律施行
規則第3条第1項

入の可否については慎重な検討を要する。

5031 5031006 z07015 金融庁

銀行法第
10条第2
項、第11
条

有価証券に係る投資顧問業は、銀行法
上業務として規定されていないため、銀
行は投資顧問業を営むことができな

い。

c Ⅰ 

投資一任契約に係る業務は証券取引行為を伴うも
のであり、いわゆる銀証分離の観点から、これを普
通銀行に認めることは適切ではない。（なお、金融商
品取引法においては普通銀行が投資助言業務を行

うことは禁止されていない。） 

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

「本要望は、利用者利便の向上、金融サービスの質
の向上に資するものであり、再検討をお願いした

い。」

都銀懇話会 6 A 
普通銀行に対する投資助言業務・

投資一任業務の解禁
・ 普通銀行についても、信託兼営金融機関同様、投資助

言・投資一任業務を解禁。

・ 様々な金融市場に関する情報、投資ノウハウを有する普
通銀行に、投資助言業務や投資一任取引を解禁することに
より、ＣＯＬ(Currency Overl ay、カレンシーオーバーレイ、為
替変動リスクを総合的にヘッジする為の投資助言・投資一任
業務）をはじめとする法人顧客の投資・運用に関する多様な

ニーズに対応することが可能になる。
・ また、業態を超えた競争が促進されることによって、金融

サービスの質の向上につながる。

銀行法第10条、第
12条

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第23

条

金融庁

・ 銀行は、不動産を運用対象とする投資法人（いわゆるJ-
REIT ）に係る投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者
を子会社とすることができるが、当該投資信託委託業者が投

5031 5031007 z07016 金融庁

銀行法第
16条の2第
1項各号、
銀行法施
行規則第
17条の3、
主要行等
向けの総
合的な監
督指針
（Ⅴ-3-3-
1(3)④ロ） 

投資信託及び投資法人に関する法律
施行令（以下「投信法施行令」という）第
３８ 条に定める「特定資産に係る投資に
関し助言を行う業務」の銀行の子会社

が行うことができない。

b  Ⅲ  

銀行子会社が行う投信法施行令第３８ 条に規定する
不動産等特定資産に係る投資に関し助言を行う業
務を子会社の業務範囲に追加することについては、
業務の特殊性、投資家保護の観点から、銀行業務と
の関連性、その必要性等について慎重に検討を行う

必要がある。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、検討の
状況およびスケジュールにつき具体的に示された

い。

「銀行業務との関連性、その必要性等に関する検討
状況をご教示いただくと共に、検討のスケジュール
（結論時期）につき具体的に明示して頂きたい。」

都銀懇話会 7 A 
不動産投資顧問業者等の資産運
用アドバイス業者の銀行による子

会社化の解禁

・ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（以下「投信
法施行令」という）第38条に定める「特定資産に係る投資に
関し助言を行う業務」の銀行の子会社の業務範囲への追

加。

資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」という）第
34条の10第2項に定める内閣総理大臣あての届出を行って
投信法施行令第38条に定める「特定資産に係る投資に関し
助言を行う業務」（以下「特定資産助言業」という）を兼業した

場合は、子会社とすることができない。
・ 投資信託委託業者による「特定資産助言業」の兼業のため
の手続が認可ではなく届出であるのは、その兼業に係る
諸々のリスクが小さいと考えられることによると推測され、そ
うであるならば、銀行の子会社たる投資信託委託業者による
「特定資産助言業」の兼業も特段の問題はないものと思料さ
れるし、また、そもそも「特定資産助言業」を営む会社を銀行

の子会社としても支障ないものと思われる。
・ 金融資産に対する総合的な運用アドバイス業務は15年度
に銀行に解禁されたが、金融資産とそれ以外の資産を総合

銀行法第16条の2
第1項各号、銀行法
施行規則第17条の
3、主要行等向けの
総合的な監督指針
(Ⅴ-3-3-1(3)④ロ)

金融庁

的に考慮して運用を行う投資家も相応に多いと考えられるこ
とから、金融資産に限らない総合的な資産運用アドバイスを
銀行の子会社が行うことにより、顧客利便性を高めるべきと

思われる。
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証券取引法第６５ 条は金融機関の証券

証券取引
法第６５条
第１項（解
釈）証券会

業務を原則禁止としているが、これは
証券業務を兼業することにより生じる利
益相反等の弊害を防止するためであ

る。
この点に関してはこれまでにも証券会
社との共同店舗、共同訪問を認め、ま

  証券取引法第６５ 条の趣旨は、金融機関が証券業
務を兼業することから生じる利益相反の防止や優越
的地位による過度の影響力の排除、また、金融機関を証
券業務、特に引受業務によるリスクから遮断することに

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

・ 企業金融分野における顧客ニーズの高度化・複合化に伴
い、金融機関は、単なる資金調達手段の提供ではなく、経営
課題に対する総合的かつ高度なソリューションをスピー
ディーに提供することを期待されているにもかかわらず、発
行体向けクロス・マーケティングが禁止されている結果、単一
担当者による的確・迅速な提案やマーケティング等(※)がで

きず、顧客利便性が損われる状況となっている。
証券取引法第65条
第1項(解釈)

5031 5031008 z07017 金融庁
社向け総
合的な監
督指針Ⅴ

た、16年12月にも証券仲介業務を解禁
するなど利益相反が生じない範囲にお
いて規制緩和を行っているところ。

c ー
よって預金者等の保護を図る等の観点から規定されてい

る。
  要望事項では、銀行が発行体向けに証券業務に係る行

「銀行等が、証券会社の商品・サービスを含むファイ
ナンス・メニューや複合的ディールの説明を行うこと

都銀懇話会 8 A 市場誘導ビジネスの対象拡大
・ 銀行が、証券会社の発行体向け証券業務に係る行為の

一部を代行することを認める。

(※)例　－証券会社の商品・サービスを含むファイナンス・メ
ニューや複合的ディールの説明

　－上記商品・サービス等の内容や具体的条件に対する自

証券会社向け総合
的な監督指針Ⅴ-
2-3(1)、Ⅲ-2-2-

金融庁

－２－３ なお、銀行が法６５ 条の規定に反しない 為の一部を代行することを求めているが、実質的には金融 等は顧客利便性の向上に繋がるものであり、再検討 己の評価の表明を行うこと 3(4)等

（１ ）、Ⅲ－
２－２－３ 
（４ ）等

業務として発行体に対して行うことがで
きるものは、監督指針Ⅴ－２－３（１ ）に

おいて明確化されている。
また、３－２－２－３（４ ）において、協同
訪問の際の禁止行為が例示されてい

機関が直接証券業務を行うことになりかねず、以上に述べ
た証券取引法第６５ 条の趣旨から適当ではないと考える。

願いたい。」 　－上記商品・サービス等の具体的条件の提示
・ また、ユニバーサルバンク制を採用している欧州はもとよ
り、米国でもかかるクロス・マーケティングは禁止されていな
いことに鑑みれば、グローバルスタンダードの観点からも、内
外制度環境の差が国際競争力の強化に影響を与えていると

も考えられる。
る。

①株券には格付が付与されていないものの、上場・登録株券
については上場審査等を経て、マーケットによる評価である

① 証券会
社の行為

株価が日々形成され、また、上場・登録株券の発行者には事
業年度ごとの有価証券報告書の作成が義務付けられてお
り、指定格付機関による格付が付与されている有価証券と同

規制等に 様に引受審査等における客観性も担保されていると考えら
関する内 ①証券会社の親法人等・子法人等が発 要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて れることから、本規制の適用除外とすべき。
閣府令第 行する有価証券について、その証券会 対応・検討されたい。 　②総合的かつ高度な金融サービスをタイムリーに行うため ① 証券会社の行

5031 5031009 z07018 金融庁

12条第1項
第2号
② 証券取
引法第32
条第1項、
同条第2項
③ 同内閣
府令第12
条第1項第

社が主幹事会社として引受けを行うこと
が制限されている。

②証券会社の役員による親銀行等の
役職員の兼職又は証券会社の役職員
による子銀行等の役員の兼職は不可。
③証券会社とその親法人等・子法人等
の間における非公開情報の授受は制

限されている。
④証券会社とその親銀行等・子銀行等

①：ｂ 
②：ｃ 
③：ｃ 
④：a 

①：Ⅲ 
②：Ⅰ 
③：Ⅲ 
④：Ⅲ 

①18年度中に検討を行う。
②証券取引法第32条は、同法第65条で金融機関に
よる証券業務が原則として禁止されていることを踏ま
えて設けられている規定であり、措置困難。

③現行規制は、親法人等又は子法人等との利益相
反の防止及び顧客の非公開情報の重要性を踏まえ

た適切なものと考えており、措置困難。
④18年度中に措置。

「①規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）に
おいて『平成18年度検討』となったことを踏まえ、スケ

ジュールに沿ってご検討頂きたい。
②役職員の兼務自体が、銀行が証券業務を行って
いることにはあたらないと考えられることから、再検

討をお願いしたい。
③・④規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）

都銀懇話会 9 A 
証券子会社との弊害防止措置の

更なる緩和

①証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項
第2号における適用除外となる有価証券に、「上場・登録株

券」を加える。
②証券会社の役員が親銀行等の役職員を兼ねること及び
証券会社の役職員が子銀行等の役員を兼ねることを、証

取法32条の改正により解禁。
③非公開情報の授受に係る内閣府令の廃止。

④電子情報処理組織の共有に係る内閣府令の廃止。

には、グループ横断的な、ノウハウの共有体制や金融商品
開発環境、円滑なコミュニケーション・意思決定体制の構築
が重要である。しかしながら、現状役職員兼務の禁止が、グ
ループ横断的なサービスを提供するための体制整備や、人
的資源の戦略的配分等を通じた効率的なグループ経営を推
進する障害となっており、その結果、金融機関としての競争
力向上の阻害要因となっている。証券会社の役職員による
親銀行等又は子銀行等の役職員の兼務自体が、銀行が原
則禁止されている証券業務を行うことにはあたらないと考え
る。また海外（米国）と比較して過剰規制となっている。

為規制等に関する
内閣府令第12条第

1項第2号
② 証券取引法第
32条第1項、同条第

2項
③ 同内閣府令第
12条第1項第7号
④ 同内閣府令第
12条第1項第8号

金融庁

7号 との間での電子情報処理組織の共用 において『平成18年度検討』となったことを踏まえ、ス 　③本規制の趣旨は、詐害行為の防止（顧客の利益保護）、

④ 同内閣 は制限されている。 ケジュールに沿って検討・措置願いたい。」 インサイダー取引の防止、顧客のプライバシー保護等にある

府令第12 が、これらは、インサイダー取引規制や金融機関に存在する

条第1項第 「守秘義務」、チャイニーズウォールの設定で対応可能であ

8号 り、本規制は廃止すべき。
　④コンピュータの共用に関する規制は金融機関の自己責
任を重視するとの観点から、本内閣府令の過剰な規制は撤

廃すべき。

・ 現行のプリカ法は、①前払い、②証票その他のものが発行
されている、③利用の際に使用できる、の3要件を備えたもの

・前払式証票の発行を行う銀行等を前払式証票規制 を規制対象としている。その立法趣旨は利用者の保護であ

法の適用除外とすれば、他の発行者との間で競争条 り、発行保証金の供託を義務付けること等により、前払式証

5031 5031011 z07019 金融庁

前払式証
票の規制
等に関す
る法律第2
条第1項第
1号、同第
3条

前払式証票規制法では、購入者保護等
の観点から発行者に対して、届出又は
登録、発行保証金の供託等の義務を課

している。

c -

件での不平等な取扱いを行うこととなり、基本的に
は、イコールフッティングを維持すべきであると考え

る。
・また、銀行等が発行する前払式証票について、前
払式証票規制法の適用除外や管理・報告義務を軽
減・免除とすることは、発行の状況等が適切に把握さ
れず前受金の保全措置が講じられないおそれがあ
り、このような状態では、購入者等の利益の保護の

観点からも適用除外は困難である。

-

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

「少なくとも、預金業務とみなしうるスキームの電子マ
ネーについては、その判断基準を示すとともに、プリ
カ法の適用対象外とするよう再検討をお願いする。」

都銀懇話会 11 A 
銀行等が取り扱う電子マネーのプ

リカ法適用除外

・ 銀行等が発行体となる電子マネーにつき、「前払式証票
の規制等に関する法律」（プリカ法）の適用除外とする。ま
た、預金業務とみなしうるスキームの電子マネー(オフライ
ン・デビット等)については、その判断基準を明確化するとと
もに、プリカ法の適用対象外とする。少なくとも、銀行等が
発行体となる電子マネーにつき、「前払式証票の規制等に
関する法律」（プリカ法）の管理・報告事項を軽減・免除す

る。

票の発行者の倒産への備えや、悪意を持って発行見合資金
を搾取しようとする事業者を排除することを企図している。
・ 一方、銀行等による電子マネーの発行は、銀行法上の業
務として位置付けられており、発行者たる銀行には種々の監
督規制が課せられている。斯かる観点を踏まえれば、銀行等
に対しプリカ法上の管理・規制を適用する必然性は乏しい。
こうしたことから、銀行等が発行体となる電子マネーについて
は同法の適用除外とすべきと考える。また、預金業務とみな
しうるスキームの電子マネー(オフライン・デビット等)について
は、その判断基準を示すとともに、プリカ法の適用対象外と

前払式証票の規制
等に関する法律第
2条第1項第1号、第
3条、第7条、第11
条、第13条、第16
条、第17条

金融庁

すべき。少なくとも、同法に基づく煩雑な管理・報告事項につ
いても軽減・免除するよう要望する。

・ そもそも民法第466条第2項の規定が起草された当時は、
・ 売掛債権等の一定の種類の指名債権に限定し、かつ① 原債務者を過酷な取立てなどの権利行使から保護すること
「信託業法」又は「金融機関の信託業務の兼営等に関する が背景にあったと見られるが、譲受人を信託営業者等一定
法律」に基づく信託営業者に対する信託が譲り受ける場 の免許業者等に限定することにより、その目的は十分達成

5031 5031014 z07020 
金融庁、
法務省

民法
当事者が譲渡禁止の意思表示をした場
合、指名債権の譲渡は禁止される。

- Ⅰ 

譲受人が信託営業者等の一定の免許事業者の場合
に譲渡禁止特約の対外効を制限する旨の特例を設
けるかどうかについては、譲渡禁止特約によって保
護されるべき原債務者の利益を不当に害することが
ないかどうか等について、特に慎重に判断していく必

要があるものである。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、「措置
の分類」について回答されるとともに、検討のスケ

ジュールを示されたい。

「『措置の分類』の回答、並びに検討スケジュールの
明示をお願いしたい。」

都銀懇話会 14 A 
債権流動化における債権譲渡禁
止特約の対外効の制限

合、又は②特定目的会社及び「証券取引法施行令第17条
の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券を定め
る内閣府令」に定める有価証券を発行する法人並びにそ
れに準ずる外国の法人が譲り受ける場合、③金融機関（①
を除く）が譲り受ける場合に限り、譲渡禁止特約の対外効
を制限するよう「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例

等に関する法律」を一部改正。

できる。
・ 現在の譲渡禁止特約の対外効は、原債務者に保護を与え
る手段としては過剰規制であり、逆に原債権者の資金調達を
妨げる要因となっているなど弊害が多く、緩和されるべきであ
る。一方で譲渡禁止特約つき債権も、最高裁判例で既に差
押及び転付命令の対象と認められている点と照らし合わせ
れば、より広く原債権者の資金調達のために活用されるべき

民法第466条第2
項、債権譲渡の対
抗要件に関する民
法の特例等に関す

る法律

金融庁、法務
省

・ 民法第466条第2項の譲渡禁止特約の対外効を制限する である。
規定を盛り込む。（併せて、法律名を例えば「債権譲渡に関 ・ 我が国の債権譲渡関連法制を国際的な趨勢に適合させる

する民法の特例に関する法律」に改める） ことにより、我が国の債権流動化市場の拡大を図ることがで
きる。
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・ わが国の個人向け金融市場が大きく変化する中で、消費
者金融市場に対するニーズは拡大しており、平成12年の出
資法の上限金利の引下げ等、関連規制の見直しが進められ

てきている。
・ こうした中、銀行においても、消費者金融市場の健全な発
展に取り組むべく、新たな消費者金融商品の提供や既存の
消費者金融会社への出資等の対応を進めている。

・ 現在、消費者金融市場においては、極度貸付契約に基づ

5031 5031015 z07021 金融庁

貸金業の
規制等に
関する法
律第17
条、第18
条

貸金業規制法第17条では契約締結時
における債務者・保証人に対する貸金
業者の書面交付義務を、第18条第1項
では債務弁済時における債務者・保証
人に対する貸金業者の書面交付義務

を、それぞれ規定している。

b Ⅰ 
　現在、貸金業制度等のあり方については、与党・政
府において検討が行われているところであり、現段
階で本件の取扱いについては未定である。

要望主体および利用者のニーズを踏まえて改めて検
討されるとともに、要望主体からの以下の更なる意
見も踏まえ、今後の検討のスケジュールを示された

い。

「与党・政府において貸金業制度等のあり方の検討
が行われているところとのことであり、当該検討の範

疇に含めて頂くようお願いしたい。」

都銀懇話会 15 A 
貸金業規制法に基づく書面交付

義務に係る規制緩和

・ 貸金業規制法に基づき、適正に成立した極度貸付契約
の極度枠内の個別の貸付取引について、①17条、18条に
係る記載内容の簡略化を許容。または、②書面交付方法
について、債権者と債務者の双方が合意する場合に限り、
キャッシング契約等の締結・貸付・返済時において、書面交
付に加えて、｢インターネットなどの情報通信機を用いた電

磁的方法｣による通知を認める。

いた個別の貸付・返済にＡＴＭ を利用する取引が、利便性の
観点から、利用者の高い支持を得ている。しかしながら、ＡＴ 
Ｍ 取引においては、例えば、外部のＡＴＭ ネットワークを利用
する場合、貸金業規制法17条、18条で規定される書面交付
の要件（＝みなし弁済要件）を完全に満たすことは困難。
・ 近時の目覚しいＩＴ技術の発展で、インターネット、電子メー
ルなどの電子手法の活用は一般的になっている。こうした
中、貸金業規制法に基づき適正に成立した極度貸付契約に
関し、極度枠内の個別取引をＡＴＭ を利用して行うものにつ

貸金業規制法第17
条、第18条、第43

条
金融庁

いては、17条、18条に規定する書面の記載内容の要件を緩
和し、または、債権者と債務者の双方の合意がある場合や
十分な債務者保護措置が図られる場合には、書面交付の代
わりに電子手法の活用による債務者への通知を認めたとし
ても、債務者保護の観点で問題はないものと思われる。こう
したことによって、金融機関を含む他社とのＡＴＭ 提携が促進
されることで、取引チャネルの拡大を通じ、利用者の利便性

向上に資する。

・ 銀行は、銀行法の規定に基づき貸付業務を実施し、金融
庁の検査・監督も受けている。この中で、契約内容等に関す

5031 5031016 z07022 金融庁

貸金業の
規制等に
関する法
律第24条
第2項

貸金業規制法第17条、第18条、第20条
から第22条まで、第42条及び第24条第
1項の規定は、貸金業者の貸付けに係
る契約に基づく債権の譲渡があつた場
合における当該債権を譲り受けた者に

ついて準用する。

b Ⅰ 

　24条2項により債権を譲り受けた者について準用さ
れる書面交付規制や取立行為規制等は、債務者を
保護するための規定であり、銀行等について例外と
することについては慎重に検討する必要がある。

要望主体および利用者のニーズを踏まえて改めて検
討されるとともに、要望主体からの以下の更なる意
見も踏まえ、今後の具体的なスケジュールを示され

たい。

「与党・政府において貸金業制度等のあり方の検討
が行われているところとのことであり、当該検討の範

疇に含めて頂くようお願いしたい。
規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて『平成18年度検討』となったことを踏まえ、上記も
踏まえて検討のスケジュール（結論時期）につき具体

的に明示して頂きたい。」

都銀懇話会 16 A 
銀行等が貸金業者から譲受けた
貸付債権に係る貸金業規制法の

適用除外

・ 貸金業規制法第24条の規制の適用対象から、①銀行
等、②預金保険法第2条に定める金融機関から会社分割
等によって設立された子会社が保有する「会社分割等の際
に当該金融機関から承継した債権」及び「当該債権の債務
者に対する会社分割等の後に発生した債権」を譲渡する場

合を除く。

る顧客説明についても対応しているところ。銀行が保有する
貸付債権について貸金業規制法の規制が重複して適用され

ることは過剰であり、実務的な負担も大きい。
・ また、債権者は同じ銀行であるにも関わらず、一部の貸付
債権についてのみ書面交付等の取扱いが異なることについ

て、債務者、保証人への説明も困難。
・ 業態を超える再編、提携が進行する中、今後、銀行が貸金
業者から貸付債権を譲受けるケースの拡大が見込まれるこ
とから、本規定の適用対象から銀行を除外するよう要望す

る。
・ また、貸出債権流動化市場の活発化を促すには、債務者
保護に適切な配慮がなされている場合について通知を不要
とすることが必要。こうした見地より、譲渡人が預金保険法第
2条に定める金融機関から会社分割等によって設立された子

貸金業規制法第17
条、第18条、第24

条
金融庁

会社が保有する債権を譲渡する場合については、通知を不
要とすべき。

・ 監督指針において、公募増資については相応のチェック機
能が働くことから、内部管理態勢の確立に関するコンプライ
アンス・ルールの適用対象外とされているが、米国証券法
Rule 144A 等のように、形式的には私募であっても、引受証
券会社が法定の開示基準に準じて作成された目論見書を用
いて不特定多数の投資家を対象に勧誘を行うなど、実質的
に公募に近い発行形態であり、且つ、勧誘対象が適格機関

投資家に限定される場合も存在する。

5031 5031019 z07023 金融庁

・｢主要行
等向けの
総合的な
監督指針」
Ⅲ－３－１ 
－４ 

第三者割当増資については、預金及び
貸出等の業務を営む銀行が取引先等
に対して直接割当てを行うことに鑑み、
こうした増資に関するコンプライアンス
態勢については、増資の都度、取締役
会の責任において、全行的に構築し、
行内に徹底を図ることを求めている。

b  Ⅳ  

通常の第三者割当増資は、預金及び貸出等の業務
を営む銀行が取引先等に直接に割当てを行うことか
ら、「資本充実の原則の遵守」や「優先的な地位の濫
用の防止」等の観点から、増資の都度、法令等遵守
に係る内部管理態勢を確立する必要があるとの規
制の趣旨を踏まえたうえで、このような法令等順守の
問題が生じるおそれが少ない増資形態について、公
募増資と同様の取り扱いを行うことを検討している。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的なスケジュールを示されたい。

「規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて『平成18年度検討・結論』となったことを踏まえ、
スケジュールに沿って速やかに検討・措置願いた

い。」

都銀懇話会 19 A 
第三者割当増資に係るコンプライ
アンス・ルールの適用除外

・ 米国証券法Rule 144A に基づく適格機関投資家向け私募
等、実質的に公募に近い発行形態で、機関投資家を対象
として増資を行う場合、公募増資の場合と同様、第三者割

当増資に係る内部管理態勢の構築を免除。
・ 銀行持株会社が子銀行の株式等を引き受ける場合も、
第三者割当増資に係る内部管理態勢の構築を免除。

こうした増資形態においては、「資本充実の原則」、「優越的
地位の濫用」、「商品性の適切な説明」、「適正なディスクロー
ジャーの確保」等、内部管理態勢構築により法令遵守の徹
底が求められている点に関し、不適切な対応が行われる可

能性は僅少であり、公募増資と同等。
・ また、銀行持株会社と子銀行は人的・資本的に緊密な関
係にあり、両者の増資が同時且つ一体的に行われる場合も
多い。こうしたことに鑑みれば、銀行持株会社が子銀行の株
式等を引受ける場合は、「預金及び貸出等の業務を営む銀
行が取引先に対し直接割当を行う」という通常想定されてい

銀行法第53条
主要行等向けの総
合的な監督指針
「Ⅲ-3-1-4 第三者
割当増資のコンプ
ライアンス」

金融庁

る第三者割当増資とは異なり、内部管理態勢構築により法
令遵守の徹底が求められている上述の点に関し、銀行持株
会社と子銀行の間で不適切な対応が行われる可能性はな

い。
・ このような法令遵守上の問題が生じる可能性が僅少／皆
無な増資形態について、通常の第三者割当と同様の内部管
理態勢の構築を義務付ける意義は乏しく、非効率。当該増資

形態による資本調達の阻害要因ともなり得る。

・ 永久劣後債等の「バーゼル合意適合性」を担保するための
要件は、平成１０ 年１２ 月の事務ガイドライン改正により明確

5031 5031020 z07024 金融庁

・｢主要行
等向けの
総合的な
監督指針」
様式・参考
資料編別
紙様式４
－２６、２７ 

永久劣後特約付き借入金を受け入れる
場合及び永久劣後特約付き社債を発
行する場合、増資の届出書に契約内容
のバーゼル合意適合性及び我が国に
おける民商法上の有効性に関する弁護

士意見の添付を求めている。

b  Ⅳ  

永久劣後債の発行等に係るバーゼル合意適合性等
を弁護士意見書により担保するとの規制の趣旨を踏
まえつつ、事務の簡素化の観点から運用面の見直し

を検討している。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的なスケジュールを示されたい。

「規制改革・民間開放推進三か年計画（再改定）にお
いて「平成18年度検討・結論」となったことを踏まえ、
スケジュールに沿って速やかに検討・措置願いた

い。」

都銀懇話会 20 A 
永久劣後調達に係る届出手続簡

素化

・ 永久劣後調達に係る届出を行う際、当該永久劣後調達
の「バーゼル合意適合性」を担保するための契約文言が、
過去に弁護士意見を取得した永久劣後調達の契約文言と
同一の場合は、新たな弁護士意見に代えて、当該永久劣
後調達の「バーゼル合意適合性」に関する銀行又は銀行
持株会社による確認結果を添付することを許容。

化されており、当該要件を定めた契約が本邦民商法上有効
であるとの弁護士意見は確立している。また、当該要件を定
めた契約文言は定型化している。こうしたことから、実態上、
弁護士意見は、当該定型文言が契約等に明記されているこ
とを形式的に確認しているに過ぎない。以上により、永久劣
後調達に係る届出の都度弁護士意見を取得する意義は乏し

い。
・ しかしながら、現行制度では、永久劣後調達の都度、弁護
士意見の取得が義務付けられており、銀行及び銀行持株会
社にとって事務手続・弁護士費用といった負担が発生してい

銀行法第53条、銀
行法施行規則第35

条
主要行等向けの総
合的な監督指針 様
式・参考資料編 別
紙様式4-26・27注

記

金融庁

る。
・ また、期限付劣後債/劣後ローンに係る届出の際は、弁護

士意見の添付は求められていない。
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5031 5031021 z07025 金融庁

証券取引
法第28条
の4第2
項、第32
条第5項、
第6項、証
券取引法
施行令第
15条の2、
第15条の4
第1項、第
2項、証券
会社に関
する内閣
府令第16
条、第19
条

・証券取引法における「親法人等」「子
法人等」の範囲は、密接な関係を有す
る一定の者と合算したときに議決権を
過半数保有しているかどうか、又は役
員を過半数占めているかどうかにより
決められるのに対し、財務諸表等規則
における「親会社」「子会社」は、いわゆ
る支配力基準により、財務及び営業又
は事業の方針を決定する機関（意思決
定機関）を支配しているかどうかにより

その範囲が決められる。
・不適格な主要株主による不当な影響
力を排除するとの目的に基づき、主要
株主規制が設けられており、証券会社
の主要株主は届出、銀行の主要株主

は認可が必要となる。

最初の・：
ｂ 

次の・：ｃ

最初の・：
Ⅱ、Ⅲ 
次の・：
Ⅰ、Ⅱ 

・証券取引法及び他法令における規制の趣旨を踏ま
えて検討し結論を得る。

・証券会社の「主要株主」については、銀行とは異な
る規制目的・内容に則して、その対象として必要な者
を定めている。そのため、規制の適用範囲を完全に

一致させることは困難。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的な検討スケジュール等を示されたい。

「「子法人等」の定義については、規制改革・民間開
放推進三か年計画（再改定）において「平成17年度
検討・結論」となったことを踏まえ、速やかに検討・措

置願いたい。
「主要株主」の定義の統一については、事務負担の
軽減に資するものであり、再検討願いたい。」

都銀懇話会 21 A 
証券取引法等における「子法人

等」等の定義の改正

・ 証券取引法における「親法人等」「子法人等」の定義を、
財務諸表等規則、銀行法等における「親会社」「子会社」の

定義と同一にする。
・ 主要株主の定義を銀行法の定義と同一にする。

・ 証券取引法においては、実質的に支配力・影響力のない
先でも「親法人等」あるいは「子法人等」に定義され、また主
要株主の定義が銀行法より広範であり、証券取引法第54条
第1項第8号及び証券会社に関する内閣府令第46条に基づく

届出事務が大きな負担となっている。
・ また、証券会社に関する内閣府令第33条第1号により、証
券会社は「関係会社（親法人等、子法人等）に関する報告
書」を毎営業年度経過後4カ月以内に金融庁長官等に提出し
なければならず、その事務負担も大きなものとなっている。

証券取引法第32条
第5項、第6項、証
券取引法施行令第
15条の4第1項第1
号、同条第2項第1

号

金融庁
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証券取引
法第64
条、第64
条の6第3
号

証券会社や登録金融機関は、取引の
勧誘等を行う役員及び使用人について
外務員登録を行うこととなっている。

c Ⅰ 

外務員登録は当該外務員の行為の効果が帰属する
法的主体（使用者）を明確化する観点から必要な制
度であり、使用者変更の際の手続きを不要とするこ

と自体は措置困難。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、改めて
検討されたい。

「事務負担の軽減と円滑な業務遂行に資する案件で
あり、再検討願いたい。併せて、検討のスケジュール
（結論時期）につき具体的に明示して頂くようお願い

申し上げる。」

都銀懇話会 22 A 証券外務員登録の簡素化
・ 銀行持株会社の子会社である銀行間異動においては、
出向・転籍を問わず、外務員登録の維持を可能とする（抹

消及び新規登録申請手続を不要とする）。

・ 金融グループ内で機動的な人材配置を行っていく中で、銀
行持株会社の子会社である銀行間異動は、今後ますます増
加していく見込であり、日数に係わらず証券業務従事に支障
が生じる（証券外務員としての業務を行えない期間が発生す

る）状況は、早期に改善されるべきである。

証券取引法第64条
の6第3項、『証券外
務員登録等事務マ
ニュアル(特別会員
用)』(平成15年5月1

日改訂)

金融庁

証券取引法第32条第4項において「証券会社の取締役又
は執行役は、他の会社の取締役、会計参与、監査役若しく

5033 5033001 z07027 金融庁
証券取引
法第32条
第4項

証券会社の役員は、他の会社の役員
に就任した場合、又は他の会社の役員
を退任した場合には、遅滞なくその旨を

届出ることとされている。

c Ⅰ 

証券会社の役員の兼職については、証券会社に対
する監督の一環として、取締役の適格性や取締役会
の人的構成等を遅滞なく把握する必要があるため、

措置困難。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

日本証券業協会証
券評議会

1 A 
証券会社の取締役等の兼職届出

の見直し

は執行役に就任した場合（他の会社の取締役、会計参与、
監査役又は執行役が証券会社の取締役又は執行役を兼
ねることとなつた場合を含む。）又は他の会社の取締役、
会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅
滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな
い」とされている。届出方法を、現状の「遅滞なく」から定期

本件は取締役等の本人が届出義務を負うが、取締役の兼職
が平成10年の証券取引法改正により原則自由となった背景
にも鑑み、取締役等の負担を軽減するためにも定期報告に
することが望ましいと考える（特に海外駐在取締役にあって

は、都度報告は負担が大きいと思われる）。

証券取引法第32条
第4項、証券会社に
関する内閣府令第

14条

金融庁

（例えば、証券取引法第49条第1項に規定する営業報告書
に含め年1回の届出とする）に変更していただきたい。

【「関係会社」を業務方法書の「別紙」の範疇に含めない】
① 業務方法書別紙「関係会社」の変更の届出 上記①の「関係会社」については、業務方法書の「別紙」とす

証券取引法第30条第3項において、同取引法第28条の２第 べき明文はなく、また「関係会社」の変更届出と「親法人等」、
2項第2号の書類に記載した「業務の内容又は方法」に変更 「子法人等」の変更の届出は、内容が重なるケースが多く、ニ

①証券取引法第30条第3項において、 があった場合には、遅滞なく届け出ることとされている。 重の届出となり事務負担が大きい。

同取引法第28条の２第2項第2号の書 日本証券業協会会員通知（日証協（会）10第140号）におい なお、「関係会社」を業務方法書の「別紙」の範疇に含めない
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①証券取
引法第30
条第３項、
第28条の
２第２項第
２号、証券
会社に関
する内閣
府令第３
条第１号
②：証券取
引法第54
条第1項第
8号、証券
会社に関
する府令
第46条第1
項第4号

類に記載した「業務の内容又は方法」
に変更があった場合には、遅滞なく届

け出ることとされている。
日本証券業協会会員通知（日証協（会）
10第140号）において、「業務の方法を
記載した書類」（証券取引法第28条の２
第2項第2号、証券会社に関する内閣府
令第3条第1号に規定）の範疇は、業務
方法書本文及び業務方法書を構成す
る「別紙」の規程等とされており、その
「別紙」の一つとして「関係会社」（「親法
人等」、「子法人等」、「自己資本府令上
の関係会社」を記した一覧表）が位置付

けられている。
よって業務方法書別紙の「関係会社」に
変更があった場合には、遅滞なく届け

出る必要がある。
②：証券会社は、他の法人等が、親法
人等又は子法人等に該当し、又は該当
しなくなった場合には、遅滞なくその旨

①c 
②ｃ 

①：-
②：Ⅲ 

①　証取法第30条第3項に基づき、内容に変更が
あった場合遅滞なく当局に提出することとされている
関係会社一覧表には、自己資本府令上の関係会社
の当否や、親法人等、　子法人等の別などが表示さ
れており、いわゆる関係会社の概要が一覧で把握で

きるようになっている。
　　証券会社の投資行動や業務内容の多様化が進
展する近年においては、証券会社と親法人等、子法
人等との間での利益相反等の問題が生じる可能性
は高まっていることから、弊害防止措置の実効性を
確保する観点からも、関係会社の状況を遅滞なく把

握することが必要であり、措置困難。
②弊害防止措置の実効性を確保するためには、証
券会社と密接な関係を有する法人等について変更
があった場合には遅滞なく把握する必要があり、措

置困難。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

日本証券業協会証
券評議会

2 A 
「関係会社」、「親法人等」及び「子
法人等」の変更届出の見直し

て、「業務の方法を記載した書類」（証券取引法第28条の２
第2項第2号、証券会社に関する内閣府令第3条第1号に規
定）の範疇は、業務方法書本文及び業務方法書を構成す
る「別紙」の規程等とされており、その「別紙」の一つとして
「関係会社」（「親法人等」、「子法人等」、「自己資本府令上
の関係会社」を記した一覧表）が位置付けられている。
よって業務方法書別紙の「関係会社」に変更があった場合

には、遅滞なく届け出る必要がある。
② 「親法人等」、「子法人等」変更の届出

証券取引法第54条1項第8号（証券会社に関する内閣府令
第46条第1項第4号）において、他の法人その他の団体が、
親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった場

合には遅滞なく届け出ることとされている。
また、証券取引法第49条第2項（証券会社に関する内閣府
令第33条第1号）において、関係会社に関する報告書を毎
営業年度経過後四月以内に届け出ることとされている。
上記①の「関係会社」については業務方法書の「別紙」の

範疇には含めないこととしていただきたい。
上記②の「親法人等」、「子法人等」の変更の届出を「遅滞
なく」届出から「定期」届出（例えば証券取引法第49条第2
項の報告に包含する等。）に改定していただきたい。

とした場合、「自己資本府令上の関係会社」の変更が捕捉で
きないこととなるが、これについては②の「親法人等」、「子法
人等」の変更の届出に「自己資本府令上の関係会社」を加え
ることで従来どおりの届出を担保すればよいのではないかと

考える。

【「親法人等」、「子法人等」の届出を都度届出から定期届出
に改定】

現在の法令諸規則における「親法人等」、「子法人等」に該当
する法人等の範囲は非常に広範で、証券会社との関係がそ
れほど密接とはいえない法人等も対象となるケースがある。
このため、証券会社単独で届出の対象となる法人等を全て、
遅滞なく把握することは困難であり、関係する法人等が本件
法令諸規則を十分に理解した上で、証券会社に遅滞なく、適
切に情報を提供することが必要となっている。これは証券会
社のみならず、関係する法人等に多大な事務負担を課すこ
ととなっており、証券会社との関係がそれほど密接とはいえ
ない法人等にまでこうした負担を課すことは適当ではないと

考える。
「遅滞なく」届出から証券取引法第49条第2項の関係会社報
告のような定期の届出とすることにより、少なからず証券会
社が能動的に情報収集し、届出対象を把握することが可能

証券取引法第30条
第3項

証券取引法54条1
項第8号（証券会社
に関する内閣府令
第46条第1項第4

号）
証券取引法第49条
第2項（証券会社に
関する内閣府令第
33条第1項第1号）
証券会社に関する
内閣府令第16条
証券会社に関する
内閣府令第19条
証券取引法施行令
第15条の4

金融庁

を届出ることとされている。 となり、正確な届出と事務負担の軽減が図れるものと考え
る。

なお、上記の規制が緩和された場合の弊害防止策について
は、証券会社の社内体制整備および検査等による事後
チェック行うことにより十分担保可能と考える。
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ド
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該当法
令

制度の現状
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措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

証券会社との関係がそれほど密接とはいえない法人等が
「親法人等」、「子法人等」に該当しないよう、法令諸規則を

5033 5033003 z07029 金融庁

証券取引
法第32条
第5項、第
6項、証券
取引法施
行令第15
条の4第1
項、第2
項、証券
会社に関
する内閣
府令第16
条、第19
条

証券取引法における「親法人等」「子法
人等」の範囲は、密接な関係を有する
一定の者と合算したときに議決権を過
半数保有しているかどうか、又は役員
を過半数占めているかどうかにより決
められるのに対し、財務諸表等規則に
おける「親会社」「子会社」は、いわゆる
支配力基準により、財務及び営業又は
事業の方針を決定する機関（意思決定
機関）を支配しているかどうかによりそ

の範囲が決められる。

b  Ⅱ  、Ⅲ  
証券取引法及び他法令における規制の趣旨を踏ま

えて検討し結論を得る。
要望者のニーズを踏まえ、結論時期について具体的

に示されたい。
日本証券業協会証

券評議会
3 A 

証券会社の「親法人等」「子法人
等」の対象範囲の見直し

下記のとおり改定していただきたい。
① 人的関係の判定にあたっては、施行令第15条の4第1項
第2号、同2項第2号の「役員であった者」、証券会社に関す
る内閣府令第16条第3項、同第19条第3項の「これらであっ
た者」を削除し、現職の者だけを対象としていただきたい。
② 証券取引法施行令第15条の４第1項第１号ロ、第2項第

2号ロから「主要株主」を削除していただきたい。
③ 証券会社に関する内閣府令第16条第2項及び同第19条
第2項のみなしの範囲を一世代に限定していただきたい
（「親法人等」については証券会社の親会社の親会社ま
で、「子法人等」については証券会社の孫会社までに限定

する） 。
④ 「親法人等」、「子法人等」から除く者として「財務上又は
営業上若しくは事業上の関係からみて意思決定を支配して
いないことが明らかな法人等」を追加を追加していただきた

い。

現在の法令諸規則における「親法人等」、「子法人等」に該当
する法人等の範囲は非常に広範で、証券会社との関係がそ
れほど密接とはいえない法人等も対象となるケースがある。
このため、証券会社単独で届出の対象となる法人等を全て、
遅滞なく把握することは困難であり、関係する法人等が本件
法令諸規則を十分に理解した上で、証券会社に遅滞なく、適
切に情報を提供することが必要となっている。これは証券会
社のみならず関係する法人等に多大な事務負担を課すこと
となっており、証券会社とは関係の薄い法人等にまでこうした

負担を課すことは適当ではないと考える。
また、「親法人等」、「子法人等」を把握すべき根拠は、弊害
防止措置にあり、証券会社との関係がそれほど密接とはい
えない法人等までこの対象に含めることは適切でないものと

考える。

証券取引法施行令
第15条の4

証券会社に関する
内閣府令第15条、
第16条、第18条、

第19条

金融庁

①近年、投資信託等、その他の有価証券ともに、仕組み、性
格、リスク等が多岐にわたっており、投資信託等のみについ
て有価証券取引法上の開示義務に加えて、別途の法令によ

り届出義務を課す必要性は低くなっていること。
②投信法上に基づく届出の内容は、投資家に開示されてい
ないので、投資家保護の役割を十分果たしているとはいえな

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。

いこと。
③投資信託、投資法人の資産規模によっては、届出費用の
負担によるパフォーマンスへの影響も無視できない場合があ

一次回答は証取法の公募にかかる届出と性格が違 ること。
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投資信託
及び投資
法人に関
する法律
第２６条、
第５８条、
第６９条、
第２２０条

投資信託、外国投資信託、投資法人及
び外国投資証券は、投資信託契約締
結時またはその募集の取り扱い等が行
われる場合等においては、あらかじめ
届出が義務付けられている。

c Ⅰ 

証券取引法による開示規制については、有価証券
の発行者が投資家の投資判断に資する情報として
当該投資信託にかかる情報を投資者に提供する制
度であり、その対象は公募を行ったものであるのに
対し、投資信託契約に係る投資信託約款について
は、監督上必要であることから設定される投資信託
全てについて届出を義務付けており、これを廃止す
ることは適当でない。（ なお、「外国投資信託」「外国
投資証券」については、一定の条件を付した上で外
国発行者による事前届出義務等の規制を緩和する
ことが可能となるよう、所要の措置を講ずるところで

ある。）

う、という理由のみで投信法上届出が必要とされる
のみで、負担軽減に対する考慮がない。証取法上の
届出との二重負担は廃止願いたい。なお、私募投信
の場合は証取法上の届出は免除されるものの、届
出義務により、「受益証券の募集の取扱い等が行な
われる場合においては、あらかじめ」（外国投信に関
して投信法５８ 条１ 項）信託約款等を付して金融庁に
届出することを求めている（国内投信に関してほぼ同
様の規定として２６ 条１ 項）。私募の場合、信託約款
の作成は需要調査のために発行直前まで少数特定
の投資家との協議が行われる関係で発行直前まで
内容が固まらないことが多く、時間的制約が課されて
いる。私募に関しては適宜の柔軟な商品設計が尊重

日本証券業協会証
券評議会

4 A 
投信法上の募集の取扱い等に係

る届出の廃止

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」）上、
投資信託の受益権、投資証券または投資法人債券（外国
投資信託の受益証券、外国投資証券も含む。以下、総称し
て「投資信託等」という）の募集の取扱い等が行われる場合
（国内投資信託については、投資信託契約締結が行われ
る場合、国内の投資法人についてはその設立の際）には、
あらかじめ届出が義務付けられている（同法第２６ 条、第５

８条、第６９条、第２２０条） 。
投資信託等についても、証券取引法上の開示規制に一本
化し、投信法上の届出義務を廃止していただきたい。

④流通市場にある投資信託等の場合には、迅速な取引実行
が望まれるが、投信法上は発行市場と同様の届出義務が課
せられているので、実務上取引の障害となっていること。
上記に加え、特に、外国ETF や外国REIT については、外国株
式と同様に証券会社がその売買、売買の媒介、取次ぎまた
は代理を行っているが、外国のETF や外国のREIT について
投信法上の届出がなされていない場合には、届出の内容は
開示されていないため、証券会社が外国ETF ・外国REIT 等の
注文を顧客より受けるに際して、当該銘柄についての届出の

有無を簡便に確認する方法がない。
一方で、MSC Iインデックス等の指数には、かなりの数の外国
REIT が組み入れられており、これらの指数をベンチマークと
して運用している年金、投信などの機関投資家はそのような
銘柄に投資する必要性があるが、上記理由により証券会社

する法律　第２６ 条、 金融庁

されるべきであり、その点で上記の届出制度はこれ は当該注文をそのままでは受託できず、発注者および証券

を阻害する要因であることから、私募投信に関して届
出を廃止希望する一つの理由にもなっている。

会社双方で、バスケット注文に含まれた銘柄を精査し、外国
REIT とみられる銘柄をバスケットから除くか、発注者自身が
バスケットごと海外証券業者への発注を直接行うなどの措置
をとっており、顧客および証券会社にとって実務上の負担が
大きいものとなっている。また、誤って証券会社が投信法上
の届出がない外国ETF や外国REIT 取引を媒介等した場合、
当該取引について関知していない発行者が法令に違反した
こととなるが、発行者はその違反を自ら把握できない状況と

なっている。

少人数向け勧誘（プライマリー・セカンダリーとも）の方法によ
り勧誘される投信等は、転売制限等が付され、限られた投資

5033 5033005 z07031 金融庁

投資信託
及び投資
法人に関
する法律
第３３条

受益証券が適格機関投資家私募により
募集されている場合には、投資信託約
款をもって運用報告書を交付しない旨

定めることができる。

c Ⅰ 

適格機関投資家私募により受益証券の取得の申し
込みの勧誘が行われている場合には、運用報告の
方法は相対の交渉に任せても投資保護上支障は生
じないため、投資信託約款をもって運用報告書を交
付しない旨定めることができることとしており、これを
少人数向け勧誘に広げることは適当でない。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

日本証券業協会証
券評議会

5 A 
投信法上の投資信託に関する運

用報告書の廃止

投信法上、原則として投資信託財産について運用報告書
の作成と受益者への交付が求められている（同法第３３ 
条、５９ 条等）。ただし、適格機関投資家私募の方法により
受益証券の取得の申込の勧誘が行われたものであって投
資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めて
いる場合、等には、運用報告書の作成交付義務が免除さ

れている（同法第３３ 条第１項但書）。
少人数向け勧誘（プライマリー・セカンダリーとも）の方法に
より勧誘される場合には、適格機関投資家私募の場合（同
法第３３ 条第１項第１号）と同様、投資信託約款において運
用報告書を交付しない旨を定めている場合には、運用報告

書の作成交付義務を免除していただきたい。

家を対象とするものであり、それらの投資家が投信法上の運
用報告書の作成交付がなされないことを理解しており、か
つ、運用報告書の作成交付がなされないことが投資信託約
款に明記されていれば、適格機関投資家私募の場合と同様
に、運用報告書の作成・交付義務を免除しても、投資家保護

に欠けることはないと思われる。
特に、外国投資信託の場合は、その設立国の法令・実務に
従った運用に関する報告書の作成が行われており、機関投
資家はそれをもとに運用の管理を行っている。また、投信法
上の運用報告書は、海外での運用に関する報告書の完成
後、それを基に作成されるので、監査基準日からかなりの日
数を経過したものが投資家に配布されているのが実情であ
り、投資家の運用管理に資する資料とは言い難い。その反

資法人に関する法律 金融庁

面、作成の時間と費用が外国投資信託の関係者の負担と
なっている。

証券取引法施行令第１条の４第２項では、取得の申込の
勧誘を行う場合の人数の計算から、２５０ 名以下の適格機
関投資家を除外することができる旨定めている。また、所

証券取引 定の内容を記載した譲渡に係る契約を締結することを取得
法施行令 の条件として申込の勧誘を行うことが求められている。 国内投資家に有価証券を販売する際に売買契約書等を締

第１条の４ 有価証券の募集に該当するか否かの また、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府 結しない場合が圧倒的に多いこと、一般に私募ないしは海外

5033 5033006 z07032 金融庁

第２項、証
券取引法
第二条に
規定する
定義に関
する内閣
府令第３
条の２第８

判定に当たり、①勧誘する適格機関投
資家の数が二百五十名以下であり、② 
適格機関投資家に対し、取得した当該
有価証券を適格機関投資家以外の者
に譲渡しない旨等を定めた譲渡契約を
締結することを取得の条件として勧誘を
行う場合には、当該勧誘のすべての相
手方の数から当該勧誘に係る適格機

b  Ⅱ  、Ⅲ  

勧誘の人数の計算から適格機関投資家を除く場合
の規制については、適格機関投資家以外の者への
譲渡禁止の実効性が失われることないよう十分慎重

に検討する必要がある。

検討のスケジュールにつき、具体的に示されたい。
日本証券業協会証
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適格機関投資家流通限定少人数
私募の要件の緩和

令第３条の２第８項では、有価証券に転売制限が記載され
ていない場合には、有価証券に転売制限が付されているこ
とが明白となる名称を付すことが求められている。

少人数私募における適格機関投資家向け勧誘の場合にお
いては、所定の内容を記載した譲渡に係る契約を締結する
ことを条件とすることなく、適格機関投資家向け勧誘（同府
令第５条第２項第１号）、少人数向け勧誘（同府令第7条第
3項第１号）の場合と同様、転売制限を有価証券の条件と
し、かつ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証

発行証券の少人数向け勧誘の要件として契約の締結が求め
られていないこと、等の理由により、譲渡に係る契約の締結
について投資家の理解を得ることが困難なケースが多く、少
人数私募における適格機関投資家向けの勧誘の多大な障

害となっている。
グローバル･オファリングの目的で発行される有価証券等に
おいて、わが国での勧誘のためにのみ有価証券に転売制限
が付されていることが明白となる名称を付すことは、発行体
や海外のアレンジャーの理解を得ることが困難である。近

条に規定する定義に 金融庁

項、第５条 関投資家の数を除くこととしている。 券の内容を説明した書面において、当該有価証券に転売 年、適格機関投資家向け勧誘においても同様の名称の要件
第２項第１ 制限が付されている旨の記載がされていることで足りるよ が廃止されている。

号 う、条件を緩和していただきたい。
また、適格機関投資家向け勧誘の場合（同府令第５条第２
項第１号）と平仄を合せて、名称の要件を廃止していただき

たい。
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要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。

信託受益権の流通市場における売却が、「業」に該
当するか否かの混乱が続いており、解釈を明確化す
ることに意味はあるもの。上記回答（信託受益権の
売却者が「業」として売却する場合には、購入者が信

信託受益権の流通市場では、投資家が信託受益権販売業者に信託受益権を売却するに際

して、2つの見解が対立している。

１ ）信託受益権販売業に該当する可能性ありとの考え方

5033 5033007 z07033 金融庁 信託業法
信託受益権販売業者は、内閣総理大
臣の登録を受けた者でなければ、営む

ことはできない。
c Ⅰ 

信託業法では、信託受益権販売業者について、購入
者たる投資家保護を図る観点から、適格機関投資家
等、個人投資家の区別なく登録制とし、不適格者を
排除するとともに、業者に対して一定の行為規制等
を課しているところ。したがって、信託受益権販売業
者が購入者である場合であっても、信託受益権の取
引の安全を確保するため、信託受益権の販売等を
業とする者にあっては登録が必要と考えられ、登録
不要とすることは措置困難。なお、信託受益権販売
業者が購入者である場合については、一定の要件
のもと、信託受益権の内容の説明義務や信託受益
権売買契約締結時の書面交付義務の免除を定め、
信託受益権販売業者の負担の軽減を図っているとこ
ろ。また、監督指針10-2-1（2）前段（右記②）につい
ては、信託受益権の販売について契約書等に明示さ
れた一連の行為としてとらえると、オリジネーターか
ら譲渡を受けた信託受益権販売業者が信託業法の
規制のもと顧客に販売するものであることから、当該
オリジネーター自体は販売を行わないものとして登

録を要しないこととしているもの。

託受益権販売業者でも登録が必要）に大きな違和感
はない。問題は、信託受益権の売却者が、「業」とし
て売却しているか否かであり、「業」の解釈、とりわけ

「公衆性」の解釈と考えている。
金融商品取引法の「業」は、営利性を要件とせずに
規制範囲が広がっているが、現行の信託業法又は
証券取引法のいずれの「業」の解釈に寄せられるの
かが問題になると思われるため、ここで「業」の解釈
を明確にしたい。信託受益権販売業における金融庁
のパブリックコメントでセーフハーバーが設けられて
いない現在の状況を敷衍すれば、証券取引法で
「業」と整理されていない投資家としての有価証券の
売買も「業」に該当することを懸念する事態が生じか
ねない。また、デリバティブ取引でも「業」の解釈を
巡って、議論が噴出することを念頭におけば、信託
受益権販売業における「業」の解釈を明確化しておく
ことは、今後の議論に資する。つまり、信託受益権販
売業者（金商法施行後は、金融商品取引業者）を相
手方とする場合に、原則として「業」に該当しないこと
を明確化しておくことは、今後の金融商品取引法の
カバーする領域を明らかにすることに繋がるものであ

日本証券業協会証
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7 A 
信託受益権販売業の規制の適用

範囲の明確化

信託受益権販売業とは、信託の受益権の販売又はその代
理若しくは媒介を行う営業をいう（法2条10項）。

信託受益権販売業は、内閣総理大臣の登録を受けた者で
なければ営むことができない（法86条）。この点、①売主
が、勧誘、契約締結等の販売に関する対外的行為の一切
を信託受益権販売業者に委託する、②オリジネーターが販
売業者に販売委託又は当該受益権を引当に実質的な受
益者を募ることを目的とする特定目的会社に売却する場合
には、信託受益権販売業者の登録を要しないことが明確に

されている（監督指針10－2-1）。
この点、「投資家がポートフォリオ運営の一環として保有す
る信託受益権を信託受益権販売業者に売却する場合」、
「営業」に該当するか否かにつき、「定義に該当するか個別
に判断される」（12/27 p1 6段目）と示されていることより、
投資家が信託受益権販売業者に信託受益権を売却する
際に、どのような手続きを踏むべきか、実務では、混乱が

生じている。
投資家が保有する信託受益権を信託受益権販売業者の
みに売却する場合、信託受益権販売業の登録が不要であ

る旨を明確にしていただきたい。

「営業」の定義の個別判断に際しては、証券取引法の「営業」の定義である「営利目的があ

り、反復継続性のある行為で、対公衆性の認められる行為であり、単に自己のポートフォリ

オの改善の為に行う投資目的での売買等は、利益を目的としていて、頻繁に行っていても、

証券業には当たらない。」(河本p33）といったセーフハーバールールの適用の可否が不透明

（12/28 p12　8段目）であることより、投資家は、保守的に、監督指針に沿い信託受益権販

売業者と「販売委託契約」を締結して自己のポートフォリオのために売却を行うべきと考え

る。

２ ）信託受益権販売業に該当しないとの考え方

①保有者から信託受益権販売業者への販売委託の形式は問われず（12/28 p10　7段目）、

信託受益権販売業者に買い取らせ、販売行為を行わなければ、信託受益権販売業者への

譲渡は、「販売行為に該当しない」（12/28 p11　 6段目）とされていることより、｢販売委託契

約｣ではなく、売買契約でも「信託受益権販売業」に該当しない可能性がある。更に、②「信

託受益権販売業者として認められているのも、顧客に説明を行っているから」（中山細川

（財）p200）とされていることを考えると、信託受益権販売業者にのみ売付けの申込をする場

合は、「信託受益権販売業」に該当しない可能性がある。つまり、投資家が、信託受益権販

売業者に買い取らせ、信託受益権販売業者以外への売却活動を行わなければ、信託受益

権販売業者には該当しないと考える。

当該考え方は、③銀行法における「営業」の定義、「営利の目的を以って同種の行為を組織

的・集団的に反復継続して行うことであり、行為の相手方は具体的に特定の者ではなく、不

特定多数でなければならない。」（小山p63）や前述の証券業の「営業」の解釈とも平仄が合

うものと考える。

両見解の是非を論ずる前提として、そもそも、「信託受益権販売等についてはその公正を確

保することが目的であり、信託受益権の流通を促進とすることは目的とされていない」（高橋

p41）という立法者意思は考慮に入れる必要がある。しかし、立法者意思と異なり、証券化市

場における信託受益権の実務では、同法施行後も信託受益権の利用の減少の気配がうか

がえない（日本銀行　証券化市場の動向調査等）。これは、企業会計における金融商品会

信託業法上の信託受益権を区別して集計していない。発行市場の拡大は、流通市場の拡大を

服すべき（高橋ｐ230）であり、今後の検討が望まれるが、信託受益権販売業に該当するか否か

大手金融機関が、個人の信託受益権販売業者に信託受益権を販売するような場合、個人の

があり、実務でも求めることが通例であること留意が必要である。つまり、信託受益権販売業者

、情報入手を行う必要がある（12/27　ｐ8 　8段目）とされているように、売主の投資家から信託

して投資家が信託受益権販売業者のみに売却活動を行う場合には、信託受益権販売業に該

信託業法第2条、第
86 

監督指針　10-2-1
金融庁

る｡ の観点から信託受益権のリスク等の説明義務や不当勧誘の禁止等のルールを課すことが適当

『業の定義が、「反復継続性」「対公衆性」に求めら
れ、事業法人等の投資目的の有価証券の売買は、
「業」に該当しないこととされている』〔三國谷〕ことを
考えると、「対公衆性」がない場合には、「業」に該当
しないと整理することが望ましい。証券取引法の対

現行の事故確認申請制度における確認申請不要の取扱 実務においては、「未確認売買」等に該当するか否かについ

5033 5033009 z07034 金融庁

証券取引
法第42条
の２第3
項、証券
会社の行
為規制等
に関する
内閣府令
第6条第1
項第6号

証券会社の役職員の「未確認売買」及
び「誤認勧誘」につき、損失補てんの禁
止の適用除外を受けようとする場合、
当該証券会社はあらかじめ、確認を受
けることが必要とされている。

c  Ⅲ  

損失補てん禁止規定の実効性を確保するためには、
「事故であることが明らか」である旨が客観的に証明
される場合を除き、当局の確認手続が必要であり、

措置困難。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討し、見解を示されたい。

金融庁の回答に『損失補てん禁止規定の実効性を
確保するためには、「事故であることが明らか」であ
る旨が客観的に証明される場合を除き、当局の確認
手続が必要』とあるが、「未確認売買」（行為規制府
令第５条第一号）及び「誤認勧誘」（同第二号）の類
型に該当する事故についても、「事務処理ミス」及び
「システム障害」と同様に、「事故であることが明ら
か」である旨を客観的に証明することは可能と考えら
れることから、証券会社の役職員の故意によらない
場合に限り確認申請不要の取扱いを認めていただき

たい。

日本証券業協会証
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9 A 事故確認申請不要対象の拡大

いは、補てんの対象金額（１日の取引において顧客に生じ
た損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供
する財産上の利益の額）が１０ 万円以下の場合のほかは、
「事務処理ミス」（行為規制府令第５条第三号）及び「システ
ム障害」（同第四号）の類型に該当する事故に限り認めら
れている。そして、これらの類型に関しては、「法定帳簿又
は顧客の注文内容の記録により事故であることが明らかで
ある場合」（即ち、証拠が存在する場合）には、事後報告に
よることとされており（行為規制府令第６条第１項第六号、
同第２項）、更には従来の運用では、受渡日前に訂正売
買、反対売買等の処理が行われた場合は、確認申請、事

後報告とも不要とされてきた。
証券会社の役職員の故意によらない場合に限り、「未確認
売買」（行為規制府令第５条第一号）及び「誤認勧誘」（同
第二号）の類型に該当する事故についても、「事務処理ミ
ス」及び「システム障害」と同様に、「事故であることが明ら

ては、微妙なケースもあり、その判断に際しては協会への相
談や社内の協議などを経ることとなる結果、対応に相当の時
間を要し、顧客に迷惑をかけることが度々発生する。この点
を改善する上では、「未確認売買」等の類型についても「事務
処理ミス」等と同様の確認申請不要の取扱いを認めていただ

くことが是非とも必要であると考える。
行為の不当性という観点からも、「未確認売買」等であっても
証券会社の役職員の故意によらないもの（過失に基づくも
の）であれば、「事務処理ミス」及び「システム障害」の場合と
差異はあまりないと言える。このことは、現行制度上、事故等
の発生にかかる内閣総理大臣への届出については、過失に
よる場合であれば「事務処理ミス」及び「システム障害」のみ
ならず、「未確認売買」及び「誤認勧誘」であっても届出の対
象から除外されている（証券会社府令第４６ 条第１項第八号
括弧書き）こととも整合する。従って、「未確認売買」及び「誤
認勧誘」のうち役職員の故意によらないものについて「事務

行為規制府令第６
条第１項第六号
証券会社府令第４
６ 条第１項第八号
括弧書き

金融庁

か」である場合には対象金額に関わらず確認申請不要の 処理ミス」及び「システム障害」と同様に取り扱うことは合理
取扱いを認めていただきたい。 的であると考える。

5033 5033010 z07035 金融庁

店頭売買
有価証券
市場等に
関する内
閣府令（平
成四年六
月二十六
日大蔵省
令第四十
四号）第３
条（別表第
一）

「上場株券
等の取引
所有価証
券市場外
での売買
等に関す
る規則」
（公正慣習
規則第５
号）第７条
第２項

店頭売買有価証券市場等に関する内
閣府令（以下、府令）第５条において協
会は、協会員の自己の計算において行
う上場株券等の取引所有価証券市場
外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは
代理を行う上場株券等の取引所有価証
券市場外での売買が成立した場合に、
１ 有価証券の種類及び銘柄、２ 売買成
立価格及び数量、３ 売買成立日時につ
いて協会員に通知し、公表しなくてはな
らないと定められている。また、「上場
株券等の取引所有価証券市場外での
売買等に関する規則」（公正慣習規則
第5号、以下、規則）第１０ 条第２項にお
いて、協会は１ 銘柄名、２ 売買価格、３ 
売買数量、４ 売買成立日時、５ その他
本協会が必要と認める事項をすみやか
に会員に通知するとともに公表すると

定められている。
一方、府令第３条において協会員は、１ 
有価証券の種類及び銘柄、２ 売買成立
価格及び数量、３ 売買成立日時、４ 当
該売買につき基準となる価格を公表す
る取引所有価証券市場及びその基準
価格を、また、「上場株券等の取引所有
価証券市場外での売買等に関する規
則」（公正慣習規則第5号、以下、規則）
第７条第２項において協会員は、売買
成立後５分以内に、１ 銘柄名、２ 売買価
格、３ 売買数量、４ 売買成立日時、５ 売
り又は買いの別、６ 自己又は委託の

C  Ⅱ  

①基準価格の報告は、価格の制限が撤廃された後
においても、不正につながる取引に対する抑止効果
や監視としての目的があり、報告事項と公表事項を
同一とする事は困難。②売買取引には売り方、買い
方がおり、報告もれ等の防止の役割もあることから、
一方のみの報告とすることは困難。③現行の規制に
基づき適切に運用していただく問題であり、報告義

務に関する具体的例示をする事は困難。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

日本証券業協会証
券評議会

10 A 
5分間報告に関する報告義務の適

正化

店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令（以下、府令）
第５条において協会は、協会員の自己の計算において行う
上場株券等の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券
市場外での売買が成立した場合に、１有価証券の種類及
び銘柄、２売買成立価格及び数量、３売買成立日時につい
て協会員に通知し、公表しなくてはならないと定められてい
る。また、「上場株券等の取引所有価証券市場外での売買
等に関する規則」（公正慣習規則第5号、以下、規則）第１０ 
条第２項において、協会は１ 銘柄名、２ 売買価格、３ 売買
数量、４ 売買成立日時、５ その他本協会が必要と認める
事項をすみやかに会員に通知するとともに公表すると定め

られている。
一方、府令第３条において協会員は、１有価証券の種類及
び銘柄、２売買成立価格及び数量、３売買成立日時、４当
該売買につき基準となる価格を公表する取引所有価証券
市場及びその基準価格を、また、「上場株券等の取引所有
価証券市場外での売買等に関する規則」（公正慣習規則
第5号、以下、規則）第７条第２項において協会員は、売買
成立後５分以内に、１銘柄名、２売買価格、３売買数量、４
売買成立日時、５売り又は買いの別、６自己又は委託の
別、７取引所外売買に係る基準となる価格を公表する証券
取引所の名称及びその価格、８売買の相手方、９その他本
協会が必要と認める事項を報告しなければならないと定め

られている。
報告事項を公表事項と同一の事項で足りるというルールに

改めていただきたい。
また、同時に時にあいまいになりがちな、会員が行う海外
顧客との取引所外取引の媒介に関しても報告の義務並び
にその義務の対象となる範囲を媒介の形式を具体的に例
示する等の周知徹底を行ない、当該報告を再度徹底する

等の措置が必要であると思われる。

規則第７条第２項に基づき、証券会社は、取引所売買が成
立したときは、売買成立後５分以内に日本証券業協会宛報
告を行うことになっている。売買成立後５分以内と短時間で
の報告が義務づけられる理由は、府令第５条、及び規則第１
０ 条第２項から日本証券業協会が、取引所外売買の取引条
件を速やかに協会員に通知することにより、売買価格等を知
らしめ、もって公正な価格形成等に資することを目的としてい
ると考えられる。この目的に関しては最良執行義務の観点か
らも極めて有益であることはいうまでもないと考えられる。
しかしながら、平成１７ 年４ 月１ 日に最良執行義務が課された
ことに伴い、価格規制が廃止されたこと、及び取引所外売買
の取引数量が膨らんでいることから、平成１０ 年に定められ
た９ 項目の報告事項に関しては、現状の規則の観点からは
重要性の低い事項もある（例えば、当該売買につき基準とな
る価格を公表する取引所有価証券市場及びその基準価格
に関しては、価格規制廃止後には意味のない事項であると
考える。）。最良執行義務の観点から、協会員ができるだけ
迅速に正確な報告及び通知を行なうことに資するために、府
令第３条及び規則第７条第２項に定める報告事項を、府令第
５ 条及び規則第１０ 条第２項に定める公表事項と同一の事項

で足りるというルールに改めていただきたい。
その際にダブルカウントによる売買情報の誤認を避けるため
に、会員間の売買、媒介取引に関しては、売手側、若しくは
買手側の一方のみに報告を義務づける等の施策はどうであ

ろうか。
それと同時に、当該報告義務の対象となる媒介の形式（特
に、時にあいまいになりがちな海外顧客の取引に係るもの）
を具体的に例示する等の措置を取り、当該報告義務に関し
て再度周知徹底を行うことが必要であると考えられる。
重要ではない報告事項の省略及び海外顧客取引に関する
報告の徹底により、正確な取引情報の市場参加者への周知
が行われ、結果として公正な価格形成に資することになると

考える。

店頭売買有価証券
市場等に関する内
閣府令（平成四年
六月二十六日大蔵
省令第四十四号）
第３条（別表第一）
「上場株券等の取
引所有価証券市場
外での売買等に関
する規則」（公正慣
習規則第５号）第７

条第２項

金融庁

別、７ 取引所外売買に係る基準となる
価格を公表する証券取引所の名称及

①信託契約代理業の担い手として現在保険会社の
扱う商品の構成から勘案しても親近性・補完性があ
り、また他業リスクの制限についても代理代行の認
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①保険業
法第98条
第1項第1
号

同法施行
規則第51
条

②保険業
法第98条
第１項第１
号、第99
条

同法施行
規則第51
条

①保険会社は、付随業務として他の保
険会社等その他金融業を行う者の業務
代理等を行うことができることとされて
おり、その具体的内容は保険業法施行
規則第51条に規定されている。

②保険会社の業務範囲は、保険の引
受け等の固有業務（保険業法第97条）
のほか、法第98条第1項各号に掲げる
業務その他の付随業務（第98条）、第
99条に規定する業務及び他の法律によ
り行う業務とされている。付随業務およ
び法定他業として、要望に係る業務は

認められていない。

b  Ⅲ  

①規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示
されたスケジュールに従い、本年度に結論を得べく

検討を行っている。
②「保険会社による銀行代理店事務支援業務の解
禁」および「保険会社本体・子会社による証券仲介業
者支援業務の解禁」について規制改革・民間開放推
進３ヵ年計画（再改定）に示されたスケジュールに合

わせ、本年度に検討を行う。

可の必要なことや、信託業者からの十分なチェック機
能が働くことから、保険会社のみに信託契約代理業
務が解禁されないのは、明確な理由が存在するとは
いえない。早期の実現に向けて結論時期をお示しい

ただきたい。
②保険会社は多様な業種の代理店と委託契約を結
んでおり、こうした既存の代理店網を信託契約代理
店として活用することは、消費者利便の向上となる信
託ｻｰﾋﾞｽ のアクセス拠点拡大という政策目的に合致
するものである。さらに保険会社が、信託契約代理
店の事務支援を行うことは、保険会社と保険代理店
を結ぶ情報連絡ﾈｯﾄﾜｰｸ の有効活用によりその効率
性が高まり顧客のニーズにあったサービス展開が可
能となる。例えば資格試験の手配・教材配布等はリ
スクも低く、反面きめ細かい対応が求められる。これ
は多くの店舗網をもつ保険会社ならではの支援業務

（社）日本損害保険
協会

1 A 
保険会社による信託契約代理業

等

①保険会社による信託契約代理業務を認めていただきた
い。

②信託契約代理店を兼営する保険代理店を対象として、
信託契約代理業の事務支援を行うことを認めていただきた

い。

①保険商品に関連する信託業サービスを提供できるこ
とにより、顧客利便性の向上が図られる。また保険会社
の営業拠点は全国的に展開されていることから、高品
質な金融サービスの均質的な提供が可能となる。
②信託銀行等が保険代理店に対し信託契約代理店を
委託する場合、既に保険代理店とその所属損害保険会
社との間にある情報連絡ネットワークを利用して研修教
材を送付する等、信託契約代理業務に係る連絡等を行

うことが可能となり効率的である。

・保険会社に認められている業務には年金信託や遺言信託
等、信託業との親近性･補完性があり、保険会社による信託
契約代理業の兼営が可能になれば、顧客に対する幅広い

サービスの提供に資する。
・監督上の問題については、第一に他の金融機関の代理代
行を行うに当たりご当局の認可が必要であること、第二に免
許事業者である信託業者からの委託・監督を常時受けること
から、十分なチェック機能が働くものと考えられる。また他業
リスクの混入についても、代理業として行う限り考慮する必要

性は低い。
・信託業務に対する幅広い参入を意図した今般の信託業法
改正の趣旨に鑑みると、保険会社にのみこれを認めない明

確な理由は存在しないと言うべきである。

保険業法99条また
は98条1項1号
同法施行規則51条

金融庁

であり、幅広い信託契約代理業の参入を促進するも
のである。こうした観点も踏まえた結論時期をお示し

いただきたい。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）
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保険業法
第106条第
１ 項第12
号・第２項
第２号
同法施行
規則第56
条の２第２
項第８号・
第９号

保険会社の子会社が行うことのできる
業務に、いわゆるロスコントロール・ロ
スプリベンションに関する助言等を行う
業務または健康、福祉又は医療に関す
る助言等を行う業務に関連して、機器
等の販売、リース等の取次ぎを行うこと

は認められていない。

ｃ －

ご要望が現物に係るものであり、保険会社の子会社
として不適切なリスクを負うこととなる可能性がある
ことに鑑みると、ご要望に対応することは困難であ

る。

コンサルティングや役務提供等において必要となる
一定の用品等を、当該業務と併せて提供することに
ついて、保険会社の子会社として不適切なリスクを
負う可能性があることを理由に措置困難とのご見解
であるが、販売の取次ぎについては販売そのものに
比べ必ずしもリスクが大きいとは言えないほか、例え
ば用品メーカーとの間の契約において責任範囲を限
定することやリスク低減に必要な賠償責任保険を付
保する等を含めた、いわゆるリスク管理を前提に、こ
れらの業務拡大を認めることが可能と考える。この

点について見解を示されたい。

（社）日本損害保険
協会

2 A 
子会社対象会社の業務範囲の拡

大

　保険会社の子会社が行うリスクコンサルティング業務や、
身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務、あ
るいは、健康、福祉又は医療に助言を行う業務を行う上で
利用者が必要となる用品・機器等のレンタル、リース、販売
の取次ぎを利用者のために行うことを認めていただきた

い。

　左記の通り

　近時、従来以上に顧客のニーズが高まってきているリスク
対策に関するコンサルティング（ロスコントロール・ロスプリベ
ンション業務）や、健康や医療等に関する助言を行う業務、あ
るいは福祉に関する役務の提供等を保険会社の子会社では
行っているが、これらの業務・サービスを顧客のニーズに適
切に沿った形で実施する場合に一定の関連機器、用品等の
提供が必要となることがある。こうしたサービスの提供や業
務の実施の一環として必要となる用品・機器等のレンタル、
リース、販売の取次ぎは、利用者利便の向上・サービスの質
の向上の観点から合理的であり、望ましいと考える。

保険業法第106条
第2項第2号

保険業法施行規則
第56条の2第2項第
8号および第9号

金融庁

保険会社等その他金融業を行う者の代理代行（内閣
府令で定めるものに限る。）の認可にあたっては、① 
認可申請者である保険会社が当該代理代行を的
確、公正かつ効率的に遂行することができると認め

同一グループに属していることをもって審査が不要と
はならないとのご見解であるが、グループ会社間に
おいてはグループ全体としてのガバナンスやリスク
管理によって、いわば相互の会社が有する能力を逸

・グループ会社間においては、資本政策および各社間のリス
ク管理等を持株会社において一元管理しているケースが多
い。また、生保・損保の兼営が禁止されている現状におい
て、経営資源の有効活用・顧客に対するトータルの保障の提

5034 5034003 z07038 金融庁

保険業法
第98条第
１ 項第１
号・第２項

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等（内閣府令で定めるものに限る。） 
を行うことができるが、その際内閣総理
大臣の認可を要することとされている。

c －

られるかどうか、②当該代理代行が保険会社相互の
公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないもので
あるかどうか、③相手方である他の保険会社の業務
の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすお
それのないものであるかどうか、を審査する（金融業
を行う者の代理代行にあっては、①のみを審査する） 
こととされているところ、認可申請者である保険会社
とその相手方である他の保険会社等その他金融業
を行う者とが同一のグループに属しているという理由

脱するような代理代行がなされることは想定しにくい
等、一定の効果も見込まれることから、認可という強
い規制から届出規制とすることは可能ではないかと

考える。
また、要望にも記載した通り、本規制の緩和によって
保険会社の経営資源の有効活用と顧客利便性の向
上を図ることが可能となるため、規制の目的の実現
については事後的な監督によって代替し、認可手続
きの簡素化（届出手続きとする。）を行うこと（届出手

（社）日本損害保険
協会

3 A 
「保険会社の業務の代理、事務の
代行」の届出制への移行

　グループ会社間であれば、業務の代理・事務の代行を、
認可制から届出制としていただきたい。

　保険会社の経営資源の有効活用および顧客利便性
の向上に向けて、積極的かつタイムリーな代理・代行の

活用を図ることが出来る。

供等を行うためには、代理・代行を活用することが有効な手
段であるが、認可折衝から認可申請・認可取得まで時間を要
することが多い。（認可申請から認可取得まで、当局の審査
期間は、保険業法施行規則２４６条により６０日と定められて

いる。）
・代理・代行を認可制から届出制に移行することにより、保険
会社において、積極的な制度活用がはかれるとともに、実施
の体制が整い次第、ビジネスチャンスを逸することなく即応す

ることが可能となる。

保険業法９８ 条第２
項、同施行規則５１ 

条の２
金融庁

でこれらの審査が不要になるものではない。 続きとすること） について改めて検討いただきたい。

・保険会社のリスク管理は基本的には個社の自己責任で行
うものであり、今日的に、事前の比率規制は適当ではないと

考える。

5034 5034005 z07039 金融庁
保険業法
第97条の
２第１項

保険会社の資産運用については、法律
上、内閣府令で定める資産は内閣府令
で定めるところにより計算した額を超え
て運用してはならないものとされてお
り、具体的には、国内株式や外貨建資
産の保有は総資産の30％以内、不動

c －
本件規制は保険会社の健全性の確保のために設け
られているものであり、その見直しには慎重な検討

が必要。

回答では、本件規制は保険会社の健全性の確保の
ために設けられているものであるため、慎重な検討
が必要とされているが、より保険会社の健全性の実
態把握に有効なｿﾙﾍﾞﾝｼｰﾏｰｼﾞﾝ 規制やｵﾌｻｲﾄﾓﾆﾀﾘ 
ﾝｸ ゙の導入・強化といった資産別運用比率規制に代
わる事後監督手法が定着し、その実効性が確保され
てきていることから、本来の規制目的は達成されて
いるのではないかと考える。また、時価会計が定着し
た現在、取得原価での総資産対比での規制は実質

的な意義が薄れていることも事実である。

（社）日本損害保険
協会

5 A 
保険会社による資産別運用比率

規制の撤廃
　保険会社の資産別運用比率規制（いわゆる３－３－２ 規

制）を撤廃していただきたい。

・資産運用の自由度が向上することにより、資産運用パ
フォーマンスの向上が期待される。

・当局への報告等の事務が軽減される。

・また、保険会社の運用手法が多様化するとともに、時価
ベースでの実態把握の必要性が高まっていることを踏まえて
も、現行の規制は時代にそぐわないものとなっている。現行

規制の問題点は以下の通りである。
①取得原価ベースでの規制であり、時価ベースのリスクを反

映していない。
②現物資産のみの規制であり、同様のリスクを持つデリバ

ティブ等は規制の対象となっていない。
③分母が資産（合同資産）であり、リスクバッファー（自己資

本等）との対比になっていない。
・こうした考え方をベースに、過去の政府の規制改革委員会

保険業法第97条の
2第1項

同法施行規則第48
条

金融庁

別紙添付

＜行政改革推進本部規制改革
委員会「規制改革についての見
解（平成12年12月12日）」より＞

産の保有は総資産の20％以内等とされ 加えて、今後、金融改革プログラムに記載されている や金融審議会報告においても、本規制を見直すべきとの方 ＜金融審議会第二部中間報告

ている。 ように、ソルベンシーマージン規制についても見直し
に向けた検討がなされるものと認識している。

こうした諸環境を踏まえ、早期に本運用比率規制の
撤廃に向けた検討を行うことについて、改めて見解

を示されたい。

向性が示され（別紙「報告内容抜粋」参照）、実際に、ソルベ
ンシーマージン比率規制の改定（2001年3月、株式リスクに
関して、簿価×10％から時価×10％へ改定）及びオフサイト
モニタリング制度の導入（2001年9月、株式リスク(VaR ）、保
有株式の状況等の株式関連項目が報告対象とされた）が行

われてきた。

（平成13年6月26日）より＞

・こうしたことから、当方としても当時、当該規制の撤廃に向
けた環境が徐々に整ってきたものと理解していた。

【以下公開否の理由欄に続く】

証券取引等監視委員会は、いわゆる証
券・金融不祥事を契機に、証券行政に
ついて、裁量を排した、より透明な市場
ルールに基づく事後監視型の行政への

5044 5044001 z07040 金融庁

内閣府設
置法

国家行政
組織法

転換と、証券会社等の監督機能と市場
ルールの遵守の監視機能の分離が求
められ、平成4年に発足した経緯があ

る。
証券取引等監視委員会は、合議制の
機関として設置されており、その委員長
及び委員は、独立してその職権を行うこ
と、一定の欠格事由に該当する場合を
除いては、在任中その意に反して罷免
されることがないこと等が金融庁設置
法において定められている。

また、証券取引等監視委員会は、金融
庁設置法上、証券会社の検査等の結
果に基づき、金融庁長官等に対し、行
政処分を求める勧告、必要と認められ
る施策に対する建議を実施できることと
され、金融庁では、これらの勧告や建
議について、証券会社等に対する業務
停止命令等の行政処分、法令の改正

d －

証券取引等監視委員会については、市場の公正性
の確保及び投資者保護の観点から、これまで、課徴
金制度の導入に伴う調査権限の付与、機構・定員の
増強等その強化を進めてきた。また、能力・人材面で
も、裁判官・検事・弁護士といった法曹関係者や公認
会計士、システム専門家などの民間専門家を積極的
に登用しているほか、広く証券市場の最新動向や取
引検査実務に即したノウハウの取得等、様々な専門
研修を日頃より実施し、複雑な取引や手口に対する

検査・調査能力の向上に努めている。
今後も必要な体制整備を図るとともに、人材の厚み
や専門性の深さといったものを充実させていく必要

があると考える。

要望者は以下のような追加意見を提出しているとこ
ろであり、要望者の意見を踏まえ、今一度検討され
たい。 現在進んでいる政策
金融改革により、今まで公益性の高さやリスク評価
の困難性などから政策金融機関が担っていた領域
の一部が民間によって代替されることが決定してお
り、リスクの証券化等において間接金融市場に期待
される役割は大きい。証券化の分野は多岐にわたっ
ており、それが健全に行われるよう監視するには、
様々な分野の専門家の連携が必要になる。それに
は証券化行為の監視を主導するコーディネーター的
な役割が求められ、独立し専門化した機関が望まれ
る。こうした証券化の他にも、我が国の企業が安定し
た資金調達をするために金融市場の果たす役割は
今後ますます大きくなり、「日本版ＳＥＣ 」の設立に
よって監視体制の一層の拡充をはかって欲しい。

井上敬生 1 A 日本版ＳＥＣ の設立

現在の証券取引等監視委員会は金融庁の下におかれそ
の委任を受けて証券市場の監視にあたっており、インサイ
ダー取引などの犯則事件に対する行政処分を求める勧告
や司直への告発、現在の証券規制制度の問題点の建議な

どを行っている。
　しかし、いわゆる8条機関（内閣府設置法第54条に基づく
審議会等）のままでは証券市場に関する規制制定や犯則
事件企業等への行政処分に関する権限は、業者行政をも
担当する金融庁にあることになり、スピーディで実効性があ
り独立した市場監視機能を十分に果たすことができない。
また、いわゆる3条機関（内閣府設置法49条に基づく独立
行政委員会）となることで、ノーアクションレター制度の回答
主体となり、行政処分を求める勧告や司直への告発との整
合性が図られるなど、証券市場を利用する企業の便益にも

かなうことが期待される。
　したがって、市場監視の強化と独立性の向上のため、現
行の証券等監視委員会を改組し、いわゆる3条機関として
「日本版ＳＥＣ 」を設け、市場監視体制を主導させるべきで

ある。

現在の証券取引等監視委員会を改組し、内閣府設置
法第４９ 条の規定に基づいて設立された、証券取引委

員会とする。

ライブドアによる時間外取引でのニッポン放送株大量取得に
て示されたように、わが国の市場制度には「抜け穴」とでもい
うべきものが散見される。こうした「抜け穴」や村上ファンドの
村上氏のような白か黒かのグレーゾーンにおける取引の監
視について、現在の体制下においては金融庁による行政処
分や、警察・検察による捜査にもとめるほかはなく、最終的な
判断は司法の場で行われることになる。しかし、これでは何
よりもスピードが求められる今日の証券市場の現実に即した
ものであるとはいえない。最終的な判断は司法の場で担保す
るにしても、証券監視のプロフェッショナルによる適時的な判
断を求めることができるならば、わが国の証券市場を利用す
るものの利益に資するだろう。ライブドア事件や村上ファンド
事件等により、わが国の証券監視体制について投資家の不
安が広がり株価の低迷が続くなかで、わが国の証券監視体
制のより一層の強化を内外の投資家にアピールするために

も、本要望は有効である。

内閣府設置法
国家行政組織法

金融庁
内閣府

等を行い、対応してきているところであ
り、法令違反等への対応につき、特段

の支障は生じていない。
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要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的なスケジュール等を示されたい。

「『投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められ
るもの』としてどのようなものが考えられるか検討を
行う､ とありますが、前回の規制改革要望時にも同様

5048 5048001 z07041 金融庁

証券取引
法第44条
第3号、第
66条の13
第1号ホ

証券会社又は証券仲介業者が金銭を
貸し付けることを条件として勧誘するこ

とは不可。
b  Ⅲ  

（金融商品取引法第44条の2第1項第1号、第2項第1
号、第66条の14第1号ホに規定する）「投資者の保護
に欠けるおそれが少ないと認められるもの」としてど

のようなものが考えられるか検討を行う。

の回答をいただいたままである為、いつを目処に検
討されるかを明示いただきたい。

また、法律的な論拠は『証券会社又は証券仲介業者
が金銭を貸し付けることを条件として勧誘することは
不可』との建付けですが、立替期間がある為このよう
に解釈されていると思われますが、カード決済は一
般的に普及している決済手段の一つであり、現金に
代わる決済手段と考えれば実質的には貸付ではあ

株式会社ジェーシー
ビー

1 A 
有価証券購入時のクレジットカー

ドによる決済

・昨年１１ 月の規制改革要望に同テーマを申請したがその
回答として、『クレジットカードによる支払は、カード会社か
ら顧客に対する金銭の貸付けと同様の経済効果をもたら
すことから、証券取引法第44条第3号及び第66条の13第1
号ホの規制する「金銭を貸し付けること」に該当するおそれ
が高いと考える。なお、制度面における検討を平成17年度
を目途に行う予定』という回答をいただいているが、その後
の制度面における検討の進捗状況につき確認したい。

顧客が証券を購入する際の窓口（対面販売、ネット販
売、仲介業者経由での販売など） において、決済手段と

してクレジットカードを導入する。

以下の効果が見込まれる為、クレジットカードによる決済を実
現したいと考える。

・クレジットカードによる決済を可能とすることで、消費者とし
ては決済手段の選択肢が広がり利便性が向上すること。
・クレジットカード会社が持つ販売チャネルの活用やクレジッ
トカード特有のポイントサービス等を付随することにより、証

券拡販の一助になること。

証券取引法 金融庁

りません（通常のカード決済は貸金対応対象外）。こ
の実質的な部分に留意の上で、『投資者の保護に欠
けるおそれが少ないと認められるもの』を検討いただ

きたい。
決済手段としてのカード決済を前提とした場合、どの
観点から投資者の保護に欠ける恐れがあると考えら
れているのか、も合わせて明示いただきたい。」

以下の効果が見込まれる為、クレジットカードによる決済を実
現したいと考える。

5048 5048002 z07042 金融庁
外貨両替の精算手段としてクレジット
カード決済を行うことについて、銀行法

上の規制はない。
e 

外貨両替の精算手段としてクレジットカード決済を行
うことについて、銀行法上の規制はない。

-
株式会社ジェーシー

ビー
2 A 

銀行が取扱う外貨両替に関するク
レジットカード決済

銀行が取扱う外貨両替の精算手段としてクレジットカード決
済を導入する

空港等の銀行の外貨両替窓口において顧客が外貨を
購入する際、精算手段としてクレジットカードを導入する

・クレジットカードによる決済を可能とすることで、消費者とし
ては決済手段の選択肢が広がり利便性が向上すること。

以前、当件直接お伺いした際には、カード決済導入の方向感
は同意いただいたが、銀行商品のカード決済に当たる為、影

銀行法 金融庁

響を検討した上で結論を出す、とのコメントをいただいてい
る。その後の検討結果につき、この場を借りてお伺いしたい。

劣後債は優先出資と比較し、通常調達コストは低く、 信用金庫の自己資本充実策としては、普通出資、優先出
支払利子が損金算入されることから、課税上のメリッ 資、劣後ローンの３種類となっているが、このうち劣後ローン

5052 5052001 z07043 金融庁

なし
（信金法上
に定めが
ない。） 

なし
（信金法上に定めがない。） 

b Ⅰ 

協同組織金融機関は、会員からの出資が原則であ
ること、既に外部からの資本調達手段として優先出
資が制度化されていること、及び協同組織であること
から各種政策的支援措置が講じられていることなど
に留意しつつ、そのニーズも踏まえ慎重に検討する

必要がある。

トも得られる。
また、債券発行については、明文の規定がない法人
や個人であっても債券発行は可能であるとする有力
説があり、判例もこれを認めている。商法において社
債発行に関する規定が設けられているのは、社債の
応募者や社債権者の保護が必要であるからであっ
て、債券発行に関する規定が存在しないことをもって
債券発行を認めない趣旨とみるべきではないと解さ

れている。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
1 A 

劣後債の発行
（信用金庫法の規制の緩和）自己資本の充実策として、社

債の一種である劣後債の発行を認める。

劣後債は、資金の出し手との相対交渉によって決まる
劣後ローンに比べて流通性が高く、投資家も投資しや
すい。また、劣後債の発行は、信用金庫の協同組織性
を阻害するものではなく、資本調達力及び資金供給力
をさらに高めるものである。以上により、環境変化に対
応した資金調達手段の多様化の観点から、劣後債の発

行について法整備を図る。

については、資金の出し手である投資家が流通性の点から
投資に難色を示す傾向が高まってきている。

また、現行のＢＩＳ規制のみならず、２００６ 年度末から適用を
予定している新ＢＩＳ規制においては、リスクバッファーとして
の自己資本を起点としたマネジメントが重視される傾向にあ

る。
そこで、協同組織制度の根幹に抵触しない範囲で、資本充
実手段の多様化に向けた環境整備を図る必要がある。
劣後債は、議決権、事業利用権がないため、普通出資会員
に不利益を与えることなく、信用金庫の資本充実を図ること

信金法に社債発行
の規定もしくは会社
法の社債に関する
規定の準用がな

い。

金融庁 継続

これらについて、見解を示すとともに、具体的な検討 ができることから、会員向け金融サービスがより充実できるよ

のスケジュール（結論及び実施時期）を示されたい。 うになる。

5052 5052002 z07044 金融庁

信金法第
16条、第
21条、第
51条、第
52条

会員の脱退（自由脱退）に際し、当該会
員の出資持分を譲り受ける者がいない
場合は、金庫は一時的にその出資金を
譲り受けることができる。譲り受けた持
分は速やかに処分（会員等への譲渡）

しなければならない。

b Ⅰ 

信用金庫における出資持分の消却制度の導入につ
いては、信用金庫の資本維持、協同組織の特性、及
び持分の消却の必要性について、慎重な検討が必

要である。

不要な資本を抱え有効な運用もできなければ、資本
効率が悪くなる。償却は、資本効率を向上させるた
めにも有効な手段であることから、実務的なニーズを
勘案し、具体的な検討のスケジュール（結論及び実

施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
2 A 

普通出資の消却
（信用金庫法の規制の緩和）普通出資の消却制度は、協
同組織の互恵互助の機能をより高めていくものである。

「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置
法」で一部手当てされているが、組織再編成に限らず、
会社法第１７８ 条の趣旨を準用し、普通出資金の消却

ができるよう、信用金庫法に手当てを行う。

信用金庫の資本政策上、普通出資の増強が必要となる場合
には会員に増口を依頼し、その後、資本が充実し余剰となっ
た場合には、それを増口に応じた会員に返却する（消却）こと
は、会員の自益権を害するものではなく、また協同組織の運
営上もありうる選択肢である。また、会員は口数にかかわら
ず一個の自益権を有していることから、余剰資金の範囲内で
かつ健全性が中長期的にも維持できる範囲内で普通出資の
消却が可能となれば、信用金庫の資本政策の選択肢も広が

ることとなる。

信金法第１６ 条、第
２１条、第５１条、第
５２ 条、（参考条文）
会社法第１７８条

金融庁 継続
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剰余金は金銭により会員に還元されるのが基本であ
信金法第 信用金庫等の協同組織の会員・組合員は中小・零細 るが、出資による配当を望む会員については、それ

5052 5052003 z07045 金融庁
57条、（参
考条文）会
社法第450

信用金庫における剰余金の配当は金
銭に限られている。

b Ⅰ 
企業者や個人であり、その剰余金は金銭により会員
に還元されるのが基本であることから、配当を出資
により行い、内部留保することについては、慎重な検

を可能としてもよいのではないか。
全会員を対象とするのではなく、出資による配当を望
む会員にのみ選択を可能とする前提で、改めて見解

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
3 A 

出資による配当の導入
（信用金庫法の規制の緩和）現金配当のほか、出資による

配当も選択できるようにする。
総(代)会の決議で出資による配当を可能とする。

会員自治に基づく総(代)会決議で、現金配当とともに、出資
による配当を選択できるようになれば、会員による自治がよ

り強固なものとなる。

信金法第５７ 条、
（参考条文）会社法
第４５０条

金融庁 継続

条 討が必要と考えられる。 を示すとともに、具体的な検討のスケジュール（結論
及び実施時期）を示されたい。

株式においては、５ 年間剰余金の配当を受領しな

5052 5052004 z07046 金融庁

信金法第
17条、（参
考条文）会
社法第607
条

信用金庫法上、「会員たる資格の喪
失」、「死亡又は解散」、「破産」、「除
名」、「持分の全部の喪失」など、法定
脱退事由は個別に列挙されている。

b Ⅰ 

法定脱退は、法律で定められた一定の事由が発生し
たことにより、会員の意思にかかわりなく法律上当然
に脱退の効果が発生するものであり、その事由の拡
大については、会員の権利保護等の観点からも慎重

に検討する必要がある。

かった場合など、一定の事由に基づき、株式の買取
等が認められている。協同組織金融機関において
も、協同組織性を阻害しない範囲で「行方不明会員」

を法定脱退させることは可能と思われる。
また、所在が不明となってしまった会員が年々増加し
ているにもかかわらず、それらを引き続き会員として
管理しており、その管理費用が増大し続けている状

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
4 A 会員の法定脱退事由の拡大

（信用金庫法の規制の緩和）協同組織の原点である「会員
による自治」を活かした枠組みとする。

会員の法定脱退事由に「定款に定める事由の発生」を
追加する。

信用金庫は、会員による自治に基づいて運営されている協
同組織金融機関である。したがって、総(代)会決議によって
定められる定款に、例えば「行方不明会員」などを法定脱退
事由として定めることは、協同組織の本質と整合性がある。
また、規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）においても
「信用金庫について、協同組織としての性格を踏まえつつ所
在不明会員を法定脱退させるための制度の創設が可能か、

信金法第１７ 条、
（参考条文）会社法
第６０７条

金融庁 継続

況にある。
実務的なニーズを勘案し、具体的な検討のスケ

検討する」とされていることからも、前向きに検討いただきた
い。

ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

5052 5052005 z07047 金融庁

①なし（ 協
同組織金
融機関の
優先出資
に関する
法律上に
定めがな
い。） 
②協同組
織金融機
関の優先
出資に関
する法律
第16条第
５項

①協同組織金融機関が発行する優先
出資については、単元優先出資の制度

が認められていない。
②優先出資の総口数の最高限度は定

款で定めなければならない。
定款の変更は、普通出資総会の決議を

要する。

b Ⅰ 

①単元株と同様の優先出資の制度を協同組織金融
機関に導入することについては、優先出資の分割方
法の多様化の必要性など、実務におけるニーズを十
分に把握した上で、慎重に検討する必要がある。
②分割による優先出資の総口数の最高限度の変更
に係る定款変更について、普通出資者総会の決議
を不要とすることについては、実務におけるニーズを
十分把握したうえで、慎重に検討する必要がある。

①優先出資の分割は、投資家への利益還元策や投
資単位の引下げ策として有効な方法であるが、単元
優先出資制度が認められなければ、分割により大量
の端数が生じることとなり、分割の効果がかなり減殺
されてしまうので、証券市場の活性化の観点から、
単元優先出資制度に関する実務上の必要性は相当

高いものと考えられる。
②分割に係る優先出資の授権枠の増加が分割割合
に応じたものである限り、授権枠の範囲内でしか希
薄化されないという既存の普通出資者および優先出
資者の利益に変更はないため、このような措置を講
ずることとしても普通出資者や優先出資者を害する

ことにならないと考えられる。

実務的なニーズを勘案し、具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
5 A 

協同組織金融機関が発行する優
先出資の分割を円滑に行うため

の法的整備
（優先出資法の規制の緩和）右記同様

①協同組織金融機関が発行する優先出資に係る単元
優先出資制度の創設

②優先出資の分割に係る定款変更について、普通出資
者総会の決議を不要とする（会社法第184条第2項を準

用する）

①協同組織金融機関の発行する優先出資については、単元
株制度に準じた制度がないため、優先出資の分割を実施す

るにつき支障を生ずるおそれがある。

②優先出資の分割に係る定款変更については、分割を円滑
に進める観点から、普通出資者総会の決議を不要とすること
が有効な措置と考えられる。なお、分割に係る優先出資の授
権枠の増加が分割割合に応じたものである限り、授権枠の
範囲内でしか希薄化されないという既存の普通出資者およ
び優先出資者の利益に変更はないため、このような措置を
講ずることとしても普通出資者や優先出資者を害することに

ならない。

協同組織金融機関
の優先出資に関す
る法律、（参考条
文）会社法第１８４ 
条第２項

金融庁 変更

①会社法第２０１条では、公開会社の新株発行に係る取締

5052 5052006 z07048 金融庁

①協同組
織金融機
関の優先
出資に関
する法律
第６条
②なし（ 協
同組織金
融機関の
優先出資
に関する
法律上に
定めがな
い。） 

①協同組織金融機関が優先出資を引
き受ける者の募集をしようとするとき
は、募集優先出資の払込金額等を定め
て行政庁の認可を受けなければならな

い。
②協同組織金融機関が発行する優先
出資については、新優先出資引受権の

発行が認められていない。

b Ⅰ 

①募集優先出資の払込金額等の認可については、
資本充実策という優先出資制度の趣旨を踏まえ、資
本の額を確保するために設けられているものであり、
払込金額の決定方法を定めれば足りることとするこ
とについては、実態やニーズを十分に把握したうえで

慎重に検討を行う。
②株式会社の新株予約権は、会社の資金調達手段
を多様化する等の観点から導入されたものである。
協同組織金融機関の優先出資は、協同組織性を踏
まえつつ普通出資を補完するものとして導入された
制度であることから、新たに優先出資引受権の制度
を導入することは、実務におけるニーズを十分把握

した上で、慎重に検討する必要がある。

①公募増資における発行手続きの期間短縮は、募
集に応じた投資家の価格変動リスクを軽減すること
ができるので、投資者保護の観点から、実務上の必

要性は相当高いものと考えられる。
②新優先出資予約権等の発行を解禁した場合でも、
引き続き優先出資の発行限度規制は維持されるの
で、普通出資を補完する資本調達手段であるという
性質が変容することにはならない。優先出資による
資本調達の手段を多様化することは、協同組織金融
機関の自己資本の充実に資することから、その実現
を図る必要性は相当高いものと考えられる。
実務的なニーズを勘案し、具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
6 A 

協同組織金融機関が発行する優
先出資を活用した円滑な増資を行

うための法的措置
（優先出資法の規制の緩和）右記同様

①市場価格がある優先出資を引き受ける者の募集をす
るときは、株式会社と同様、払込金額の決定方法を定

めれば足りることとする。

②協同組織金融機関が発行する優先出資に関して、株
式会社が発行する新株予約権および新株予約権付社

債に相当する制度を導入する。

役会決議事項および公告・通知事項のうち発行価額につい
ては、市場価格がある株式を公正な価額で発行する場合に
は、具体的な発行価額まで決定･公告等をする必要はなく、
その決定の方法を定めれば足りることとされている。これら
の規定が優先出資の発行にも準用されることとなれば、発行
価額の決定から払込みまでの期間を相当短縮して、その期
間内の価格変動リスクを軽減することができる。現在行われ
ている公募増資の実務では、ブックビルディング方式により
発行価額を決定する旨を定める方法で短縮した発行スケ
ジュールを採用することが一般的になっている。

②株式会社については、従来から新株引受権付社債および
新株予約権の発行が認められている。協同組織金融機関に
ついても、新優先出資予約権および新優先出資予約権付債
券の発行を解禁することにより、資金調達手段の多様化等を

協同組織金融機関
の優先出資に関す

る法律
金融庁 継続

図ることができる。
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資本充実策として優先出資を発行し、その後、資本

5052 5052007 z07049 金融庁

協同組織
金融機関
の優先出
資に関す
る法律第
44条

普通出資一口の金額の減少の決議を
をしたときは、優先出資の額面金額も
同額に減少することとし、優先出資を発
行している協同組織金融機関は額面金
額の切下げの方法によるほか資本の

減少を行うことはできない。

b Ⅰ 

協同組織金融機関の優先出資は、協同組織性を踏
まえつつ普通出資を補完する資本充実策として導入
された制度であることから、優先出資に係る資本の
減少の要件緩和については、慎重に検討する必要

がある。

が充実し余剰となった場合に、当該優先出資の減少
を行うことは、会員の自益権を害するものではなく、
また協同組織の資本政策上もあってしかるべき選択
肢であることから、余剰資金の範囲内でかつ健全性
が中長期的にも維持できる範囲内で優先出資の減
少が可能となれば、信用金庫の資本政策の選択肢

も広がることとなると考えられる。
実務的なニーズを勘案し、具体的な検討のスケ

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
7 A 

協同組織金融機関が発行する優
先出資に係る資本の減少の容認

（優先出資法の規制の緩和)右記同様
優先出資に係る資本の減少を容認する（額面金額の切
下げや口数の減少を伴わない額面超過部分の資本の

減少を認める）。

優先出資に係る資本減少については、普通出資の1口の金
額の減少が行われる場合において優先出資の額面金額を
引き下げる方法によってのみ行いうることとされているが、会
社法と同様に、所定の手続（普通出資者総会の決議および
債権者保護手続)を経たうえで、その資本金の額のうち普通
出資金以外の出資金の額を減少できるようにすれば、信用
金庫にとって資本政策の自由度が高まることが期待される。

協同組織金融機関
の優先出資に関す

る法律
金融庁 新規

ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

保険業法
第300条第

5052 5052008 z07050 金融庁

1項第9号
同法施行
規則第234
条第1項第
2号

平成10年
大蔵省告
示第238号
保険会社
向けの総
合的な監
督指針Ⅱ

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

b  Ⅲ  

信用金庫への適用を除外すべきとされている理由が
明らかでないが、いずれにせよ、構成員契約規制は
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設
けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、規
制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示され
たスケジュールに従い本年度に検討を行う。

構成員契約規制は、顧客ニーズにかかわらず事前
に販売を禁止するものであり、早急に結論等を得る

べきである。
具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）

を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
8 A 

生命保険の構成員契約規制等の
撤廃

（保険業法の規制の撤廃）生命保険の構成員契約規制を
撤廃する。

業務上の地位等を不当に利用するなどの圧力募集を
未然に防止する観点で設けられている生命保険の構成
員契約規制については信用金庫への適用を除外する。

信用金庫における保険募集は、通常の生命保険募集人と異
なり、非公開情報保護措置、優越的地位を利用した募集禁
止、他の金融取引への影響の排除など、事前に様々な行為
規制が保険業法等で適用されており、業務上の地位等を不
当に利用する等の圧力募集を未然に防止する措置が既にと

られている。
また、構成員規制のあり方については、規制改革・民間開放
推進３か年計画（改定）において「行政改革委員会の意見を
最大限尊重し、金融審議会において構成員契約規制の在り
方について結論を得るべく、引き続き検討を行う」とあり、同
規制については、早期に撤廃についての結論を得ていただ

きたい。

大蔵省告示第２３８ 
号

金融庁 継続

－３－３－
２(7)① 

保険業法
第275条第
１項 銀行等による保険募集においては様々な弊害防止措置が講

5052 5052009 z07051 金融庁

同法施行
規則第212
条第３項
～第５項、
第212条の
２第３項～ 
第５項、第
212条の４
第３項～
第５項、第
212条の５
第３項～
第５項、第
234条第１
項第９号・

平成17年12月に銀行等による販売が
認められる保険商品の範囲が拡大され
るにあたり、①事業資金の貸付先等に
対する保険募集の制限、②事業資金の
貸付担当者と保険募集担当者との分
離、③資金の貸付け申込みを行ってい
る者に対する保険募集の禁止などの新
たな弊害防止措置が導入されている。

c －
弊害防止措置の在り方については、全面解禁までに
銀行等による保険募集の実施状況や今回の措置等
の実効性を十分検証することとしているところ。

実効性の検証については、顧客ニーズや規制の必
要性についても検証すべきである。

また、現行規制では、顧客ニーズに対応できないと
いう意見があるのであれば、その見直しは検討に値

するものと考えられる。
改めて見解を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
9 A 

保険窓販の第三次解禁において
課されている販売規制の撤廃

（保険窓販における販売規制の撤廃）右記同様

保険窓販の第三次解禁において課されている販売規制
（融資先等に対する販売規制、特例を採用した場合の
通算保険金額上限規制、担当者分離規制、タイミング

規制等）の撤廃

じられてきたが、平成１７ 年１２ 月２２ 日から販売が可能となっ
た第三次解禁商品については、一定の融資先に対する保険

募集に制限が課されている。
銀行等による保険窓販は、顧客利便の向上という規制緩和
の方向性に沿って拡充されてきたものであるが、他方、実態
面においては広範な規制が課されているがために、顧客の
側からすれば商品選択の機会は拡がらず、必ずしも利便性
が向上したとは言えない状況にある。また、特例として制限
先に募集できる場合でも、販売する商品によっては保険金額
等に上限が設けられており、顧客ニーズに十分応えることが

できない。
このほか、事業性融資の担当者が保険募集を行えないこと
や、融資申込み期間中における保険募集が禁止されている
ことなどから、顧客の利便性が損ねられるとともに煩雑な手

続きを強いる結果にもなっている。
顧客保護に関しては他のさまざまな規制により対応が図られ
ていることなどを勘案すれば、上記のような販売規制は撤廃

保険業法施行規則
第２１２条、第２１２ 
条の２ 、第２３４条

関係

金融庁 新規

第10号・第 すべきである。
14号・第15
号

信金中央金庫代理貸付に係る債務保
証は、信用金庫法第89条において準用
する銀行法第13条により、大口信用供

5052 5052010 z07052 金融庁

信金法施
行規則第
115条第１
項第２号

与規制の対象となっている。
なお、国民生活金融公庫等の公的金融
機関の代理貸付に係る保証について
は、信用金庫法施行規則第115条によ
り大口信用供与規制の対象から除外さ

れている。
（注）大口信用供与規制に係る信用供
与額から「法律の定めるところにより、
予算について国会の議決を経、又は承
認を受けなければならない法人の業務

c  Ⅲ  

大口信用供与規制は、信用金庫の大口信用集中に
よる危険を防止し、資産内容の健全性維持を図る趣
旨から設けられたものであり、その緩和は措置困難
である。なお、政府系金融機関の代理貸付に係る債
務保証が大口信用供与規制の対象外とされている
のは、これらの機関が中小企業金融の円滑化等に
係る国の施策の一翼を担っていることから、政策的
な観点から設けられた特例措置であり、同列に論ず

ることはできない。

要望者より、大口信用供与規制の緩和等、弾力的な
措置についてもご検討すべきとの意見があり、改め

て対応を検討されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
10 A 信用金庫の債務保証に係る大口

信用供与規制の緩和

（信用金庫法の規制の緩和）信金中金代理貸付制度にお
ける信用金庫の債務保証分を大口信用供与規制の対象

から除外する。

信金中央金庫代理貸付に係る債務保証について、大口
信用供与規制の対象から除外する。

信金中央金庫は信用金庫の親金融機関といった性格を有
し、他の民間金融機関以上に健全性に配慮し、事実健全で
ある。信金中金代理貸付制度は、系統金融機関特有の制度
であり、この仕組みは、信金中金と信用金庫とによる二重の
審査及び期中管理により、信用リスクの縮減効果が高いも

のとなっている。

信金法施行規則第
１１５ 条第１項第２

号
金融庁 継続

の代理に付随してされる債務の保証の
額」を控除する。（信用金庫法施行規則

第115条）
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
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（特記事項）

員外貸出先として認められている者
は、次のとおりである。（信金法施行令

第8条）

特殊法人改革に合わせて、89の国立大学法人と4の大学共
同利用機関法人が平成16年4月1日に法人化された。また、
国立大学法人と大学共同利用機関法人の借入れについて
は、国立大学法人法施行令第8条が平成17年12月28日に改

5052 5052012 z07053 金融庁

信金法第
53条第２
項、信金
法施行令
第８条

・預金担保貸付
・卒業生金融
・小口貸付

・独立行政法人
・PFI事業者

・地方公共団体への貸付け

b  Ⅱ  

国立大学法人および大学共同利用機関法人に対す
る貸付けについては、信用金庫の協同組織性の観
点からニーズや実態を踏まえ、慎重に検討する必要

がある。

国の独立行政法人に対する融資が可能であるの
に、国立大学法人への融資を不可とする理由何か。
見解を示すとともに、早期に結論を得ることを前提
に、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時

期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
12 A 

員外貸出先の拡充

（信用金庫法の規制の緩和）国立大学法人法に基づく国立
大学法人および大学共同利用機関法人に対する貸出を員

外貸出として認める。

国立大学法人法に基づく国立大学法人および大学共
同利用機関法人を信金法施行令第８条による員外貸出

先のひとつに加える。

正され、産学連携の研究施設を建設する資金等を民間金融
機関から借り入れることが可能となった。これを受けて、これ
らの法人は平成17年3月に民間金融機関からシンジケート
ローンまたは競争入札による借入れを実施したが、これらに

対する貸付けは信用金庫法上認められていない。
地方独立行政法人法に基づく公立大学法人については、信

信金法第５３ 条第２
項、信金法施行令

第８条
金融庁 新規

・雇用・能力開発機構等への貸付け
・地方住宅供給公社等への貸付け

・金融機関への貸付け

用金庫の独立行政法人等に対する貸付が認められたことに
より貸付が可能となったところであり、国立大学法人と大学
共同利用機関法人についても同様に、規制緩和していただ

きたい。

5052 5052013 1 z07054 
金融庁、
法務省

特定融資
枠契約に
関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは､借主が、①会社法 （平成17年
法律第86号）第２条第６号に規定する
大会社、②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資産の流動
化に関する法律第２条第３項）等である

場合に限定される。

b Ⅰ 

　プロジェクト・ファイナンスに関係すると主張する当
事者が、常に保護を要しない高度な金融知識を有し
ている保証はないため、プロジェクト・ファイナンスを
利息制限法及び出資法の適用除外とすることについ

ては慎重に検討する必要がある。

確かにプロジェクトファイナンスに関係する当事者が
高度な金融知識を有しているという保証はないが、
一般的にプロジェクトファイナンスにおいては、当該
規定の適用除外対象先である大会社又は資本金３
億円を超える株式会社が、自らのバランスシートから
対象プロジェクトを区分するために便宜的に特別目
的会社を設立し、借入人としている場合が多い。この
場合、実質的な当事者は 当該適用除外先である親

会社となる。
よって、例えば、『借入人が特別目的会社であり、そ
の議決権の過半数を、かかる適用除外先である親
会社が有している場合に限り』等の限定条件をつけ

て、適用除外としていただきたい。
資産流動化のための特定目的会社が適用除外とさ
れているのも、同様の考え方にたってのことと考えら

れる。
改めて見解を示すとともに、具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
13 A 

プロジェクトファイナンスに関する
規制緩和等

右記同様
①「特定融資枠契約に関する法律」に関する規制緩和

について

①プロジェクト・ファイナンスは当該プロジェクトが生み出す
キャッシュフローのみを返済原資とする融資形態であり、親
企業のバランスシートから切り離すためにＳＰＣ を設立する
が、契約交渉に登場するのは高度な金融知識を有する株主
企業の担当者であることから、利息制限法及び出資法の適

用除外対象とする。

①特定融資枠契約
に関する法律第２

条

金融庁、法務
省

新規

事務所を定款の絶対的必要記載事項とするのは、会員によ

会員が利用する施設は、定款及び業務方法書以外 る自治によって事務所を設定すべきであるとの趣旨である。

協同組織金融機関の定款においては、会員等の相 にもディスクロージャー誌やインターネット等にも掲載 しかし、市場原理に基づく監督行政が行われるようになった

5052 5052014 z07056 金融庁

信金法第
23条第３
項、第31
条、（参考
条文）会社
法第27条

定款において、主たる事務所だけでは
なく、従たる事務所も絶対記載事項と

なっている。
b Ⅰ 

互扶助等を目的とする金融機関としての特性から、
会社法よりも具体的な記載事項が要求されている。
従たる事務所についての記載は、会員が利用する施
設を定める意味で、会員資格、地区等と並んで協同
組織における基本的事項とされてきたものであり、会
社法と同様の取扱いとすることについては、協同組

されており、現状、実際に会員が利用する施設を確
認する際は、定款及び業務方法書を確認するより
も、ディスクロージャー誌やインターネット等で確認す

ることの方が多いと考えられる。
したがって、定款に施設を定める必要性は必ずしも
高くないことから、早期に結論を得ることを前提に、

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
14 A 

定款への従たる事務所の記載を
廃止し、業務方法書の記載事項と

する

（信用金庫法の規制の撤廃）定款の絶対的必要記載事項
を見直す。

信用金庫の本店（主たる事務所）のみを定款の絶対的
必要記載事項とし、支店および出張所（従たる事務所）

については、業務方法書の記載事項とする。

現在では、出店、廃店、統合を迅速にすすめることができな
い等、これまでの法益を守ることによる弊害が生じてきてい

る。
また、絶対的必要記載事項とせずとも、会員をメンバーシッ
プとする協同組織である限り、実質的に会員のニーズを無視

した店舗政策はあり得ない。
したがって店舗政策は、会員から経営陣に委託している範囲

信金法第２３ 条第３
項、第３１ 条、（参考
条文）会社法第２７ 

条

金融庁 新規

織性の観点から慎重な検討が必要である。 具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期） 内で経営の自由度を高める趣旨から、業務方法書の記載事
を示されたい。 項とする方が、会員のニーズに沿う経営ができるものと考え

る。

平成１８ 年６ 月１４ 日に公布された「証券

5052 5052015 z07057 金融庁

金融商品
取引法２
条２１項
２ 、同条２
４項、同条
２５項

取引法等の一部を改正する法律」及び
「証券取引法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律」において、株価指数先物取引
の対象有価証券の範囲拡大を含むデリ
バティブ取引の定義の見直しが既に行

a -

平成１８ 年６ 月に公布された「証券取引法等の一部を
改正する法律」において措置済み（同法律は、公布
の日から起算して１年６月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行される予定）

-
社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
15 A 

有価証券指数先物取引の対象有
価証券の範囲拡大

右記同様
株価指数先物取引の対象有価証券に協同組織金融機

関の発行する優先出資証券を加える。

規制改革・民間開放３カ年計画（改定）において「株価指数先
物取引の対象有価証券の範囲拡大を含むデリバティブ取引
の定義の見直しについて、所要の措置を講ずる」とされてお
り、投資家の有価証券対象の多様化が進んでいることから
も、株価指数先物取引の対象に優先出資証券を加えること

が望ましい。

証券取引法第２条
第２１ 項、証券先物
取引等に関する内
閣府令第1条

金融庁 継続

われている。
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銀行には業務方法書がないが、各種モニタリング制

5052 5052020 z07058 金融庁

信金法第
31条、信
金法施行
規則第16
条

信用金庫は、事業免許の申請書に業
務方法書を添付して提出しなければな

らない。
業務の種類又は方法を変更しようとす
るときは、内閣総理大臣の認可を受け

なければならない。
※認可を要しない場合がある（信金法

施行規則第17条）

b Ⅰ 

業務方法書は、信用金庫が実際に行う業務について
の基本的な内容を定めたものであり、監督の手段と
して必要不可欠なものであることから、認可制から届
出制への変更については、慎重な検討を要する。

度の充実、報告資料の提出などで十分に監督されて
いる。一方、協同組織金融機関においても、銀行と
同様に各種モニタリング制度の充実等が図られてい
ることから、個別の業務実態を把握する上で、業務
方法書の認可制が必要不可欠とはいえないと考え

る。
従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
20 A 

業務方法書の認可制から届出制
への変更

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様
（信用金庫法の規制の緩和）信用金庫法で定める業務

方法書を認可制から届出制にする。

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織金融機関に
限り設けられている制度である。また、金融機関に対する規
制監督のあり方が、各金融機関の自己責任原則の観点か
ら、当局指導型から事後監視型に移行しているなかにあっ
て、現状では業務方法書を認可制とする必要性は乏しいた

め、これを届出制にする。

信金法第３１ 条、信
金法施行規則第１

６条
金融庁 新規

い。

5052 5052021 z07059 金融庁

金融機関
の信託業
務の兼営
等に関す
る法律

都銀本体、信託銀行子会社及び信託
契約代理店が不動産関連業務を行うこ

とは禁止されている。
c Ⅰ 

銀行等の金融機関については、預金者等の保護を
確保する観点から、財務及び業務の健全性を維持す
るため、極めて厳格な業務範囲制限や子会社の業
務規制が課されているところ。このような観点から、
平成14年において、都銀本体等に信託業務を解禁し
た際も、不動産の売買等など不動産関連業務につい
ては大きなリスクを伴うことや顧客との間で不公正な
取引が生じる恐れがあることから、信託業務に密接
に関連するものに限って解禁することとしたところで
あり、今日においても金融機関の財務及び業務の健
全性を確保する必要性が高いことから、引き続き参
入の可否については慎重な検討を要する。

海外では不動産関連業務が金融機関の付随業務と
して認められ、我が国においては専業信託銀行のみ
に不動産関連業務が認められている。不動産売買
や不動産開発については確かにリスクが高いかもし
れないが、不動産仲介や不動産管理については手
数料ビジネスであるからリスクはほとんどないと考え
られる。また、銀行等は、顧客から不動産物件の紹
介を依頼されるなど、不動産取引の仲介を無償の顧
客サービスとして日常的に行っているという事実があ
り、また、融資取引において担保不動産の調査や管
理なども行っていることから、不動産の仲介・管理に
関する知識・経験を持っているため、金融機関の本
業との親和性は相当高い。不動産関連業務を認め
ると、顧客との間で不公正な取引が行われる恐れが
あるというけれども、実際、メガバンクはグループ内
に信託銀行を擁しており、そこに不動産取引を希望
する銀行顧客を紹介するなどによりグループ一体と
なって不動産ビジネスを展開している。既にそのよう
な状況になっているにもかかわらず、今さら利益相反
の可能性を気にしてみてもあまり意味がないのでは

ないか。
要望者の実務的なニーズを勘案し、改めて対応を検

討されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
21 A 信託業務の拡大

（信託兼営法による規制の撤廃）信託代理店（信金本体の
場合も同様。以下同じ。）の取扱い業務として、不動産関連

業務を解禁する。

信託業務の取り扱い拡大により、会員・顧客のライフプ
ランに応じた最適なバランスシートづくりが可能となる。

信用金庫では、金融商品の多様化を受け、顧客起点のビジ
ネスとして、会員・顧客のライフステージにあった最適なバラ
ンスシートづくりを基本としている。信託代理店の取扱い業務
として不動産関連業務の取扱いが可能とならなければ、こう

したサービス提供が完結しない。

金融機関の信託業
務の兼営等に関す
る法律第1条第1
項、同法施行令第2
条の2、同法施行規
則第2条の2第1項

金融庁 継続

5052 5052022 z07060 金融庁

信用金庫
法第54条
の15第８
項、平成
14年金融
庁告示第
40号

従属業務を行う子会社は親である金庫
あるいは子会社からの収入の額の合計
額の総収入の額に占める割合が50％

以上でなければならない。

c  Ⅲ  

金融機関同士の協働事業として、従属子会社による
協働事業を認めることとしたところであるが、一般事
業者との協働事業による従属業務子会社の収入依
存度規制を緩和することは、他業禁止の趣旨を踏ま

え、措置困難である。

協同組織金融機関たる信用金庫と会員中小企業等
とは地域経済におけるいわば使命共同体であるた
め、他業禁止の趣旨を十分考慮した上での規制緩
和を行うことは、協同組織金融機関が地域経済に貢
献する理にかなっていると考えられることから、改め

て対応を検討されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
22 A 

従属業務における収入依存度規
制の緩和

（信用金庫法による規制の緩和）親金庫からの５０ ％収入
依存度規制を緩和する。

例えば、信用金庫と会員中小企業等との協働事業とし
て従属業務を営むことができるようにする。

信用金庫は事業エリアが限られており、当該エリアに居住・
勤務する会員による自治に基づいて運営されている協同組
織金融機関である。したがって、信用金庫と会員中小企業等
との協同事業として、従属業務子会社による協働事業が行
えるようになれば、より効率的な地域貢献ができるようにな

る。

信用金庫法第５４ 
条の２１第８項、告
示第１６ 号（平成１
６年３月３１日） 

金融庁 継続

理事は事業報告を通常総（代）会に提

5052 5052023 z07061 金融庁

信用金庫
法第54条
の21第７
項、信用
金庫法施
行規則第
71条

出し、その承認を求めなければならな
い。

（注）銀行（株式会社）については、会社
法第437条により、総会の招集通知に
際して決算関係書類等を提供しなけれ
ばならないとされている。信用金庫につ
いては、このような規定がなく、これに
代えて事業報告の内容を記載した書面
や決算関係書類を通常総会に提出し、

b Ⅰ 

協同組織としての特性を踏まえ、協同組織金融機関
の会員に対し、当該協同組織金融機関の認可会社
の業務状況を周知し、意思反映の機会を確保する必
要があることから、認可対象会社の事業報告の総会
への提出を廃止することは慎重に検討する必要があ
る。また、報告事項の簡素化については、その趣旨

を踏まえ、検討する必要がある。

会員への開示について一定の実効性を確保する必
要性については理解できるが、検討にあたっては、
金庫における負担軽減とのバランスにも十分な配慮

をお願いしたい。
従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

い。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
23 A 

認可対象子会社の事業報告の総
会への提出の廃止

（信用金庫法の規制の緩和）認可対象子会社の事業報告
の総会への提出の廃止

認可対象子会社の事業報告を総会に提出することを不
要とし、または事業報告の提出に代えてその要約を提

出すれば足りることとする。

事業報告は、子会社の状況に関する事項を記載した大部の
書類であり、その内容は詳細にすぎるため、親法人である金
庫の会員にはかえって分かりにくいものとなっている。

信用金庫法第５４ 
条の２１第７項、信
用金庫法施行規則

第６６条

金融庁 継続

その承認を受けることとなっている。
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5052 5052024 z07062 金融庁
信用金庫
法第87条
の４

公告方法は、金庫の事務所の店頭に
掲示する方法に加え、次の方法のいず
れかを定款で定めなければならない。

・日刊新聞紙
・電子公告

b Ⅰ 
全国を地区とする信用金庫連合会の公告方法のあ
り方については、実態を十分に把握したうえで検討を

行う。

取引先が来店して取引を行う機会はほとんどない店
頭における公告は、公示の機能としては効果が望め

ない。
実務的なニーズを勘案し、早期に結論を得ることを
前提に具体的な検討のスケジュール（結論及び実施

時期）を示されたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
24 A 

信用金庫連合会の公告方法から
の店頭掲示の除外

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様
信用金庫連合会については、事務所の店頭における掲
示を公告方法として定めることを強制しないこととする。

信用金庫連合会の取引先は、信用金庫のほか、機関投資家
や大規模事業法人が太宗を占めており、その店舗にこれら
の取引先が来店して取引を行う機会はほとんどない状況で
ある。このため、店頭における掲示をもってなす公告は、会
員等に対する公示の機能としては効果が望めないと考えら

れる。

信用金庫法第８７ 
条の４

金融庁 新規

・例えば(ⅰ)信託契約代理店たる親会社が、その子会社を復
代理として選任する、(ⅱ)証券会社・保険会社を信託契約代
理店とし、当該者を所属会社とする証券仲介業者・保険代理

5053 5053001 z07063 金融庁 信託業法
信託契約代理店制度における復代理

は認められていない。
b Ⅰ 

信託契約代理店における復代理については、信託
の複雑かつ多様な商品特性から、適切な信託の引
受けを行なわせるには、所属信託会社による指導等
が不可欠であり、受益者保護の観点からは、慎重な

検討が必要であると考える。
なお、現行法においては、復代理によらずとも、信託
会社からの委託により特定の代理店が別の代理店
の指導・支援を行う総括代理店方式は可能である。

要望理由に掲げるとおり、早急に手当てを要望する
ものであり、検討のスケジュール（結論時期）につき、

具体的に明示していただきたい。
社団法人信託協会 1 A 

信託契約代理店制度における復
代理の許容

「信託契約代理店」制度において、「復代理」までは認めら
れていない。

・所属信託会社の許諾がある場合には、信託契約代理店
が復代理を選任することを可能とすること。

・少なくとも、復代理のうち媒介については、受益者保護の
観点からも特段の支障はないと考えられることから、早急

な手当てを要望する。

店を復代理店として選任する、等、喫緊かつ強いニーズが存
在する。

・また、銀行法においても、銀行代理業の再委託が認められ
たところである。

・平成15年7月28日金融審議会金融分科会第二部会報告
「信託業のあり方に関する中間報告書」において、「信託業の
担い手に対し信託契約の取次ぎのみを行う者について、そ
の範囲を広く認めることは、信託サービスの提供チャネルを
拡大し、利用者のアクセスを向上させることに資すると考えら

れる」とされている。

信託業法第2条第8
項

信託業法第5章
金融庁

・本要望は、上記報告書の趣旨に合致するものであり、更な
る信託の活用を促進し、経済の活性化、市場型間接金融と
いう新たな金融の流れの構築に資するものである。

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、有価証券に係
る専門的知識・経験を有しており、当該規制の撤廃は運用機

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、委託者指図 関間の競争を促進し、商品選択肢の拡大等投資者利益に資

5053 5053005 z07064 金融庁

投資信託
及び投資
法人に関
する法律
施行令第2

信託銀行は、主として有価証券に対す
る投資として運用する場合を除き、委託

を受けることができる。
c  Ⅱ  

「主として有価証券」で運用を行う証券投資信託にお
いては、幅広く一般投資者から資金を集めるスキー
ムであることから、委託者と受託者の抑制機能によ
り投資者保護を図ってきたことに照らせば、信託銀行
が、自らが受託者となっている証券投資信託の運用

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

社団法人信託協会 5 A 
信託銀行による投資信託の効率
的運用を阻害する規制を撤廃す

ること（ その１） 

型投資信託あるいは投資法人より、投資信託財産の運用
に係る権限の委託を受ける場合において、当該信託銀行
自らが受託者となっている投資信託財産については、「主

として有価証券」に運用することができない。
・投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、委託者指図
型投資信託あるいは投資法人より、投資信託財産の運用

する。
・信託銀行は、信託業法等によって受益者保護の観点から
十分な行為規制が課されており、本要望が手当てされた場
合も、受益者保護上特段の支障はなく、投信法第5条の2、第

49条の3の趣旨に反するものではないと解される。
・平成17年7月7日金融審議会金融分科会第一部会「中間整

投資信託及び投資
法人に関する法律
施行令第2条

金融庁

条 の外部委託を受けることを可能とすることは困難。 に係る権限の委託を受けた場合において、当該信託銀行
自らが受託者となっている投資信託財産について、「主とし

理」においては、「規制の簡素化・明確化や新たな金融商品
設計の自由度の拡大を図ることが、適切な利用者保護と金

て有価証券」に運用することを可能とすること。 融機関経営の選択肢の拡大をつうじ、利用者利便の向上に
つながることに配意すべきである」とされており、その趣旨を

踏まえた検討を要望する。

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、有価証券に係
る専門的知識・経験を有しており、当該規制の撤廃は運用機
関間の競争を促進し、商品選択肢の拡大等投資者利益に資

5053 5053006 z07065 金融庁

投資信託
及び投資
法人に関
する法律
第49条の3

信託銀行が委託者非指図型投資信託
の信託財産を主として有価証券に対す
る投資として運用することを目的とする
投資信託契約を締結することを禁止し

ている。

c Ⅰ 

「主として有価証券」で運用を行う証券投資信託にお
いては、幅広く一般投資者から資金を集めるスキー
ムであることから、委託者と受託者の抑制機能によ
り投資者保護を図ってきたことに照らせば、信託銀行
が委託者非指図型投資信託の信託財産を主として
有価証券に対する投資をすることは困難。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

社団法人信託協会 6 A 
信託銀行による投資信託の効率
的運用を阻害する規制を撤廃す

ること（ その２） 

・委託者非指図型投資信託について、信託銀行が信託財
産を「主として有価証券」に運用することができない。

する。
・信託銀行は、信託業法等によって受益者保護の観点から
十分な行為規制が課されており、本要望が手当てされた場
合も、受益者保護上特段の支障はなく、投信法第5条の2、第

49条の3の趣旨に反するものではないと解される。
・平成17年7月7日金融審議会金融分科会第一部会「中間整
理」においては、「規制の簡素化・明確化や新たな金融商品
設計の自由度の拡大を図ることが、適切な利用者保護と金

投資信託及び投資
法人に関する法律
第49条の3

金融庁

融機関経営の選択肢の拡大をつうじ、利用者利便の向上に
つながることに配意すべきである」とされており、その趣旨を

踏まえた検討を要望する。
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要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

5053 5053007 z07066 金融庁

投資顧問
業法第5
条、第6
条、第8条

法第5条及び第6条に基づいて投資顧
問業者の役員、重要な使用人の氏名、
住所等は登録簿で公衆縦覧に供されて

いる。

a Ⅰ 
金融商品取引法において、金融商品取引業者の役
員及び重要な使用人の住所については登録事項と

はしていない。

・金融商品取引法において、金融商品取引業者の役
員及び重要な使用人の住所が登録事項でないので
あれば、当然に変更届等の届出義務も不要と考え
る。要望理由を踏まえ、登録事項でない項目につい
て届出義務を課すことのないよう検討いただきたい。
・また、金融商品取引業者の役員及び重要な使用人
の氏名は登録事項となっており、当該役員や使用人
が変更となった場合には、変更届出書及び本人確認
書類（住民票等）の提出義務を負っていると認識して

いる。
・要望理由にあるとおり、住民票等の確認書類を整
えた上で期限内に変更届出を行う負担は大きいこと
を踏まえ、投資顧問業法施行規則第四条に規定す
る「登録申請書の添付書類」についても、金融商品
取引法の政省令の検討の際にあわせて検討いただ

きたい。

社団法人信託協会 7 A 

投資顧問業者の役員または投資
顧問業法施行令第３条に規定す
る使用人の住所変更に伴う変更

の届出の廃止

・ 投資顧問業者登録簿には、投資顧問業者の役員及び、
投資顧問業法施行令第３条に定める使用人（以下「重要な
使用人」という。）の氏名及び住所の記載が必要とされてい

る。
・ また、投資顧問業者登録簿記載事項に変更があったとき

は、その届出が必要とされている。
・ 投資顧問業者の役員及び重要な使用人の「住所」につい

て変更の届出を廃止すること。

・ 一般に信託銀行は投資顧問業者に比べて組織規模が大
きく、投資顧問業者登録簿に記載を要する役員や使用人の

数が100名を超すケースもある。
・ このような場合に、定期、不定期に発生する当該者の異動
に係る変更届を住民票等の確認書類とともに提出する必要
があるが、期限内に書類を整えて提出することは実務上極

めて負担が重い。
・ また、金融商品取引法の制定により、登録申請項目から住
所が削除され、公衆縦覧も廃止されるのであれば、当然に住

所変更届出を提出することは不要と考えられる。

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第5
条、第6条、第8条

金融庁

・平成１７ 年３ 月の規制改革推進３か年計画においても、「保
険会社の付随業務として「信託業務の代理又は事務代行」を
加えることについて、保険会社の業務との関連性・親近性等

5053 5053011 z07067 金融庁

保険業法
第98条第1
項第1号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に結論を得べく検

討を行っている。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

信託契約代理業及びいわゆる併営業務代理業務に
ついては、既に一般事業会社を含めて広く認められ
ており、保険会社に当該業務が認められない合理的
な理由は無いため、早期に結論を得て、早急に措置

することを改めて要望する。

社団法人信託協会 11 A 
保険会社による信託契約代理業
及びいわゆる併営業務の契約代
理業務の早期解禁【新規】

・保険会社は、付随業務として他の金融業を行う者の業務
の代理や事務の代行を行うことが認められている（保険業

法施行規則第51条）。
・しかし、信託契約代理業やいわゆる併営業務（兼営法第1
条第1項4号～7号に定める業務）の契約締結の代理や事
務の代行は認められていないため、保険会社に信託契約
代理業やいわゆる併営業務の契約代理業務及び事務の

代行を解禁していただきたい。

を踏まえ、検討する」とされているものの未だ具体的な検討
内容は提示されていない状況。

・保険会社の業務である企業年金関連業務、遺族保障関連
業務等は、信託業務やいわゆる併営業務との関連性が高
く、保険会社が既存のノウハウを活用し、顧客に対し信託商
品等の提示を行えることとなれば、顧客利便性向上の観点

から有効である。
・また、今般の信託業法改正において金融機関はもとより事
業法人等にも信託契約代理店が認められ、いわゆる併営業
務代理店についても、担い手の限定がなく広く認められてい

保険業法第９８ 条
第１項第１号

保険業法施行規則
第５１条

金融庁

る中、保険会社に信託契約代理業やいわゆる併営業務代理
業務が認められないことは合理性を欠くものである。
・以上の点を踏まえ、早急な措置を要望するもの。

・ 流動化取引において、特定社債等のプロ私募による発行
が行われているが、プロ私募に適用される転売制限の結果、
適格機関投資家でない信託会社は、プロ私募により発行さ

れた特定社債等を受託できない。
・ また、流動化取引では、特定目的会社の発行に係る特定

5053 5053012 z07068 金融庁

証券取引
法第2条第
3項第1号
証券取引
法2条に規
定する定
義に関す
る内閣府
令第4条第
1項

適格機関投資家の範囲は、有価証券
に対する投資に係る専門的知識及び経
験を有する者として内閣府令において
列挙されており、金融機関のほか、ベン
チャーキャピタルや有価証券報告書提
出会社のうち有価証券の保有額等が
100億円以上の事業会社で金融庁長官
に届出を行った者等としている。

b  Ⅲ  

適格機関投資家の範囲の決定に当たっては、当該
者が有価証券に対する投資に係る専門的知識及び
経験を有する者として自ら投資に必要な情報を入手
し判断することができるかなど投資者保護の観点か

ら十分慎重に検討する必要がある。

検討のスケジュール（結論時期）につき、具体的に明
示していただきたい。

社団法人信託協会 12 A 
信託会社の適格機関投資家化に

ついて【新規】

・証券取引法及び証券取引法第2条に規定する定義に関
する内閣府令（以下「定義府令」といいます。）において、信
託業法上の信託会社は、適格機関投資家として規定され

ていない。
・信託業法第3条の免許を受けた信託会社のうち、信託財
産に含まれる有価証券が一定額以上であるなど、一定の
要件を満たす信託会社について適格機関投資家とするこ

とを要望するもの。

社債の特定社債権者が当該特定社債を信託し、その信託受
益権を投資家に売却する取引が行われているが、上記の理
由により、信託会社は係る信託を受託することができない。
・証券取引法において、適格機関投資家とは「有価証券に対
する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣
府令で定める者」と定義されている（同法第2条第3項第1号）
が、信託会社は、業として、有価証券に係る信託の引受けや
有価証券の管理運用等を行うことが認められている。よっ
て、信託財産のうち、有価証券が一定額以上であるなど、一
定の要件を満たす信託会社は、有価証券に対する投資に係
る専門的知識及び経験を有しているものと思料される。
・また、信託業法上、信託会社には、適格機関投資家である

証券取引法第2条
第3項第1号

証券取引法2条に
規定する定義に関
する内閣府令第4
条第1項

金融庁

証券会社、投資信託委託業者等と同等あるいはそれ以上の
資本金規制、参入規制等があり、さらに、所轄官庁による監
督等が行われているため、一定の要件を満たす信託会社で
あれば、これを適格機関投資家と規定したとしても、投資家

保護上、支障が生じることはないと考えられる。

5057 5057048 z07069 金融庁

証券取引
法第166
条、第167
条

会社関係
者等の特
定有価証
券等の取
引規制に
関する内
閣府令第
６条、第８ 
条

　確定拠出年金制度において、自社株
のみを投資対象とするファンドの売買等
については、インサイダー取引規制の

適用除外とはなっていない。

b  Ⅲ  

見直しの検討に当たっては、部分的な検討のみなら
ず、証券市場の公正性と投資家保護の観点から、全
体的に整合性をもった検討を行う必要があると考え
ている。なお、インサイダー取引規制の適用除外取
引の中に、重要事実を知る前に策定された計画の実
行として取引が行われる場合として、「一定の計画」
に従い、「個別の投資判断」に基づかず、「継続的」に
行われる場合であって投資額が「少額なもの」として
従業員持株会による売買等が規定されているが、確
定拠出年金制度について、個々の判断ではなく類型
的にみてこれらの特性、特に個別の投資判断に基づ
かないなどの要素に該当するかについて慎重に検

討する必要がある。

本件については、　『全国規模の規制改革・民間開
放要望』に対する各省からの再回答について」（2005
年8月12日　内閣府　規制改革・民間開放推進室）に
おいて、投資サービス法に関する金融審議会での審
議を睨みながら検討を行うとのことであったが、本年
既に金融商品取引法が成立している。当要望につい
てこれまで具体的にどのような検討がなされたのか
内容および今後の検討の場、検討スケジュールにつ
いてお示し頂きたい。　また、新法を踏まえたインサ
イダー取引規制の適用除外とするために解消すべき
問題点は、このほかにどのようなものがあるのか、要

件をお示願いたい。

（社）日本経済団体
連合会

48 A 
自社株ファンドのインサイダー規

制の適用除外

　確定拠出年金制度において、自社株のみを投資対象と
するファンドを運用商品として選択し、それが一定の計画に
従い継続的に行われる場合は、証券取引法第166条6項8
号及び同第167条5項8号に該当するものとして、いわゆる

インサイダー規制の適用除外とすべきである。

　確定拠出年金制度を採用している企業においては、自社
株ファンドを運用商品の選択肢に加えたいという要望があ
る。しかし現行では、持ち株会や株式累積投資においてイン
サイダー規制の適用除外になっているものが、確定拠出年
金制度を利用すると適用除外の対象にならない。インサイ
ダー規制の適用除外が明確となれば、証券市場の活性化に

も資する。

証券取引法第166
条、第167条

会社関係者等の特
定有価証券等の取
引規制に関する内
閣府令第6条、第8

条

金融庁

　企業型確定拠出年金制度にお
いて自社株のみを投資対象とす
るファンドを定期的に購入する場
合、インサイダー規制の適用除

外になっていない。
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（特記事項）

　銀行は、銀行法の規定に基づき貸付業務を実施しており、
契約内容等に関する顧客への説明を行い、金融庁による検
査、監督を受けている。これに加えて、貸金業規制法に基づ
く書面交付義務を課す必要はないと考えられ、実務的な負担

も重い。

5057 5057130 z07070 金融庁

貸金業の
規制等に
関する法
律第24条
第2項

貸金業規制法第17条、第18条の規定
は、貸金業者の貸付けに係る契約に基
づく債権の譲渡があつた場合における
当該債権を譲り受けた者について準用

する。

b Ⅰ 

　24条2項により債権を譲り受けた者について準用さ
れる書面交付規制は、債務者を保護するための規
定であり、銀行等について例外とすることについては

慎重に検討する必要がある。

要望主体および利用者のニーズを踏まえて改めて検
討されるとともに、今後の具体的なスケジュールを示

されたい。

（社）日本経済団体
連合会

130 A 
貸金業者からの債権譲受けに伴
う書面交付義務の緩和【新規】

　貸金業規制法第24条の規制の適用対象から、①銀行等
が貸金業者から貸付債権を譲受けた場合、②預金保険法
第2条に定める金融機関から会社分割等によって設立され
た子会社が「会社分割等の際に当該金融機関から承継し
た債権」及び「当該債権の債務者に対する会社分割等の
後に発生した債権」を譲渡する場合を除外すべきである。

（＊）本要望を踏まえ、早急に結論を得て、必要な措置
を講じるべきである。

　また、債務者や保証人からみて、債権者は同じ銀行である
にもかかわらず、一部の貸付債権についてのみ書面交付等

の取扱いに差異があることは説明がつかない。
　業態を超える企業再編、提携が進行する中、今後、銀行が
貸金業者から貸付債権を譲受けるケースは拡大すると見込

まれることから、本規定の見直しをすべきである。
　また、貸出債権流動化市場を活発化させるには、預金保険
法第2条に定める金融機関から会社分割等によって設立され
た子会社が保有する債権を譲渡する場合には、通知を不要
とすることによって、事務負担の軽減を図るべきである。

貸金業規制法第17
条、同第18条、同

第24条

法務省大臣官
房司法法制部
審査監督課

　銀行等が貸金業者から譲受け
た貸付債権については、貸金業
の規制等に関する法律(以下、
「貸金業規制法」）第24条によ
り、貸金業規制法に基づく規制
が適用される旨の通知が義務づ
けられるとともに、貸金業規制法
に基づく債務者、保証者への書
面交付義務を負っている。

　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）では、「平成14年度において行われた貸金
業に係る規制に関する実態調査を踏まえて、貸金業者から
の債権譲受に伴う書面交付義務の緩和の可能性について引

き続き検討を行う」とされており、（＊）

5057 5057132 z07071 金融庁

銀行法第
52条の
23、施行
規則34条
の16

現行制度上の銀行持株会社は子会社
の業務範囲について限定列挙されてい

る。
C  Ⅲ  

銀行業務との関連性、その必要性の観点から、主と
して動産レンタルを行う業務を認めることは困難。な
お、施行規則１７ 条の３第２項第１１ 項に規定する要
件を満たしていれば、主としてリース業をなう会社が
動産レンタル事業を行うことは可能である。

顧客の利便性向上の観点から、改めて対応可否を
検討されたい。

（社）日本経済団体
連合会

132 A 
銀行持株会社の子会社における
業務範囲の緩和【新規】

　銀行持株会社の子会社が「動産レンタル事業」を営むこと
を可能とすべきである。

　金融事業における業態間の垣根が低くなる中で、顧客から
みた資産の所有方法、活用方法に関するニーズは多様化し
ている。銀行持株会社の子会社において、「動産レンタル事
業」を業務範囲に加えることで、資産活用方法における多様
な要望に一元的に応えることのできる総合的な金融サービス
を提供し、顧客の利便性向上を図ることが可能となる。

銀行法第52条の23
金融庁監督局
銀行第一課

　銀行持株会社の業務範囲は、
銀行法第52条の23において規
定されており、現行規定では、
「動産レンタル事業」は認められ

ていない。

　例えば、①信託契約代理店たる親会社が、その子会社を
復代理として選任する、②証券会社を信託契約代理店とし、
当該者を所属会社とする証券仲介業者を復代理店として選

信託契約代理店における復代理については、信託 任することについて、喫緊かつ強いニーズが存在する。

5057 5057133 z07072 金融庁 信託業法
信託契約代理店制度における復代理

は認められていない。
b Ⅰ 

の複雑かつ多様な商品特性から、適切な信託の引
受けを行なわせるには、所属信託会社による指導等
が不可欠であり、受益者保護の観点からは、慎重な

検討が必要であると考える。
なお、現行法においては、復代理によらずとも、信託
会社からの委託により特定の代理店が別の代理店

要望理由に掲げるとおり、早急に手当てを要望する
ものであり、検討のスケジュール（結論時期）につき、

具体的に明示していただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

133 A 
信託契約代理店制度における復

代理の容認【新規】

　所属信託会社の許諾がある場合には、信託契約代理店
が復代理を選任することを可能とすべきである。

　少なくとも、復代理のうち媒介については、受益者保護の
観点からも特段の支障はないと考えられ、早急に手当てす

べきである。

　銀行法においても、銀行代理業の再委託が認められた所
である。

　2003年7月28日金融審議会金融分科会第二部会報告「信
託業のあり方に関する中間報告書」において、「信託業の担
い手に対し信託契約の取次ぎのみを行う者について、その
範囲を広く認めることは、信託サービスの提供チャネルを拡
大し、利用者のアクセスを向上させることに資すると考えられ

信託業法第2条第8
項

信託業法第5章

金融庁総務企
画局企画課

　現行の「信託契約代理店」制
度において、「復代理」は認めら

れていない。

の指導・支援を行う総括代理店方式は可能である。 る」とされている。
　本要望は、上記報告書の趣旨に合致するものであり、さら
なる信託の活用を促進し、経済の活性化、市場型間接金融

という新たな金融の流れに沿うものである。

5057 5057139 z07073 全省庁 -

平成17年度より、譲渡禁止特約の解除
対象とする譲渡先に特定目的会社を加
えるとともに、対象とする債権の範囲を
全ての金銭債権に広げるかたちで部分

解除を実施済。

d - 対応済み -
（社）日本経済団体

連合会
139 A 

国・地方公共団体向け金銭債権
の証券化に係る譲渡禁止特約の

解除

　各省庁・地方公共団体向け金銭債権につき、速やかに譲
渡禁止特約を廃止すべきである。そのため、各省庁共通の
ルール（①譲渡先が金融機関の場合は債権譲渡禁止特約
の適用除外とする、②事前承認手続を大幅に簡素化する、
③債権譲渡に対する取扱いを統一する）を策定し、売買契
約・請負契約に反映すべきである。地方公共団体について

も同様の統一的な取扱うべきである。

　資産流動化を促進する上で、債権譲渡禁止特約の存在が
障害となっている。債権譲渡禁止特約の廃止に向けて、各省
庁、地方自治体が共通ルールの下で着実に取り組むことが

求められる。

全省庁、地方
公共団体

　国の機関及び地方公共団体
向けの金銭債権については、譲
渡禁止特約が付されていること
が多く、当該金銭債権の証券化
等を行うことができない。
近年、一部の省庁においては
事前に承認を得ることにより譲
渡を認めたり、特定の譲渡先に
ついては債権譲渡禁止条項適
用の例外とする等、企業におけ
る売掛債権を活用した資金調達
の支援・促進が図られている。
しかしながら、依然として省庁
による対応のバラツキ、事前承
認手続きの煩雑さ、不透明さ等
の問題が残されている。
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要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

5057 5057140 z07074 金融庁

保険業法
第98条第1
項第1号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に結論を得べく検

討を行っている。

　「保険会社本体による信託業務の代理又は事務代
行の解禁」について、「本年度に結論を得るべく検討
を行っている」との回答であるが、保険会社の業務で
ある企業年金関連業務、遺族保障関連業務等は、
信託業務と関連性・親近性が強く、さらに生命保険会
社においては保険金信託業務が認められていること
から、保険会社は既に信託業務の代理代行が認め
られている銀行等よりも強い関連性・親近性を有して
いると考えられる。したがって、保険会社が少なくとも
銀行等と同範囲で信託業務の代理代行を行うことに

ついては問題がないと考えられる。
　また、平成16年末の信託業法の改正により、銀行
等の金融機関はもとより、一般事業会社を含めた幅
広い主体が信託契約代理店となることができるとさ
れた中で、信託業務と上記のように関連性・親近性
を有する保険会社が信託契約代理店となることがで
きないことは合理性を欠くとともに、競争上の公平性

（社）日本経済団体
連合会

140 A 
保険会社本体による信託業務の
代理又は事務代行の解禁

　保険会社の付随業務として、信託会社又は信託兼営金
融機関の信託契約の締結業務または金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律第1条第1項各号に掲げる業務を
受託する契約の締結業務の代理や事務の代行を行うこと

を認めるべきである。

　保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行えることにな
れば、顧客の利便性向上、エクセスキャパシティ活用の観点

から極めて有効である。
　保険会社では、他の金融機関と共同してマスタートラスト業
務等を行う信託銀行を設立しているケースがあるが、マス
タートラスト業務等の代理を保険会社に認めることにより、当
該信託銀行の顧客基盤の拡充や経営効率化、保険会社の

経営資源の有効活用が促進できる。
　また、既に銀行等においては信託業務の代理が可能となっ
ており、保険会社のみに信託契約代理業務を認めないこと

は公平性に欠ける。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）においては、「保険会社の付随業務として
『信託業務の代理又は事務代行』を加えることについて、当
該業務の担い手の在り方や他業リスクの制限等の保険会社
の業務の在り方を踏まえつつ、検討し結論を得る」とされてお

り、早期に実現することが求められる。

保険業法第98条第
1項第1号

保険業法施行規則
第51条

金融庁総務企
画局企画課

　保険会社が行うことのできる業
務として、他の金融業を行う者
の業務の代理や事務の代行が
認められているが、その詳細を
定める施行規則では、信託業務
の代理や事務の代行は認めら

れていない。

の観点からも問題があると考える。
　以上の点を踏まえ、速やかに検討の上、早期の措

置をお願いしたい。

　企業年金市場における保険会社の顧客を中心として、投資
顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあり、保険会社が

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を行えるようになれば、
顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の

観点から極めて有効である。

5057 5057141 1 z07075 金融庁

保険業法
第98条第1
項第1号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

　「保険会社本体による投資顧問契約等の締結の勧
誘（保険業法上の観点）」について、「本年度に検討
を行う」との回答であるが、生命保険会社の付随業
務として、既に投資顧問契約等につき事務代行の形
で顧客の紹介を行うことは認められていることから、
生命保険会社が投資顧問契約等の締結の勧誘を行
うことは十分な関連性・親近性を有しており、本業務
により生じ得る他業リスクも極めて限定的なものと考

えられる。
　以上の点を踏まえ、早期実現に向けた検討をお願

いしたい。

（社）日本経済団体
連合会

141 A 
保険会社本体による投資顧問契
約等の締結の勧誘（保険業法上

の観点）

　保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資顧問
契約等の顧客の勧誘を行うことを認めるべきである。

　保険会社は、投資顧問契約等について顧客の紹介を行う
ことは可能であり、顧客のニーズにより能動的に対応する観
点から、その勧誘を行うこととなっても、新たな問題が生じる

とは考えにくい。
　信託銀行による投資助言業務・投資一任業務の本体兼営
が可能とされる中、信託銀行と同様に企業年金受託機関とし
て投資顧問業との親近性を有する保険会社について、投資
顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規制の均衡の観

点からも妥当であると考えられる。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）においては、「保険会社本体を含めた第三
者が投資顧問契約の締結の勧誘を行うことの是非につい
て、投資家保護の観点や他の法令との整合性、他業リスク

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第2

条
保険業法第98条
保険業法施行規則

第51条

金融庁総務企
画局企画課、
市場課

　保険会社本体で、投資顧問契
約又は投資一任契約の締結に
関して、顧客の紹介を行うことは
可能であるが、勧誘を行うことは

できない。

の制限等の保険会社の業務の在り方等に留意しつつ検討を
行う」とされており、早期に実現を図るべきである。

　企業年金市場における保険会社の顧客を中心として、投資
顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあり、保険会社が
顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を行えるようになれば、
顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の

観点から極めて有効である。
　保険会社は、投資顧問契約等について顧客の紹介を行う

5057 5057141 2 z07076 金融庁
投資顧問
業法第2条

投資顧問業契約の締結の勧誘を業とし
て行うことは法令上明記されていない。

a Ⅰ 
（投資顧問法上の観点）

金融商品取引法において、投資顧問契約の締結の
代理又は媒介については業として位置付けている。

-
（社）日本経済団体

連合会
141 A 

保険会社本体による投資顧問契
約等の締結の勧誘（投資顧問業

法上の観点）

　保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資顧問
契約等の顧客の勧誘を行うことを認めるべきである。

ことは可能であり、顧客のニーズにより能動的に対応する観
点から、その勧誘を行うこととなっても、新たな問題が生じる

とは考えにくい。
　信託銀行による投資助言業務・投資一任業務の本体兼営
が可能とされる中、信託銀行と同様に企業年金受託機関とし
て投資顧問業との親近性を有する保険会社について、投資
顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規制の均衡の観

点からも妥当であると考えられる。

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第2

条
保険業法第98条
保険業法施行規則

第51条

金融庁総務企
画局企画課、
市場課

　保険会社本体で、投資顧問契
約又は投資一任契約の締結に
関して、顧客の紹介を行うことは
可能であるが、勧誘を行うことは

できない。

　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）においては、「保険会社本体を含めた第三
者が投資顧問契約の締結の勧誘を行うことの是非につい
て、投資家保護の観点や他の法令との整合性、他業リスク
の制限等の保険会社の業務の在り方等に留意しつつ検討を

行う」とされており、早期に実現を図るべきである。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

　「保険会社の子会社による不動産投資顧問業務の

保険業法
第106条第

解禁」について、「不動産投資顧問業と保険業との関
連性・親近性につき慎重な検討が必要」との回答で
あるが、保険会社においては、不動産投資を行うに

（＊）キャピタルゲイン目的の投資に関するノウハウも
十分有している。

　年金基金等を中心とする投資家のニーズが有価証券に係
る投資顧問業務に限らず、不動産に係る投資顧問業務にま
で多様化しており、不動産投資に係るノウハウを有する生命

１ 項第12 あたり、社内のリスク管理規程等に基づいたリスク管 　最近では、近年の不動産市場に鑑み、従来のように、 保険会社が、子会社において不動産投資顧問業務を提供す
号・第２項 理体制を構築しており、収益状況を適切に管理して 長期にわたる保有を前提とした収益性の分析に加え、 ることへの期待も高まっている。

第２号、第 いる。その運用方針は長期安定性が原則であるが、 追加投資の可否・コストや物件の流動性等、総合的な 　保険会社が本来業務である資産運用の一環として行う不

271条の22 ポートフォリオ全体の質の向上を目的に適宜、個々 判断に基づく不動産投資を行っており、このような判断 動産投資は、一般的にオフィスビル・商業施設等の長期保

5057 5057142 z07077 金融庁

第１項第
12号

同法施行
規則第56
条の２第２
項

保険会社の子会社が行うことのできる
業務として、不動産投資顧問業は認め

られていない。
c －

これまで保険会社における不動産投資はインカムゲ
インを得ることを目的としたものが中心であり、不動
産投資顧問業を保険会社の子会社の業務として認
めることについては、保険業との関連性・親近性につ

き慎重な検討が必要。

の保有不動産について、投資対象としての採算性・
適格性を充分に勘案したうえで入替えを行っている
ため、インカムゲインのみならずキャピタルゲイン目
的の投資に関するノウハウも有していると言える。
　なお、わが国においても、不動産投資顧問業に対
する年金基金等を中心とする投資家のニーズが高ま

（社）日本経済団体
連合会

142 A 
保険会社の子会社による不動産

投資顧問業務の解禁

　保険会社の子会社の業務および保険持株会社傘下会社
で承認を受けずに行うことのできる業務として、不動産投資

顧問業務を認めるべきである。

は、まさに不動産投資顧問業務の根幹を成すものと言
える。従って、保険会社の親近性においても問題はな

い。
　また、有価証券に係る投資顧問業務は既に子会社で
行うことが認められているが、有価証券投資と不動産投
資はいずれも保険会社の本来業務としての資産運用業
務の一環であり、蓄積された運用ノウハウとその活用と

有・賃貸によるインカムゲイン獲得を目的としたものである
が、予定利率をカバーするための収益性を追求する必要が
あることから、土地・物件の価格動向や将来的な収支予測を
勘案の上、投資判断を行っている。その判断において求めら
れる不動産価値の分析能力は、まさしく不動産投資顧問業
登録規程に定められる「投資判断」に必要な能力であると考

えられる。

保険業法施行規則
第56条の2、第210

条の7
保険会社向けの総
合的な監督指針Ⅲ
－2－3－1(2)⑥ 

金融庁総務企
画局企画課

　保険会社の子会社で行うこと
のできる業務あるいは保険持株
会社傘下会社で承認を受けずに
行うことのできる業務の中に、不
動産投資顧問業務は含まれて

いない。

保険会社 りつつあるが、特に年金基金においては、不動産投 いう観点では、有価証券に係る投資顧問業務と不動産 　また、生命保険会社においては、不動産投資を行うにあた
向けの総 資を長期安定的なコア投資としてポートフォリオ上位 に係る同業務との親近性は同等と考えられる。 り、社内のリスク管理規程等に基づいたリスク管理体制を構
合的な監 置付けたいというニーズが高く（欧米における年金基 　さらに不動産投資顧問業務は、既に保険会社の子会 築しており、収益状況を適切に管理している。その運用方針

督指針Ⅲ 金の実態は、インカムゲインを中心とした長期保有 社に解禁されている不動産投資信託委託業務と投資家 は長期安定性が原則であるが、ポートフォリオ全体の質の向

－２－３－
１(2)⑥ 

型の投資が中心）、インカムゲイン目的の投資に関
するノウハウを有する保険会社が、子会社において
不動産投資顧問業を提供することへの期待は高まっ

のために不動産運用業務を行うという点において親近
性を有している。

上を目的に適宜、個々の保有不動産について、投資対象と
しての採算性・適格性を充分に勘案した上で入替えを行って

いるため、（＊）

ていると考えられる。
　従って、保険会社の子会社が当該業務を行うこと
について改めて検討していただくことをお願いした

い。
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要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

保険会社の特定子会社が10％を超え
る議決権を保有することができる会社
（新規事業分野開拓会社）は保険業法
施行規則第56条第３項・第４項に規定さ

　昨今、大企業からのスピンオフや大学発など多種多様な企
業が設立されている。これらの企業は技術、ビジネスモデル

5057 5057143 z07078 金融庁

保険業法
第106条第
１ 項第13
号、第107
条第７項
同法施行
規則第56
条第３項
～第５項

れており、
①設立５年以内かつ試験研究費等比
率が３％以上の中小企業新事業活動
促進法第２条第１項に規定する中小企

業者
②設立１年以内かつ常勤研究者２名以
上・10％以上の同じく中小企業者

③中小企業新事業活動促進法第11条
第１項の「異分野連携新事業分野開拓

計画」認定会社
④最後の議決権取得時に①～③に該

当していたもの
とされている。

なお、当該新規事業分野開拓会社の議
決権を10％を超えて保有することがで

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

-
（社）日本経済団体

連合会
143 A 

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の

保有比率10％超投資対象企業の
範囲等拡大

　保険会社の特定子会社が10％を超えて投資できる企業
の範囲を、例えば設立間もない企業とするなど、幅広いベ
ンチャー企業に拡大すべきである。また、10％を超えて投
資を行った企業が、その後企業成長により対象から外れた
場合についても、投資期間が10年に満たない場合は、追加

投資を可能にすべきである。

（＊）早期に所要の措置を講じることが求められる。

の面で競争力を有しているにもかかわらず、資金や人材等
が不足している場合が多い。

現在、特定子会社が10％を超えて投資できる企業について
は、保険業法施行規則により一定の条件を満たすベン
チャー企業に限定されているが、10年間の保有期間制限を
維持しつつ、ベンチャー企業の範囲を拡大し、ベンチャー企
業の資金調達を容易にすべきである。また、投資時点では
10％を超えた投資が認められていた企業について、成長に
よって事業規模等が拡大した場合でも、追加投資が可能とな
れば、当該企業からの支援継続等の要請に応えることによっ
て、経営基盤をより強固なものとすることが可能となる。
一定の出資割合をもってベンチャー企業の経営状況を把握
することは、当該特定子会社のリスク管理にもつながると期

待される。
「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3
月31日閣議決定）には、「保険会社の特定子会社が10％を
超えて投資できるベンチャー企業の範囲を拡大することにつ

保険業法施行規則
第56条

金融庁総務企
画局企画課
中小企業庁企

画課

　保険会社の特定子会社が
10％を超えて投資を行うことは、
保険業法施行規則により、中小
企業の新たな事業活動の促進
に関する法律に規定される企業
等に限定されており、幅広いベ
ンチャー企業への投資を行うこ
とができない。また、10％を超え
て投資を行った企業が、その後
企業成長により対象から外れた
場合、追加投資を行うことができ

ない。

きるのは、その議決権の取得の日から いて、検討を行う」とされており、（＊）
10年以内とされている（保険業法施行

規則第56条第５項）。

　新会計基準の適用に伴い、企業では、保有している株式を
当該企業の年金制度に現物で拠出することにより、退職給
付に係る積立不足額を解消したいというニーズが高まってお

保険業法 り、企業の保有株式の年金制度への現物拠出は、企業間の

5057 5057145 z07079 金融庁

第97条第
２項、第
118条第１
項、同法
附則第１
条の13
厚生年金
保険法第
130条の３

保険料受入れ、および移受管につい
て、株、債券等の現物資産によって行う

ことは認められていない。
b Ⅰ 

規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

-
（社）日本経済団体

連合会
145 A 

特別勘定に関する現物資産によ
る保険料受入れ、移受管

　特別勘定において、株、債券等の現物資産による保険料
受入れ、移受管を可能とするよう、法令上の措置を講じる

べきである。

持合株式を市場に悪影響を与えずに解消できる手段として
期待されている。

　現金化のコストは顧客にとって不利益となり、単独運用契
約の場合、現物をそのまま移管できれば、資産価値を減じる

ことなく移管が可能となる。
　信託については、厚生年金保険法の改正により以上の取
扱いが可能となった所であり、生命保険会社のみ現物による
保険料受入れおよび移受管が認められないと、競争上不均

衡である。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3

保険業法第97条、
第118条

保険業法附則第１
条の13

厚生年金保険法第
130条の2

金融庁総務企
画局企画課

　特別勘定における保険料受入
れ、及び解約時の引渡しについ
て、株、債券等の現物資産に
よって行うことが認められていな

い。
（厚生年金基金の代行返上にお
ける物納等の場合に限り、特例
措置として、現物資産によること

が認められている。）

月31日閣議決定）では、「特別勘定において保険料の受入れ
及び移受管を現物資産で行うことについて検討する」とされ
ており、早期に結論を得て、所要の措置を講じるべきである。

5057 5057146 z07080 金融庁

保険業法
第106条第
１ 項第12
号・第２項
第２号
同法施行
規則第56
条の２第２
項第８号・
第９号

保険会社の子会社が行うことのできる
業務に、いわゆるロスコントロール・ロ
スプリベンションに関する助言等を行う
業務または健康、福祉又は医療に関す
る助言等を行う業務に関連して、機器
等の企画設計および機器等の販売、
リース等の取次ぎを行うことは認められ

ていない。

ｃ －

ご要望が現物に係るものであり、保険会社の子会社
として不適切なリスクを負うこととなる可能性がある
ことに鑑みると、ご要望に対応することは困難であ

る。

　コンサルティングや役務提供等において必要となる
一定の用品等を、当該業務と併せて提供することに
ついて、保険会社の子会社として不適切なリスクを
負う可能性があることを理由に「措置困難」との回答
であるが、販売の取次ぎについては販売そのものに
比べ必ずしもリスクが大きいとは言えない。また、例
えば用品メーカーとの間の契約において責任範囲を
限定することやリスク低減に必要な賠償責任保険を
付保する等を含めた、いわゆるリスク管理を前提に、
これらの業務拡大を認めることが可能と考える。この

点について見解を示されたい。

（社）日本経済団体
連合会

146 A 
損害保険会社の子会社対象会社
の業務範囲の拡大【新規】

　いわゆるロスコントロール・ロスプリベンション業務および
健康、福祉又は医療に助言を行う業務の一環として、コン
サルティングに伴い提供を要する機器等の企画設計、メー
カーないし販売業者やリース業者への販売の取次ぎを可
能とすべきである。例えば、「これらの業務実施に伴い必要
となる機器等の企画設計、他の事業者への販売の取次ぎ
に係る業務を含む」といった文言を追加すべきである。

　いわゆるロスコントロール・ロスプリベンション業務等を実施
する場合、その成果物は、一般的には助言や報告レポートで
あるが、近時、機器等の導入を通じた右記サービスを提供す

るケースが生じている。

保険業法第106条
第2項第2号

保険業法施行規則
第56条の2第2項第
8号および第9号

金融庁総務企
画局企画課

　いわゆるロスコントロール・ロス
プリベンション業務（保険業法施
行規則第56条の2第2項第8号)
および健康、福祉又は医療に助
言を行う業務(同9号）に関して
は、これらの業務実施に伴い必
要となる機器等の企画設計や他
の事業者への販売の取次ぎに
係る業務が認められていない。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検 　現行保険業法では、保険会社

討を行い、見解を示されたい。 の取締役、執行役及び監査役

5057 5057148 z07081 金融庁
保険業法
第８条第１
項

保険会社の取締役、執行役、監査役等
は、保険業法第８条第１項の特定関係
者に該当する金融機関等の役員等を
兼ねてはならないこととされている。

c －

保険業法第８条第１項は、子会社方式・持株会社方
式による保険と銀行等の他業態との間の相互参入
に伴う弊害を防止するために設けられている規定で
あり、ご要望に対応することは困難である。

銀行・保険会社間の取締役の兼職を可能とし、コン
グロマリットの経営を効率化することが、結果として、
預金者、契約者の利益に資する。また、取締役に対
しては、忠実義務（会社法355条）、競業および利益
相反取引の制限（会社法356条）が求められているこ
とに加えて、銀行法（13条の2）・保険業法（100条の
3）には、いわゆるアームズレングスルールがある。こ

（社）日本経済団体
連合会

148 A 
保険会社における取締役等の兼

職制限の緩和【新規】

　保険会社と銀行の双方を傘下に持つ金融持株会社グ
ループにおいて、保険会社と銀行双方の取締役等の兼務
が可能となるよう上記規定を緩和すべきである。

　保険会社と銀行の双方を傘下に持つ金融持株会社グルー
プにおいては、保険会社と銀行の役員兼職を可能とすること
が、グループの内部統制の強化及び傘下子会社の経営管

理の効率化に資すると考えられる。

保険業法第8条第1
項

金融庁監督局
保険課

は、特定関係者（当該保険会社
の子会社、当該保険会社を子会
社とする保険持株会社の子会社
〔当該保険会社を除く〕等）に該
当する銀行の取締役、執行役若
しくは監査役（理事、監事その他
これらに準ずる者を含む。)又は
使用人を兼ねてはならない、とさ

れらの法令により、相互参入の弊害は防止できる。 れている。
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要望
事項番
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革A/民
間開放
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討 　投資顧問業者登録簿を公衆縦覧する趣旨は、当該投資顧 　公衆の縦覧に供される投資顧

5057 5057149 z07082 金融庁

投資顧問
業法第5
条、第6
条、第8条

法第5条及び第6条に基づいて投資顧
問業者の役員、重要な使用人の氏名、
住所等は登録簿で公衆縦覧に供されて

いる。

a Ⅰ 
金融商品取引法において、金融商品取引業者の役
員及び重要な使用人の住所については登録事項と

はしていない。

をお願いします。

・金融商品取引法において、金融商品取引業者の役
員及び重要な使用人の住所は登録事項とはしてい
ないとのことであるが、これにより、新法施行後は、
旧法下で届け出た役員及び重要な使用人の住所変
更が生じた場合であっても、変更届等の届出義務は

（社）日本経済団体
連合会

149 A 

投資顧問業者の役員または投資
顧問業法施行令第3条に規定する
使用人の住所に関する公衆縦覧
の廃止および住所変更に伴う変

更の届出の廃止

　投資顧問業者の役員および重要な使用人の「住所」につ
いて、公衆縦覧および変更の届出を廃止すべきである。

問業者の登録の有無、概要等、投資顧問業者の選択にあた
り必要な情報を投資者に開示することにある。

　かかる趣旨を踏まえると、公衆縦覧を義務付ける項目は、
投資者保護に必要なものに限定すべきであり、役員および
重要な使用人の「住所」を公衆縦覧する意義は乏しい。
　また、公衆縦覧が廃止されれば、住所変更の届出も当然

不要と考える。
　個人情報保護およびセキュリティの観点からも、早急な検

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第5
条、第6条、第8条

金融庁総務企
画局市場課

問業者登録簿には、投資顧問業
者の役員および、投資顧問業法
施行令第3条に定める使用人
（以下「重要な使用人」という。）
の氏名および住所の記載が必

要とされている。
　また、投資顧問業者登録簿記
載事項に変更があったときは、

不要であることを確認したい。 討・手当てが必要である。 その届出が必要とされている。

　証券取引法では、「金銭を貸し
付けることを条件として有価証

5057 5057152 z07083 金融庁

証券取引
法第44条
第3号、第
45条第2
号、第66
条の13第1
号ホ

証券会社又は証券仲介業者が金銭を
貸し付けることを条件として勧誘するこ
とは不可。また、親法人等又は子法人
等がその顧客に対して信用を供与して
いることを知りながら、当該顧客との間
で証券業行為に関する契約を締結する
ためには、公益又は投資者保護のため
支障を生ずることがないと認められるも
のとして承認を受けることが必要とされ

ている。

b  Ⅲ  

（金融商品取引法第44条の2第1項第1号、第2項第1
号、第66条の14第1号ホに規定する）「投資者の保護
に欠けるおそれが少ないと認められるもの」としてど

のようなものが考えられるか検討を行う。
なお、親子法人等の関係を利用した取引に関する弊
害防止措置規定は、公益又は投資者保護のため支
障を生ずることがないと認められるものとして承認を

受けた場合には、適用が除外される。

要望主体からの以下の更なる意見も踏まえ、今後の
具体的な検討スケジュール等を示されたい。

「・消費者の利便性向上の観点からも、有価証券購
入代金のクレジットカード決済が導入できるよう、 早
期に、前向きなご検討をお願いしたい。（具体的な、

検討スケジュールも提示いただきたい）
・なお、具体的には、『金融商品取引法第44条の２
（その他の業務に係る禁止行為第１項第1号に、今回
の改正で新設された、禁止行為の除外条件（「投資
者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるもの
として、内閣府令で定めるものを除く』）があるが、本
法律の内閣府令にて、明確に記述いただきたい。」

（社）日本経済団体
連合会

152 A 
有価証券購入代金のクレジット

カード決済【新規】

　顧客が証券を購入する際の窓口（対面、販売、ネット販
売、仲介事業者経由での販売など） において、決済手段と
してクレジットカードの導入を認めるべきである（その際は、
「親子法人等」の関係におけるクレジットカード決済につい

ても、同様の扱いとする）。

　本件に関しては、平成17年のあじさい月間で、「クレジット
カード会社による支払いは、カード会社から顧客に対する金
銭の貸付と同様の経済効果をもたらすことから、証券取引法
第44条第3号および、第66条の13項第1号ホの規制する「金
銭を貸し付けること」に該当するおそれが高いと考える。な
お、制度面における検討は平成17年度を目途に行う予定」と

の回答を得ている。
　クレジットカード決済は、金銭の貸付（金銭貸借契約）では
なく、顧客に関する債権譲渡又は立替払いを基本とした契約
であるため、当該条項に抵触することはなく、証券の販売に
クレジットカードを決済手段とすることに問題はない。

　同様にクレジットカード決済は「信用の供与」には該当しな
いこと、また、クレジットカード決済を導入した場合、親会社が
クレジットカードによる有価証券取引を顧客等に強要すること
も考えにくいことから、親子法人間でのクレジットカードの導

入についても、併せて認めるべきである。

証券取引法第44条
第3号、第66条の13
第1号、第32条5
項、第45条第2号、
第56条第1項第3号

金融庁監督局
証券課または
同庁総務企画
局市場課

券の売買の受託等をする行為」
の禁止（第44条）、また、証券仲
介業をなすものは、「金銭を貸し
付けることを条件として勧誘する
行為」の禁止(第66条）が規定さ

れている。
　証券会社とクレジットカード会
社が証券取引法上の「親子法人
等」の関係に立つ場合、「親法人
等又は子法人等がその顧客に
対して信用を供与していることを
知りながら、当該顧客との間で
契約を締結すること」が禁止（第

45条2)されている。
　当該条項に触れた場合は、証
券会社は、業務停止などの行政
処分を受けることになる（第56

条）。

有価証券届出書及び有価証券通知書の受理に当た
り、財務局職員等は、受理時に発生した障害への対

5057 5057153 z07084 金融庁

電子開示
手続等ガ
イドライン
Aの１－２ 

電子開示手続等ガイドラインにより、電
子開示システムを利用した有価証券届
出書等の受付時間は、原則として平日
の午前9時30分から午後5時までとされ

ている。

c  Ⅳ  

応を行っている。このため、財務局職員等の不在時
に届出書等の提出を認めることは適当ではない。な
お、通常、提出者は有価証券届出書及び有価証券
通知書を作成・提出する時間を十分確保しているこ
とから、提出日の受付時間の延長は必要ないと考え
られ、また、条件決定日の訂正届出書についても、
提出日前に訂正届出書をある程度作成しておくこと
は可能であることに加え、特別な事情が提出日に発

-
（社）日本経済団体

連合会
153 A 

有価証券届出書および有価証券
通知書提出時間の延長あるいは

時間外の受付【新規】

　有価証券届出書及び有価証券通知書の受付時間を午後
8時頃まで延長すべきである。

　また、緊急時等、特段の事情がある場合については、訂
正書類の時間外受理を可能とすべきである。

　さらにインターネットによる提出については24時間認める
べきである。

　提出書類の内容等に誤りがあった場合、訂正書類の受理
が翌日以降になり募集活動に支障をきたすことがある。
　また、募集活動の開始が遅れることにより、当初の申込期
間が短縮されることになるため、発行企業だけでなく投資家
に対しても不都合が発生する可能性がある。受付時間の延
長または訂正等の場合の時間外受付により、当日受理を可

能にするべきである。

電子開示手続等ガ
イドライン

金融庁

　有価証券届出書および有価証
券通知書、それらに関する訂正
書類の提出時限は原則として午

後5時とされている。

生することは通常考えられないことから、時間外受理
を認めることは適当ではない。

要望内容については、証券取引所規則に関する事
項である。なお、証券取引所に確認したところ、上場
会社に提出を求めている社内規則等については、原
則として文書での提出を求めているところであるが、

5057 5057154 z07085 金融庁
取引所の
適時開示
規則

　「株式取扱規則」の改訂があるたび
に、各証券取引所へ原本を提出するこ

とが求められている。
e -

例えば、提出文書をＰＤＦ 化した上で電子メール等で
送信することも可能であると考えられることから、今
後の提出に際しては、事前に取引所に相談されたい

とのことであった。

-
（社）日本経済団体

連合会
154 A 

証券取引所への提出物に関する
手続き簡素化【新規】

　ＴDnet などによる電子データでの提出を認めるべきであ
る。

　「株式取扱規則」の原本証明の取得手続き、および郵送の
手間を省く事が出来るとともに、郵送中の紛失などの事故も

防止することができるようになる。

上場有価証券の発
行者の会社情報の
適時開示に関する

規則

各証券取引所
　「株式取扱規則」の改訂がある
たびに、各証券取引所へ原本を
提出することが求められている。

　（注）　一部の取引所では、既に電子データでの提
出も可能となっており、また、現在、上場会社向けの
情報システムの開発を進めている取引所もある。
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5057 5057155 z07086 金融庁

日本証券
業協会の
持株会制
度に関す
るガイドラ
インは、従
業員持株
制度を実
施する会
社が行う
同制度の
運営を適
正かつ円
滑ならしめ
るため、証
券会社が
行う持株
会社制度
に係る事
務の取扱
いについ
ての基準
を定めたも
の。

b ー

　従業員持株会の会員の範囲については、日本証
券業協会の持株制度に関するガイドライン（以下「ガ
イドライン」という。）において、実施会社及び実施会
社が直接若しくは間接的に過半数の出資をしている

会社の従業員に限る、と規定されている。
　現在、持株制度についてガイドラインの見直しの是
非も含めた検討が協会において予定されていること

から、要望について伝えることとしたい。

日本証券業協会における持株制度に係るガイドライ
ンの見直しの検討開始・終了予定時期をお示しいた

だきたい。

（社）日本経済団体
連合会

155 A 社員持株会の強化【新規】
　社員持株会の会員資格について、関連会社まで拡大す

べきである。

　「社員持株会」は、①社員の福利厚生施策、②安定株主の
維持・拡大、の2つの側面から実施しているが、近年日本企
業においては、事業の選択・集中を図るため、事業再編によ
り分社化（関連会社化）するケースが増えており、今後「社員
持株会」は大幅に縮小化される見込みである。したがって、

右記の規則の見直しは不可欠である。

証券業協会規則 金融庁

　社員持株会の会員資格は、証
券業協会規則により、「自社及
び子会社従業員」に限定されて
おり、関連会社の社員は加入で
きない状況になっている。

弁済供託の目的は、物の引渡義務等を負う者の

5057 5057156 z07087 
金融庁、
法務省

社債等の
振替に関
する法律
第129条

振替社債等及び振替株式は弁済供託
においては、供託物として認められてい

ない。
ｃ Ⅰ 

弁済の目的物の保管の負担の軽減を図るものであ
り、民法上「目的物」に限られている。振替社債等に
ついては証券が存在せず、目的物の保管の負担が
ないことから、弁済供託の趣旨に鑑みると措置は困

難と考えられる。
なお、供託制度を見直すことにより振替社債等を

弁済供託の対象とすることについては、他の制度に
及ぼす影響等を勘案のうえ、慎重に対応する必要が

振替社債等及び振替株式制度においては「目的物」
が存在せず、その「保管」は必要なくとも、帳簿への
記載による受け渡しや残高管理に係る事務負担は
発生する。当該負担を軽減する観点より、振替社債
等及び振替株式を弁済供託上の供託物として認め
る方向で、平成21年までに実施される株券不発行制
度（株券ペーパーレス化）の影響も踏まえつつ、措置
の分類、対応策につき再検討いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

156 A 
振替社債等の供託制度の規定整

備【新規】

　振替社債等について、弁済の場合でも供託が認められる
よう、規定を整備すべきである。また、振替株式についての

規定を整備すべきである。

　振替社債等について、その口座名義人等の死亡等により
相続が発生した場合、相続人等の事情によっては、振替社
債等の払い出し先が確定せず、場合によっては証券会社等
に対し相続確定の訴え等が提起されることがある。こうした
相続人等の争いに巻き込まれないためには、振替社債等を
弁済供託することが一つの方法であるが、社債振替法には
供託の規定が整備されていないため、振替社債について供

託が認められない。

社債等の振替に関
する法律第129条

法務省
金融庁

　振替社債等の供託について
は、担保もしくは保証、または公
職選挙法の規定によって供託す
る場合の規定はあるものの、弁
済供託については定めがない。

ある。

貸付業務には、
①貸付債権の価値は融資先の状況に依存している
ため、その劣化状況について外部からは判断しにく

い。

5066 5066002 z07088 金融庁

金融業者
の貸付業
務のため
の社債の
発行等に
関する法
律

貸金業者等は、内閣総理大臣の登録を
受けなければ、社債の発行その他の方
法による貸付資金の受入れをすること

ができない。

c Ⅰ 

②実態が見えにくい状況の下で、事業規模が両建て
で際限なく拡大する危険性がある（実物取引と比べ

歯止めがききにくい） 
といった特殊性があることから、金融業者が貸付資
金の受入れのために社債を発行するにあたっては、
悪質業者の排除や安定的な経営基盤確保のための
一定の財産的基礎（最低資本金）と人的構成（リスク
管理体制）を要件とする登録制度を義務付けてい
る。また、貸付業務の特殊性に対応した貸付状況等

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されるとともに、検討のスケジュールを示された

い。

「要望理由に記載のとおり、規制の対象を限定（機関
投資家への販売を規制対象外とする等）した上で規
制の緩和について、早急な検討をお願いしたい。」

社団法人リース事
業協会

2 A 
ノンバンク社債法による規制の撤

廃又は緩和

社債･CPの発行代わり金を貸付業務に充当するためには
ノンバンク社債法の登録が必要とされているが、本規制の
撤廃又は緩和（例えば、機関投資家（券面1億円以上）への
販売については規制の対象から外すなど）を行うこと。

法に束縛されない自由な資金調達が可能となる。

ノンバンク社債法の廃止の要望については､金融庁より「社
債の購入者等の保護に資する観点から､法律を廃止すること
は困難。」との回答を受けている。しかし、法の主旨（一般大
衆が銀行預金と誤認するのを防ぐこと及び広く多数の者から
資金を集め貸し付ける業務の公共性からノンバンクに規制を
課すこと）を鑑みると､ 機関投資家への販売にまで規制を課
すのは妥当でない。特に、ＣＰ ･社債の投資家のほとんどが
機関投資家である現状においては、ごく一部の一般個人から
の調達のためにすべてが規制対象となってしまう当規制は
過剰といわざるを得ない。廃止することを要望するが、廃止

金融業者の貸付業
務のための社債の
発行等に関する法

律

金融庁

の項目を明確に表示するための会計の整理を義務 は困難としても、規制の対象を限定するよう再考願いたい。
付けることにより、ディスクロージャーの充実を図る

必要がある。
　以上から、ノンバンク社債法による規制の撤廃又
は緩和については、慎重に検討する必要がある。

5066 5066003 z07089 金融庁

貸金業の
規制等に
関する法
律

貸金業規制法は、全ての貸金業者に対
し、資金需要者等の属性や規模の如何
に関わらず、一律に適用される。

b Ⅰ 
　現在、貸金業制度等のあり方については、与党・政
府において検討が行われているところであり、現段
階で本件の取扱いについては未定である。

-
社団法人リース事

業協会
3 A 貸金業規制法の抜本的見直し

貸金業規制法の抜本的な見直しに際して、法人に対する
貸付については、個人に対する貸付と異なる取扱いを検討

すべきである。

例えば、銀行がシンジケートローンのエージェンシーとなり、
貸金業者が貸付人と参加する場合において、貸金業法で定

める規制を課す必要はないと考えられる。

貸金業の規制等に
関する法律

金融庁
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平成17年度より、譲渡禁止特約の解除

5066 5066004 z07090 全省庁 -
対象とする譲渡先に特定目的会社を加
えるとともに、対象とする債権の範囲を
全ての金銭債権に広げるかたちで部分

d - 対応済み -
社団法人リース事

業協会
4 A 

国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止特

約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的かつ早急に債権
譲渡禁止特約の解除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社等）を望む。

各省庁及び地方自治体ごとに対応が異なり、引き続き、統一
的かつ早急な対応が求められる。

全省庁、地方
自治体

解除を実施済。

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

「銀行子会社等には、金融関連業務等、銀行法で認

5066 5066006 z07091 金融庁
金融庁告
示第34号

従属業務を営む会社は、当該銀行及び
その子会社からの収入の額の合計額
の総収入の額に占める割合が百分の
五十を下回らないこととされている。

C  Ⅳ  
銀行からの収入を全く受けないことについては、銀行
の他業禁止に係る子会社の業務範囲の趣旨を逸脱
するものであり、措置することは困難である。

められた業務を大規模に展開している会社がある。
銀行法上認められた業務には、銀行業務とは関連
があるものの銀行業務そのものではないものもあ
る。このとき、銀行子会社等が、子会社を設け、業務
の効率化を図るために従属業務を担わせるとした場
合に、銀行業務そのものでない業務について、銀行
からの収入を予定することはできない。このことは、
銀行の子会社等の業務として認められている業務
を、経営効率の観点から複数の会社で分担運営する

社団法人リース事
業協会

6 A 
従属業務を営む子会社の収入依

存度規制の撤廃

銀行持株会社又はその子会社等の従属業務を営む会社
は、各事業年度においてその営む各々の従属業務につ
き、当該銀行持株会社の子銀行からの収入があることが

定められている。

銀行からの収入条項を廃止して業務の自由度を高め、
銀行持株会社の子会社等の事務受託業務、福利厚生
業務本体の業務を子会社にアウトソーシングすることに
より、業務の効率化が図れる。又、同種業務を他社から
受託することにより事業拡大が見込まれ、雇用拡大等

に寄与する。

銀行持株会社の子会社等にとっても、子会社を活用した業
務効率化及び経営効率化が求められている。金融関連業務
等、銀行法上認められた業務を分担するにもかかわらず、銀
行持株会社の子銀行からの収入を義務付けられていること
から、経営効率化が阻害されている。子会社として認められ
ている業務に付、グループとして積極的に展開することを検
討している。ついては、検討期間、結論時期等を明確にした

上で、検討を行うことを強く希望する。

金融庁告示第34号 金融庁

に過ぎず、他業禁止の趣旨を逸脱するものではな
い。特に、同種業務を他社から受託する場合に、そ
の他社の業務が銀行法上も認められる業務を行って
いる会社の場合には一切問題がないと考える。」

銀行法16
条の2第1
項各号、
銀行法施

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されたい。

リース会社では、機械・装置等のリース満了物件の販売を

5066 5066008 z07092 金融庁

行規則第
17条の3第
1項、
主要行等
向けの総
合的な監
督指針
Ⅴ-3-3-1 

現行制度上の銀行子会社の業務範囲
について限定列挙されている。

C Ⅰ 
銀行業務との関連性、その必要性等において、中古
販売業務を銀行子会社の業務範囲に追加すること

については、適切ではない。

「金融庁や経済産業省が重点施策としている『動産
担保融資』には『担保処分』としての中古物件販売が
不可欠である。従って銀行グループ内に中古物件販
売・斡旋に係るノウハウが蓄積されることが必要であ
り、既に自社リース満了物件の販売を行う銀行関連
リース会社に中古物件・斡旋業務を認めることが最

も効果的であると考える。」

社団法人リース事
業協会

8 A 
銀行の子会社等の業務範囲拡大
①（中古物件販売業務の容認）

現在、銀行の子会社、関連会社等には物件の販売・斡旋
業が認められていないが、銀行の子会社もしくは、関連会
社等になっているリース会社に、これを容認して欲しい。

機械・装置等の中古物件の斡旋・販売業務

行っているが、銀行関連会社等になっているリース会社で
は、リース満了物件の販売が自社リース物件のみに限定さ
れている。リース会社を始めとした銀行の関連会社等に幅広
く中古物件の販売・斡旋を容認しても、銀行法の本来的な主
旨・目的を行うことは無く、むしろ中古市場の育成とリユース

の促進に効果が見込めると思われる。

・銀行法
・同施行規則
・主要行向等向け
の総合的名監督指
針Ｖ-3-3-1 

金融庁

銀行法施

5066 5066009 z07093 金融庁

行規則第
17条の3第
2項11号、
主要行向
等向けの
総合的名
監督指針
Ｖ-3-3-1 

不動産を対象としたオペレーティング
リース業務については認められていな

い。
b  Ⅲ  

銀行の子会社業務の範囲に不動産業が認められて
いない趣旨を踏まえ、不動産を対象としたオペレー
ティングリース業務を認めることについては慎重に検

討する必要がある。

要望主体からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討されると共に、具体的なスケジュールを示された

い。

「要望を踏まえた再検討を強く要望する。」

社団法人リース事
業協会

9 A 
銀行の子会社等の業務範囲拡大
②（銀行法施行規則第17条の3第
2項第11号の要件撤廃等）

現在、銀行の子会社、関連会社等が不動産を対象とした
リース契約を行うに当っては、所謂ファイナンスリースに限
るとされているが、不動産のオペレーティングリースの取扱
いを可能にして欲しい。また、「使用期間が満了した後、
リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する

定めがないこと」等が要件とされている。

不動産のオペレーティングリース等柔軟な商品設計が
可能となる。

現在、銀行の子会社、関連会社等では、ファイナンスリース
業務が「動産」「不動産」の両方に認められているが、オペ
レーティングリース業務は、動産のみに限定されている。リー
ス会計基準の見直しが議論されている中、オペレーティング
リースの需要は高まっている一方で、銀行の子会社等である
が為に不動産のオペレーティングリースができないというの
は、リース会計基準や市場の方向性とは逆行しているものと

思われる。

・銀行法
・同施行規則
・主要行向等向け
の総合的名監督指
針Ｖ-3-3-1③ 

金融庁

（2）③ 
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5066 5066010 z07094 金融庁

金融機関
の信託業
務の兼営
等に関す
る法律

都銀本体、信託銀行子会社及び信託
契約代理店が不動産関連業務を行うこ

とは禁止されている。
c Ⅰ 

銀行等の金融機関については、預金者等の保護を
確保する観点から、財務及び業務の健全性を維持す
るため、極めて厳格な業務範囲制限や子会社の業
務規制が課されているところ。このような観点から、
平成14年において、都銀本体等に信託業務を解禁し
た際も、不動産の売買等など不動産関連業務につい
ては大きなリスクを伴うことや顧客との間で不公正な
取引が生じる恐れがあることから、信託業務に密接
に関連するものに限って解禁することとしたところで
あり、今日においても金融機関の財務及び業務の健
全性を確保する必要性が高いことから、引き続き参
入の可否については慎重な検討を要する。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

社団法人リース事
業協会

10 A 

処分型不動産信託とそれに関連
する業務について、一定の要件を
備えた「信託業務を兼営する金融
機関」に参入を認めること。

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3
条」及び「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施
行規則第3条」において金融機関が営むことができない業
務が定められているが、一定の要件を備えた「信託業務を
兼営する金融機関」については、これらの業務を行うことが

できることとされたい。

「処分型の不動産信託」及びそれに関わる不動産関連
業務の一体的サービス提供は、REIT や不動産ファンド
等市場の拡大によって顧客のニーズが高まっている
が、一部の「信託業務を兼営する金融機関」のみに受
託が制限されている。既に（管理型）不動産信託の取扱
実績があり、不動産に関する業務経験・リスク管理等の
能力及び預金者保護のための財務・業務の健全性を確
保した「信託業務を兼営する金融機関」については、一
定の要件を設定することにより、これらの業務を解禁し
ていただきたい。過去の回答において、参入の可否に
ついては慎重な検討を要するとされているが、ニーズの
高まりを踏まえ、すみやかな検討を要望する。

土地等の処分を信託の目的の全部または一部とする、いわ
ゆる「処分型不動産信託」及びそれに関連する「不動産の売
買及び賃借の代理及び媒介」等の業務は、平成13年の「銀
行法等の一部を改正する法律」附則により経過措置として認
められた一部の「信託業務を兼営する金融機関」のみに認め
られている。そのため、その他の「信託業務を兼営する金融
機関」においては処分型不動産信託への新たな参入が制限
されており、信託業務における競争を不当に制限することと
なっている。新たな参入により、競争が促進され、不動産信
託に関わる一体的サービス提供による顧客の利便性が向上

し、不動産信託市場の拡大が期待される。

「金融機関の信託
業務の兼営等に関
する法律施行令第
3条」「金融機関の
信託業務の兼営等
に関する法律施行
規則第3条」「銀行
法等の一部を改正
する法律（法律第
117号）附則第10
条、第11条」

金融庁

協同組合
による金
融事業に
関する法
律第六条
第一項に
おいて準
用する銀
行法第十
四条の二
の規定に
基づき信
用協同組

5071 5071001 z07095 金融庁

合及び信
用協同組
合連合会
がその保
有する資
産等に照
らし自己

補完的項目のうち、一般貸倒引当金に
ついては、連結自己資本比率の場合は
第１条(単体自己資本比率の場合は第
８ 条)の算式の分母の0.625パーセントを
限度として算入することができるものと

する。

c ー

自己資本比率は、国際統一基準行は8%以上、国内
基準行は4%以上とされており、貸倒引当金の分子へ
の繰入限度についても同様に、国内基準行は国際
統一基準行の1/2の0.625パーセントとされているも
のである。金融機関の健全性確保の重要性等に鑑
みれば、貸倒引当金の分子への繰入限度額のみを
国際統一基準行並みに引き上げることは困難。

信用組合の融資先は、財務体質が脆弱な零細事業
者である。これら零細事業者に対する資金供給をよ
り一層円滑に行うためにも、改めて対応を検討され

たい。

社団法人全国信用
組合中央協会

1 A 
自己資本比率算出の際の貸倒引
当金の繰入限度額の引上げるこ

と

貸倒引当金について、自己資本算出上の分子（自己資本
額）算入割合を国際統一基準行と同レベル（１.２５ ％）まで

緩和すること。

貸倒引当金の計上は国内基準、国際統一基準にかかわら
ず企業会計に基づき計上することとされ、また金融検査マ
ニュアルの償却・引当基準が厳格化されたことにより、貸倒

引当金が従来より増加している。
貸倒引当金について、自己資本算出上の分子（自己資本
額）算入割合を国際統一基準行と同レベル（１.２５ ％）まで緩

和すること。

大蔵省告示第１９２ 
号（平９．７．３１） 

金融庁

資本の充
実の状況
が適当で
あるかどう
かを判断
するため
の基準を
定める件
(大蔵省告
示第１９２ 
号　平９． 
７．３１) 
第４条、第

「持分の取扱いのみならず組織や業務内容等のあり
方にも関係する問題」とは具体的にどのような問題で 組合員の出資金を信用組合が取得することは、脱退者の一

5071 5071002 z07096 金融庁

中小企業
等協同組
合法第61
条

信用組合は、組合員の持分を取得し、
又は質権の目的としてこれを受けること

ができない。
b Ⅰ 

中小企業等協同組合法及び信用金庫法における脱
退会員・組合員の持分の取扱いは、それぞれ信用組
合及び信用金庫の協同組織金融機関としての性格
の相違等を前提に定められており、単に持分の取扱
いのみならず組織や業務内容等のあり方にも関係す
る問題であることを踏まえ、慎重な検討が必要であ

る。

あるのか示して頂きたい。
信用組合において随時脱退を実施しても、法の目的
とする組合事業の遂行への影響はないと考えられ
る。特に職域信用組合では、退職者への出資相当額
の返却が退職時から１年を超える場合もあり、極め

て強い要請がある。
従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

社団法人全国信用
組合中央協会

2 A 
脱退組合員の出資持分を一時取

得できるようにすること

信用組合においても組合員の脱退（自由脱退）に際し、当
該組合員の出資金を譲り受ける者がいない場合、信用金
庫と同様に、一時的にその出資金を譲り受けることができ

るようにすること。

時取得を含め、中小企業等協同組合法第６１ 条により禁止さ
れている。信用組合においても、組合員の脱退（自由脱退）
に際し、当該組合員の出資金を譲り受ける者がいない場合、
信用金庫と同様に、一時的にその出資金を譲り受けることが
できるようにすること。信用組合では、日常的に出資加入・脱
退が発生しており、その金額も組合財産と比べると極めて僅
少であることから、随時脱退を実施しても法の目的とする組
合事業の遂行への影響はなく、また、脱退組合員の希望す
る払戻しの早期化とともに、信用組合にとっても処理の迅速

化・合理化に繋がるものである。

中小企業等協同組
合法第６１ 条

金融庁

い。

協同組織金融機関は、組合員の信頼、地域における

5071 5071003 z07097 金融庁

中小企業
等協同組
合法第33
条、中小
企業等協
同組合法
第51条

定款において、主たる事務所だけでは
なく、従たる事務所も絶対記載事項と

なっている。
定款の変更は、総会の議決を経なけれ

ばならない。

b Ⅰ 

協同組織金融機関の定款においては、会員等の相
互扶助等を目的とする金融機関としての特性から、
会社法よりも具体的な記載事項が要求されている。
従たる事務所についての記載は、会員が利用する施
設を定める意味で、会員資格、地区等と並んで協同
組織における基本的事項とされてきたものであり、会
社法と同様の取扱いとすることや、総会の議決事項
から従たる事務所の変更に係る定款変更を除くこと
については、協同組織性の観点から慎重な検討が

必要である。

信頼の上に成り立っており、存在意義を示している。
長い時間をかけてリレーションシップを築き上げてき
た経緯の中で、組合員にとって不利益になるような
店舗政策をすることはあり得ない。株式会社が市場
の監視の下にあるとするならば、協同組織金融機関
の活動状況は、日々に組合員やその地域の人たち

の監視の下にある。
こうした現況を踏まえても、定款への「従たる事務所」
の記載を廃止することができないということであれ
ば、少なくとも「従たる事務所」の変更（定款の変更）
については、総会の議決事項から除き、理事会の議
決をもって届出により対応できるようにすべき。
定款に施設を定める必要性は必ずしも高くないこと
から、早期に結論を得ることを前提に、具体的な検
討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

社団法人全国信用
組合中央協会

3 A 

定款への「従たる事務所」の記載
の廃止、又は総会の議決事項（定
款の変更）から「従たる事務所」の
新設・統廃合に伴う変更を除くこと

定款上における「従たる事務所」の記載のあり方について
は、会社法第２７ 条と同様に「主たる事務所」のみの記載に
見直すること、又は、店舗の新設・統廃合に係る「従たる事
務所」の変更（定款の変更）については、総会の議決事項
から除き、理事会等の議決をもって対応できるようにするこ

と。

協同組織金融機関においては、主として渉外活動を中心とし
た営業活動を通じて、組合員にマッチした商品やサービスの
提供を行っている。昨今では、インターネット、モバイル、ＡＴ 
Ｍ など店舗以外のチャネルの拡大により、組合員がサービス
を受ける方法・場所等の選択肢も広がっている。こうした実態
を踏まえると、定款上において、「従たる事務所」を記載する
必要性も薄れてきており、地域の拠点としての「主たる事務
所」のみの記載であっても、組合員が不利益になるような事
態は生じないと考える。さらに現状のままでは、「従たる事務
所」が定款記載事項とされ総会の議決が必要となるため、組
合員に対する利便性の提供において機動的な対応ができな
い事態が生じている。このような実情を踏まえ、定款上にお
ける「従たる事務所」の記載のあり方については、会社法第２
７ 条と同様に「主たる事務所」のみの記載に見直すること、又
は、店舗の新設・統廃合に係る「従たる事務所」の変更（定款
の変更）については、総会の議決事項から除き、理事会等の

議決をもって対応できるようにすることを要望する。

中小企業等協同組
合法第３３ 条、中小
企業等協同組合法

第５１条

金融庁

い。
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5071 5071004 z07098 金融庁

中小企業
等協同組
合法第27
条の２第２
項、

協同組合
による金
融事業に
関する法
律第３条
第３号

信用組合は、内閣総理大臣の設立の
認可を受けようとするときは、申請書に
業務方法書を添付して提出しなければ

ならない。
業務の種類又は方法を変更しようとす
るときは、内閣総理大臣の認可を受け

なければならない。

c Ⅰ 

業務方法書は、信用組合が実際に行う業務について
の基本的な内容を定めたものであり、監督の手段と
して必要不可欠なものであり、廃止は困難であるが、
協同組織金融機関の特性等に留意しつつ、業務方

法書のあり方について慎重に検討する。

信用組合の業務は法令に基づき行われているもの
であり、その範囲内で行われる業務について、「業務
方法書の認可」という形で規制をかける必要がない

ものと考えられる。
従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

い。

社団法人全国信用
組合中央協会

4 A 業務方法書を廃止すること

金融機関の経営の健全性の確保の観点から個別の業務
実態を把握する必要性があることは理解できるが、個別の
業務実態については、当該業務に係る認可申請、届出手
続きやオンサイト・オフサイトによるモニタリングにより十分
に実態が把握されており、適切な監督が行われているもの
と考える。よって、協同組織金融機関に限り設けられている

「業務方法書」を廃止すること。

金融機関の経営の健全性の確保の観点から個別の業務実
態を把握する必要性があることは理解できるが、個別の業務
実態については、当該業務に係る認可申請、届出手続きや
オンサイト・オフサイトによるモニタリングにより十分に実態が
把握されており、適切な監督が行われているものと考える。
よって、協同組織金融機関に限り設けられている「業務方法

書」を廃止することを要望する。

中小企業等協同組
合法第２７ 条の２第

２項、
協同組合による金
融事業に関する法
律第３条第３項

金融庁

全国信用協同組合連合会における会

5071 5071006 z07099 金融庁

中小企業
等協同組
合法第９
条の９、中
小企業等
協同組合
法施行令
第８条

員以外の者に対する貸付限度は、中小
企業等協同組合法施行令において規
定されているが、他の協同組織金融機
関の連合会である信金中央金庫及び
全国労働金庫連合会は、それぞれの根
拠法令である信用金庫法施行令及び
労働金庫法施行令では規定されておら
ず、「業務方法書」の「業務の方法」にそ
れぞれの経営実態等に照らし合わせて

b Ⅰ 

信用協同組合連合会は、他の協同組織金融機関で
ある信用金庫や労働金庫のように当該金庫を会員と
して組織する連合会という形態をとっておらず、会員
たる組合の種類のいかんにかかわらず、連合会自
体の事業として金融事業のみを行う連合会という法
的枠組みとなっており、立法の経緯や他の協同組織
連合会への影響等に留意しつつ、慎重な検討が必

要である。

従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

い。

社団法人全国信用
組合中央協会

6 A 
全国信用協同組合連合会の会員
以外の者に対する貸付限度にか
かる規定を変更すること

全国信用協同組合連合会の会員以外の者に対する貸付
限度の定めを根拠法である中小企業等協同組合法の規定

から削除すること。

全国信用協同組合連合会における会員以外の者に対する
貸出限度は、根拠法である中小企業等協同組合法において
規定されているものの、他の系統中央金融機関である信金
中央金庫および労働金庫連合会は、それぞれの根拠法であ
る信用金庫法、労働金庫法に規定されておらず、「業務方法
書」の「業務の方法」にそれぞれの経営実態等に照らし合わ

せ定められている。
全国信用協同組合連合会の会員以外の者に対する貸付限
度の定めを根拠法である中小企業等協同組合法の規定から

削除すること。

中小企業等協同組
合法第９条の９、中
小企業等協同組合
法施行令第８条

金融庁

定めている。

中小企業
①中小企業等協同組合法において、全国信用協同組合連
合会の会員以外の者に対する資金の貸付、手形の割引につ

等協同組 いては、会員に対する資金の貸付等を妨げない限度におい
合法第９ て行わなければならなく、また、これを行う場合、当局の認可

条の９、中 が必要であり、全国信用協同組合連合会の会員以外の者に

5071 5071007 z07100 金融庁

小企業等
協同組合
法による
信用協同
組合及び
信用協同
組合連合
会の事業

全国信用協同組合連合会の会員のた
めに行う債務の保証は認められている
が、会員以外の者に行う債務の保証は

認められていない。

b  Ⅲ  

全国信用協同組合連合会の会員以外のものに対す
る債務保証又は手形の引き受けの取扱いについて
は、全国信用組合連合会の経営の健全性や当該業
務に対するニーズや、他の協同組織金融機関連合
会の業務の横並び等を把握しながら慎重な検討を行

う。

従来より要望されているものであり、実務的なニーズ
は高い。早期に結論を得ることを前提に、具体的な
検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示された

い。

社団法人全国信用
組合中央協会

7 A 

全国信用協同組合連合会の会員
以外の者に対する債務保証又は
手形の引受けをできるようにする

こと

全国信用協同組合連合会の会員以外の者に対する債務
保証又は手形の引受けの定めを「中小企業等協同組合法
による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関

する内閣府令」の規定に追加すること。

対する貸付先は、国、公共法人、公益法人、証券取引所に
上場されている株式会社などが認可されている。②債務の
保証、手形の引受けは、会員のためやその他内閣府令（国
民生活金融公庫等の業務の代理として行う債務の保証、外
国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け、子
会社に対する債務の保証又は手形の引受け、会員である信
用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の
引受け）で定められているものの、会員以外の者に対する貸
付として認可されている先への債務の保証又は手形の引受

中小企業等協同組
合法第９条の９、中
小企業等協同組合
法による信用協同
組合及び信用協同
組合連合会の事業
に関する内閣府令

１ 条の２

金融庁

に関する けは認められていない。

内閣府令 これに対して、他の系統中央機関である信金中央金庫にお

１ 条の２ いては、会員以外の者に対する貸付として認可されている先
に対しても債務保証等が可能となっている。

5071 5071011 z07101 金融庁

保険業法
第300条第
1項第9号
同法施行
規則第234
条第1項第
2号

平成10年
大蔵省告
示第238号
保険会社
向けの総
合的な監
督指針Ⅱ
－３－３－
２(7)① 

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

b  Ⅲ  

生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設
けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、規
制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示され
たスケジュールに従い本年度に検討を行う。

構成員契約規制は、顧客ニーズにかかわらず事前
に販売を禁止するものであり、早急に結論等を得る

べきである。
具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）

を示されたい。

社団法人全国信用
組合中央協会

11 A 
生命保険の構成員契約規制を廃

止すること

生命保険の募集において、法人募集代理店の役員・従業
員又は当該法人募集代理店と密接な関係を有する法人の
役員若しくは使用人に対する募集禁止の規制（構成員契

約規制）を廃止しすること。

法人募集代理店として生命保険の募集を行う際の障害と
なっているため、生命保険の募集においては、法人募集代理
店の役員・従業員又は当該法人募集代理店と密接な関係を
有する法人の役員若しくは使用人に対する募集禁止の規制
（構成員契約規制）を廃止すること。本規制が廃止されること
により、組合員の利便性向上や組合の収益機会の拡大等を

図ることができる。

保険業法第３００ 条
第１項第９号、保険
業法施行規則第２
３４ 条第１項第２号

金融庁



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
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号

要望事
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統合
管理コー
ド

所管省
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令

制度の現状
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措置の
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措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 
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実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
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（特記事項）
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中小企業
等協同組
合法第9条
の7の5（平
成19年4月
1日施行）

中小企業等協同組合法の一部を改正
する法律（平成18年法律第75号）によ
り、平成19年４月より、契約者等の保護
に欠けるおそれが少ない場合として主
務省令で定める場合に、共済商品が取

り扱えることとなる。

a Ⅰ 

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律（平
成18年法律第75号）により、平成19年４月より、契約
者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として主務
省令で定める場合に、共済商品が取り扱えることと

なる。

-
社団法人全国信用
組合中央協会

12 A 

中小企業等協同組合法を設立根
拠とする組合が行う共済商品を信
用組合の窓口で取扱いができるよ

うにすること

中小企業等協同組合法第９条の２第１項３号の規定等に
基づき、協同組合等が行う共済契約について、信用組合の

窓口で募集の取扱いができるようにすること。

中小企業等協同組合法第９条の２第１項３号の規定等に基
づき、協同組合等が行う共済契約について、信用組合の窓
口で募集の取扱いができるようにすること。火災共済協同組
合が行う火災共済や協同組合等が行う生命共済等の共済
事業において、これと類似する保険が、保険業法により信用
組合において販売できるにも拘らず、信用組合が火災共済、
生命共済等共済商品を窓口で取扱うことができないため。

金融庁

協同組合
による金
融事業に
関する法 　リスク管理債権は米国ＳＥＣ 基準と同様の基準に
律第６条 従って分類され、時系列でも比較的長い期間把握可
で準用す 能となるものである。

5071 5071014 z07103 金融庁

る銀行法
第２１条、
協同組合
による金
融事業に
関する法
律施行規
則第１２条
の２～第１
２条

の４、金融
再生法第

協金法に基づくリスク管理債権（貸出金
のみ）と、金融再生法に基づく資産査定
の対象債権（総与信）の両者を当局宛

報告・開示している。

ｃ Ⅰ 

　他方、金融再生法開示債権は金融再生法に直接
基づくものであり、また、「金融再生プログラム」にお
ける主要行の不良債権比率の半減（１４ 年３ 月末の
８．４ ％からの半減）目標の基準となっていたもので
ある（当該比率は１７ 年３ 月末に２．９％ と低下し、半

減目標は達成）。
　両者の差異は縮小しており、不良債権について２
種類の開示を求めることは事務上煩雑であるとの指
摘があることは承知しているが、その一方で、リスク
管理債権については米国基準との同等性や時系列
での比較可能性といった観点があり、また、金融再
生法開示債権については、今後も不良債権に関する

「金融再生法に基づく開示－金融再生法開示債権
－」と「協同組合による金融事業に関する法律に基
づく開示－リスク管理債権－」の２つの基準について
は、利用者（組合員）からすれば、結局何を見ればよ
いのか分からず十分な理解が得られていない状況に

ある。
利用者の声も踏まえ改めて対応を検討されたい。

社団法人全国信用
組合中央協会

14 A 

協同組合による金融事業に関す
る法律に基づくリスク管理債権の
開示と金融再生法に基づく資産査
定の開示の一本化すること

協同組合による金融事業に関する法律に基づくリスク管理
債権の開示と金融再生法に基づく資産査定の開示を一本

化すること。

協同組合による金融事業に関する法律に基づくリスク管理債
権と、金融再生法に基づく資産査定とでは、開示の対象とな
る債権とその開示基準が異なっており、事務上煩雑であると

ともに、わかりにくい開示内容となっている。

協同組合による金
融事業に関する法
律第６条で準用す
る銀行法第２１ 条、
協同組合による金
融事業に関する法
律施行規則第１２ 
条の２～第１２ 条の
４ 、金融再生法第６
条、第７条、金融再
生委員会規則第２
条～第６条

金融庁

６条、第７ 最も重要な指標であると考えられることから、開示を
条、金融 一本化することについては、現時点での措置は困
再生委員 難。
会規則第
２ 条～第６
条

5080 5080001 z07104 金融庁

・有価証券
に係る投
資顧問業
の規制等
に関する
法律第32
条第1項
・同法施行
規則第31
条第2号
・証券投資
顧問業者
の監督等
にあたって
の留意事
項につい
て3-12(1)

複数の顧客資産を合同運用する場合、
運用状況報告書には、合同運用してい
る資産の総額並びに当該資産を構成す
る金銭及び有価証券等の銘柄、数、価
格及び当該資産に係る当該顧客の持
分並びに持分に相当する金額を記載す

ることとされている。

c  Ⅳ  

証券投資信託と認可投資顧問業者による合同運用
は、複数の顧客資産を合同で運用するという点では
機能的に類似している側面があるものの、証券投資
信託は単一の証券投資信託約款に基づく受益権を
表象する分割された受益証券を投資者に取得させる
ものであるのに対し、認可投資顧問業者は各顧客の
ために、個別相対の契約関係に基づく顧客資産を合
同で運用しているというところに根本的な差異があ

る。
　したがって、投資一任契約に係る業務の個別相対
性に鑑みれば、あくまでも顧客の計算に属する資産
の現状については個別にディスクローズし、顧客に
おいて適切に資産内容を把握できる方途が提供され

ている必要がある。
　仮に、合同運用している資産に係る顧客の持分並
びに持分に相当する金額について、運用状況報告
書への記載を不要とする取扱いを認めた場合、顧客
の負担において当該顧客の計算に属する資産の現
状について確認させることとなり、利用者利便の観点

から適当でないと考える。

-
三井トラスト・ホール
ディングス株式会社

1 A 
投資一任契約に係る資産を合同
運用する場合の報告書記載内容

の軽減

・平成12年の投資顧問業法施行規則の改正により、投資
一任勘定における合同運用が解禁された。

・合同運用を実施した場合、「証券会社、投資信託委託業
者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等
にあたっての留意事項について3-12(1)」により、合同運用
している資産の総額並びに当該資産を構成する金銭及び
有価証券等の銘柄、数、価格及び当該資産に係る当該顧
客の持分並びに持分に相当する金額を記載した報告書を
各投資一任契約の顧客に交付することとされている。
・当該報告書について、投資信託における取扱と平仄を合
わせ、合同運用全体の開示を実施することにより、顧客の
持分に相当する金額の記載を不要とすることについて要望

するもの。

・合同運用を実施した場合における報告書について、保有し
ている各資産毎に持分を記載する必要があるが、斯かる持
分の記載は、投資顧問業者にとって極めて負担が重く、合同

運用の活用を阻害する大きな要因となっている。
・合同運用全体の開示が別途に実施されれば、各投資一任
契約の顧客に交付する報告書について持分割合のみを記載
する取扱いとしても、顧客を害する惧れはないと考えられるこ
とから、投資一任勘定における合同運用について、親投資信
託及びこ投資信託における開示方法と同水準とするよう要

望するもの。

投資顧問業法第32
条第1項

投資顧問業法施行
規則第31条第2号
証券会社、投資信
託委託業者及び投
資法人等並びに証
券投資顧問業者等
の監督等にあたっ
ての留意事項につ
いて3-12(1) 

金融庁

5082 5082001 z07105 金融庁

貸金業の
規制等に
関する法
律

信託業法

貸金業を営もうとする者は、内閣総理
大臣又は都道府県知事の登録を受け

なければならない。
c －

　貸金業の規制等に関する法律は資金需要者等の
利益の保護を、信託業法は信託の委託者及び受益
者の保護を目的としているため、保護法益が異なり、
また、監督についても別の観点から行うことから、信
託会社を貸金業の適用対象外とすることは困難。

要望者の実務上のニーズを踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

日立キャピタル信託
株式会社

1 A 
信託会社への貸金業法の適用を

除外すること

信託業務として貸出を行う信託会社は、現状において信託
業法に加えて貸金業法の規制を受けることとなるため、①
信託会社が行う貸出につき貸金業法の適用を除外してい
ただきたい、②それが困難であるなら、少なくとも信用保証
協会の保証につき貸金業法第24条の２第２項の適用を除

外していただきたい。

信託会社が信託財産の運用として中小企業等向け貸
出を行う場合、貸金業法第17条第1項の書面交付及び
弁済受領の都度18条1項の受取証交付が必要であるほ
か、信用保証協会が当該貸出につき保証を行った場合
で保証実行により求償権を取得した場合には、今度は
信用保証協会が第17条第1項の書面交付及び18条1項
の受取証交付を行う必要がでてくる（24条の２第2項）た
め、信用保証協会がその煩雑さから保証を敬遠するこ
とにもなりかねず、中小企業向け融資の推進にとってマ

イナスとなりかねない。

信託会社は信託業の免許取得にあたって、取り扱う信託業
務の内容及びその実施体制等につき厳しい審査を受けてい
るとともに、その業務は信託業法に基づき監督を受けている
ことから、更に貸金業法を適用する必要性はない。また、信
用保証協会が行う保証業務は、その業務の性格からしても
貸金業法第２４ 条の２第２項を適用すべき保証業者と同一視

すべきでないと考えられる。

貸金業の規制等に
関する法律第１７ 
条、第１８条、第２４ 

条の２

金融庁
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5083 5083004 z07106 全省庁

金融審議
会令第十
一条、企
業会計審
議会令第
十一条

金融審議会及び企業会計審議会にお
いては、審議の透明化の観点から、原
則として会議の公開を行っており、一般
国民の傍聴も可能である。但し、率直な
意見の交換若しくは意思決定の中立性
が不当に損なわれるおそれ、不当に国
民の間に混乱を生じさせるおそれ又は
特定の者に不当に利益を与え若しくは
不利益をおよぼすおそれがある場合

は、非公開としている。

d －
審議の透明化の観点から、可能な限り会議の公開を

行っており、対応済。
-

特定非営利活動法
人「子どもに無煙環
境を」推進協議会

4 A 
政府省庁の審議会は原則的に公

開（傍聴可能）とすべき

　例えば厚生労働省の審議会（厚生科学審議会地域保健
健康増進栄養部会や中央社会保険医療協議会など）は公
開（傍聴可能）で，事前にホームページで広報させている。
　しかし，例えば財務省の財政制度等審議会たばこ事業等
文科会，税制調査会など）は，財務省のホームページの週
間予定には掲載されているが，非公開となっている。これら

審議会等は，公開（傍聴可能）とすべきである。

政策決定のための審議会の審議を国民が傍聴すること
により，審議の透明性が高まり，かつ国民も情報を速や
かに知ることにより，早期の情報入手と対応が可能にな

る。

　政府省庁の審議会の資料が後日（１～２ 週間後）そのホー
ムページで公開され，１～数カ月後には議事録が公開されて
いるようであるが，国民が審議情報の詳細を知るには余りに

タイムラグがあり過ぎる。
　マスメディアにのみ公開したり，会後，審議会長が記者発
表や会見をする場合もあるが，あわせて公開（傍聴可能）を

制度化すべきである。
　動きが早くなっている政策決定や実施にあたって，国民の
知る権利を保証し，合意形成を進めるためには，これは不可

欠な制度である。

全省庁

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検
討を行い、見解を示されたい。 施行規則第214条第6号払込取扱機関及び第7号一般事務

今回の変更届出期日の緩和要望における事項は相 受託者が単なる名称及び住所の変更並びに第7号一般事務

手方の事由による住所の変更など軽微なものであ 受託者の沿革に変更があった場合、相手方から速やかに変

5084 5084003 z07107 金融庁

投資信託
及び投資
法人に関
する法律
第191条

法第191条第1項において、登録事項に
変更があった場合は、2週間以内に届

けることが規定されている。
c Ⅰ 

登録簿は公衆縦覧されている情報であり、投資者保
護上、内容に変更があれば迅速に対応すべきもので
あり、期限を延長することは適当ではないと考える。

り、投資家保護の観点において迅速な公衆縦覧まで
は必要性ないと考える。また、変更行為が相手方の
事由によることより投資法人自身が相手方の変更等
発生を常時確認することは難しく、2週間以内の届出
は実務的に対応できない。従って、このような相手方
の事由による軽微な登録事項の変更については、届

（社）不動産証券化
協会

3 A 
投資法人登録簿の登録事項変更

に係わる手続きの緩和

登録法人登録簿の登録事項変更に関して、一般事務受託
者等の相手方の事由における単なる名称や住所変更等が
あった場合、これを投資法人が常時確認することは難しい
ことより、届出期日の2週間以内を緩和されたい。

投資法人登録簿における登録事項に変更が生じた場
合、登録事項に関して2週間以内に変更の届出が必要

となっている。

更通知を受理できるとは言えず、また、投資法人自身が相手
方の変更等発生を常時確認することは難しい。従って、この
ような相手方の事由による軽微な登録事項の変更について
は、届出期日を2週間以内とせず、ある一定の期日（例えば
決算期末後3ヶ月以内）にまとめて届出を行うなど実務的な

対応が出来るようにされたい。
但し、一般事務受託者や払込取次機関に関して、投資法人

投資信託及び投資
法人に関する法律

第191条
金融庁

担当者個人名及びメールアドレ
スは非公開でお願いします。

出期日を2週間以内とせず、ある一定の期日（例えば が相手方を変更する場合は、この限りではない。
決算期末後3ヶ月以内）にまとめて届出を行うなど実

務的な対応が出来るようにして頂きたい。

企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保
険商品の募集を行う場合、圧力募集が生じかねないとの観
点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法

5086 5086001 z07108 金融庁

保険業法
第300条第
1項第9号
同法施行
規則第234
条第1項第
2号

平成10年
大蔵省告
示第238号
保険会社
向けの総
合的な監
督指針Ⅱ
－３－３－
２(7)① 

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

b  Ⅲ  

生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設
けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、規
制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示され
たスケジュールに従い本年度に検討を行う。

検討のスケジュール（結論時期）につき、具体的に示
されたい。

損害保険労働組合
連合会

1 B 
生命保険の構成員契約規制の撤

廃
構成員契約規制は、過剰な事前販売規制と言わざるを得

ないことから、早期に規制を撤廃して頂きたい。

自由化・規制緩和の進展は、生損保の相互参入を実現
し、クロスマーケッティングを通じた競争の促進、消費者
の期待に応える商品・サービス提供を目指してきた。ま
た一方で、銀行窓販の解禁をはじめ、多様な販売チャ
ネルの実現は、購入窓口の拡大といった消費者利便の
拡充の観点から、着実にその進展が見られているとこ

ろにある。
しかしながら構成員契約規制によって、企業の役職員
は、一部商品に限って当該企業代理店を通じた契約締
結が認められていない。これら企業代理店は、ニーズに
適った多種多様な商品を取り扱うなど、役職員の福利
厚生サービスの一翼も担っているなか、本規制の存在
は選択肢の制限に他ならない。商品や購入ルートなど、
消費者の選択肢を充分に確保すべく、規制緩和の進展
が図られてきている状況においては、本規制は、職制を
通じた圧力募集の懸念を過大に評価しているものとい

わざるを得ない。

人）の役員・従業員に対する保険募集が一部の保険商品を
除き制限されている。しかしながら、①そもそも圧力募集は、
保険業法において禁止行為と規定されていること。②行政に
おいては事前規制から事後チェック型への転換が進み、不
適切な募集に対する措置策も講じられているなかで、圧力募
集への虞を前提として一切の販売禁止を措置することは、も
はや過剰な規制であること。③第二分野（損保商品）、及び
第三分野（生保・損保商品）については既に販売可能とされ
ているなか、第一分野商品のみ販売規制とすることについ
て、合理的な理由が存在しないこと。④銀行における保険窓
販においては、本規制の存在によって顧客に勤務先等の質
問を行わざるを得ないが、プライバシーに関わるなど顧客対
応上も好ましい措置とは言えず、さらに円滑な募集実務を
却って阻害している虞があること、などの理由から、本規制を

見直す必要性は一層高まっている。
より着目すべきは、販売者による説明責任の着実な履行と、
不適切な募集に対する苦情対応等も含めた適切な事後措置
を講ずることである。よって今日的な取引ルールの整備と

保険業法第３００ 条
１項９号

同施行規則第２３４ 
号１項２号

金融庁

いった観点から、懸念される圧力募集に対する弊害防止策
など、消費者保護に留意したうえで、本規制を早期に撤廃す

る必要があるものと考える。

信託契約代理業の担い手として現在保険会社の扱 保険会社本体における「付随業務」「その他付随業務」につ

5086 5086002 z07109 金融庁

保険業法
第98条第
１ 項第１号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に結論を得べく検

討を行っている。

う商品の構成から勘案しても親近性・補完性があり、
また他業リスクの制限についても代理代行の認可の
必要なことや、信託業者からの十分なチェック機能が
働くことから、保険会社のみに信託契約代理業務が
解禁されないのは、明確な理由が存在するとはいえ
ない。早期の実現に向けて結論時期をお示しいただ

損害保険労働組合
連合会

2 B 保険会社本体の業務範囲の拡大

いての現行規定を見直し、対象業務の拡大を図って頂きた
い。

① 信託契約代理業務
② 投資信託委託会社が行う投資商品の商品提案等の業

務の代理

①保険商品に関連する信託業サービスを提供できるこ
とにより、顧客利便性の向上が図られる。

②保険会社の顧客情報ネットワークを活用し、顧客同
士の需要と供給をマッチングさせることにより、双方の

利便性を向上させる。

保険会社は、顧客の様々なリスクを軽減するといった観点か
ら、既に顧客の資産運用、管理等に係わっており、以下の業
務との強い関連性・親近性を有している。ついては、保険会
社の有するノウハウ等の活用による、より高度な顧客サービ
スの実現や顧客の利便性向上といった観点も踏まえ、保険
会社本体における業務範囲の拡大を図って頂きたい。

保険業法98条1項1
号

同法施行規則51条
金融庁

きたい。
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5086 5086003 z07110 金融庁

保険業法
第106条第
１ 項第12
号・第２項
第２号
同法施行
規則第56
条の２第２
項第８号・
第９号

保険会社の子会社が行うことのできる
業務に、いわゆるロスコントロール・ロ
スプリベンションに関する助言等を行う
業務または健康、福祉又は医療に関す
る助言等を行う業務に関連して、機器
等の販売、リース等の取次ぎを行うこと

は認められていない。

ｃ －

ご要望が現物に係るものであり、保険会社の子会社
として不適切なリスクを負うこととなる可能性がある
ことに鑑みると、ご要望に対応することは困難であ

る。

コンサルティングや役務提供等において必要となる
一定の用品等を、当該業務と併せて提供することに
ついて、保険会社の子会社として不適切なリスクを
負う可能性があることを理由に措置困難とのご見解
であるが、販売の取次ぎについては販売そのものに
比べ必ずしもリスクが大きいとは言えないほか、例え
ば用品メーカーとの間の契約において責任範囲を限
定することやリスク低減に必要な賠償責任保険を付
保する等を含めた、いわゆるリスク管理を前提に、こ
れらの業務拡大を認めることが可能と考える。この

点について見解を示されたい。

損害保険労働組合
連合会

3 B 
保険子会社対象会社の業務範囲

の拡大

　保険会社の子会社が行うリスクコンサルティング業務や、
身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務、あ
るいは、健康、福祉又は医療に助言を行う業務を行う上で
利用者が必要となる用品・機器等のレンタル、リース、販売
の取次ぎを利用者のために行うことを認めていただきた

い。

来以上に顧客のニーズが高まってきているリスク対策に関す
るコンサルティング（ ロスコントロール・ロスプリベンション業
務）や、健康や医療等に関する助言を行う業務、あるいは福
祉に関する役務の提供等を保険会社の子会社では行ってい
るが、これらの業務・サービスを顧客のニーズに適切に沿っ
た形で実施する場合に一定の関連機器、用品等の提供が必
要となることがある。こうしたサービスの提供や業務の実施
の一環として必要となる用品・機器等のレンタル、リース、販
売の取次ぎは、利用者利便の向上・サービスの質の向上の

観点から望ましいと考える。

保険業法第106条
第2項第2号

保険業法施行規則
第56条の2第2項第
8号および第9号

金融庁

回答では、本件規制は保険会社の健全性の確保の
ために設けられているものであるため、慎重な検討
が必要とされているが、より保険会社の健全性の実
態把握に有効なｿﾙﾍﾞﾝｼｰﾏｰｼﾞﾝ 規制やｵﾌｻｲﾄﾓﾆﾀﾘ 

保険会社の資産運用については、法律 ﾝｸ ゙の導入・強化といった資産別運用比率規制に代 資産運用規制は、保険契約者の利益を損なわない目的を有

5086 5086010 z07111 金融庁
保険業法
第97条の
２第１項

上、内閣府令で定める資産は内閣府令
で定めるところにより計算した額を超え
て運用してはならないものとされてお
り、具体的には、国内株式や外貨建資
産の保有は総資産の30％以内、不動
産の保有は総資産の20％以内等とされ

ている。

c －
本件規制は保険会社の健全性の確保のために設け
られているものであり、その見直しには慎重な検討

が必要。

わる事後監督手法が定着し、その実効性が確保され
てきていることから、本来の規制目的は達成されて
いるのではないかと考える。また、時価会計が定着し
た現在、取得原価での総資産対比での規制は実質

的な意義が薄れていることも事実である。
加えて、今後、金融改革プログラムに記載されている
ように、ソルベンシーマージン規制についても見直し

損害保険労働組合
連合会

10 B 
保険会社による資産別運用比率

規制の撤廃

保険業法において、保険会社は、資産（株式・外貨建資産・
不動産等）毎に総資産等に対する保有比率が定められて
いるが、この資産別運用比率規制を撤廃して頂きたい。

・資産運用の自由度が向上することにより、資産運用ﾊﾟ
ﾌｫｰﾏﾝｽ の向上が期待される。

・当局への報告等の事務が軽減される。

する一方で、金融システムや市場の変化等に対する機動性
に欠けるとともに、契約者の利益にも繋がる収益性の追求と
いった面からは運用の選択肢を狭めていると言わざるを得な
い。資産運用は保険会社の自主ルール等によるリスク管理
によって行われるべきものであり、かつオフサイト・モニタリン
グも導入されているなか、もはや一律の事前規制は適当で
はないものと考えることから、資産別運用比率規制について

は早期に撤廃して頂きたい。

保険業法第97条の
2第1項

同法施行規則第48
条

金融庁

に向けた検討がなされるものと認識している。
こうした諸環境を踏まえ、早期に本運用比率規制の
撤廃に向けた検討を行うことについて、改めて見解

を示されたい。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

保険会社の業務である企業年金関連業務、遺族保

5089 5089001 z07112 金融庁

保険業法
第98条第1
項第1号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に結論を得べく検

討を行っている。

障関連業務等は信託業務と関連性・親近性が強く、
さらに生命保険会社においては保険金信託業務が
認められていることから、保険会社は既に信託業務
の代理代行が認められている銀行等よりも強い関連
性・親近性を有していると考えられる。したがって、保
険会社が少なくとも銀行等と同範囲で信託業務の代
理代行を行うことについては問題がないと考えられ

る。
また、平成16年末の信託業法の改正により、銀行等
の金融機関はもとより、一般事業会社を含めた幅広
い主体が信託契約代理店となることができるとされ
た中で、信託業務と上記のように関連性・親近性を
有する保険会社が信託契約代理店となることができ

生命保険協会 1 A 
保険会社本体による信託業務の
代理又は事務代行の解禁

保険会社の付随業務として、既に銀行等で行われている
信託会社または信託業務を営む金融機関の信託契約の
締結業務または金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律第１条第１項各号に掲げる業務を受託する契約の締結

業務の代理や事務の代行を行うことを認める。

・保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行えることとな
れば、顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ

活用の観点から極めて有効である。
・生命保険会社では、他の金融機関と共同してマスタートラス
ト業務等を行う信託銀行を設立しているケースがあるが、マ
スタートラスト業務等の代理を保険会社に認めることにより、
当該信託銀行の顧客基盤拡充や経営効率化、保険会社の

経営資源の有効活用が促進される。
・なお、銀行等においては信託業務の代理が可能とされてお
り、かかる点との公平性を図る必要がある。また、金融審議
会「信託業のあり方に関する中間報告書（H15.7. 28）」では、
信託契約の取次ぎを行う者の範囲を幅広く認めることが適切

とされている。

保険業法施行規則
第51条

金融庁総務企
画局企画課

保険会社が行うことのできる業
務として、他の金融業を行う者
の業務の代理や事務の代行が
認められたが、その詳細を定め
る施行規則では、信託業務の代
理や事務の代行は認められてい

ない。

ないことは合理性を欠くとともに、競争上の公平性の
観点からも問題があると考える。

以上の点を踏まえ、速やかに検討の上、早期の措置
をお願いしたい。

・顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性
企業年金市場における保険会社の顧客を中心として、投資

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討 顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあり、保険会社が 保険会社本体で、投資顧問契約
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保険業法
第98条第1
項第1号
同法施行
規則第51
条

保険会社は、付随業務として他の保険
会社等その他金融業を行う者の業務代
理等を行うことができることとされてお
り、その具体的内容は保険業法施行規

則第51条に規定されている。

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

をお願いします。

生命保険会社の付随業務として、既に投資顧問契約
等につき事務代行の形で顧客の紹介を行うことは認
められていることから、生命保険会社が投資顧問契
約等の締結の勧誘を行うことは十分な関連性・親近
性を有しており、本業務により生じ得る他業リスクも

極めて限定的なものと考えられる。
以上の点を踏まえ、早期実現に向け、検討をお願い

生命保険協会 2 A 
保険会社本体による投資顧問契
約等の締結の勧誘（保険業法上

の観点）

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資顧問契
約等の顧客の勧誘を行うことを認める。

顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を行えることとなれば、
顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の

観点から極めて有効である
・現在、保険会社は、投資顧問契約等について顧客の紹介
を行うことは可能であり、顧客のニーズにより能動的に対応
する観点からその勧誘を行える事としても、保険会社の業務
範囲の中に現在行える業務と異質のものが混入する訳では

ない。
また、信託銀行による投資助言業務・投資一任業務の本体
兼営が可能とされた中、信託銀行と同様に企業年金受託機

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第2

条等、
保険業法施行規則

第51条

※金融商品取引法

金融庁総務企
画局市場課・
企画課

又は投資一任契約の締結に関
して、顧客の紹介を行うことは可
能であるが、顧客の勧誘（代理、
媒介）を行うことはできない。

※投資顧問契約等の締結の代
理・媒介は、金融商品取引法に
おいて投資助言・代理業として
手当てされたが、保険業法上の

手当てが必要
したい。 関として投資顧問業との親近性を有する保険会社について、

投資顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規制の均衡
という観点からも妥当なものと考えられる。
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投資顧問
業法第2条

投資顧問業契約の締結の勧誘を業とし
て行うことは法令上明記されていない。

a Ⅰ 
（投資顧問法上の観点）

金融商品取引法において、投資顧問契約の締結の
代理又は媒介については業として位置付けている。

- 生命保険協会 2 A 
保険会社本体による投資顧問契
約等の締結の勧誘（投資顧問業

法上の観点）

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資顧問契
約等の顧客の勧誘を行うことを認める。

・顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性
企業年金市場における保険会社の顧客を中心として、投資
顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあり、保険会社が
顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を行えることとなれば、
顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の

観点から極めて有効である
・現在、保険会社は、投資顧問契約等について顧客の紹介
を行うことは可能であり、顧客のニーズにより能動的に対応
する観点からその勧誘を行える事としても、保険会社の業務
範囲の中に現在行える業務と異質のものが混入する訳では

ない。
また、信託銀行による投資助言業務・投資一任業務の本体
兼営が可能とされた中、信託銀行と同様に企業年金受託機
関として投資顧問業との親近性を有する保険会社について、
投資顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規制の均衡

という観点からも妥当なものと考えられる。

有価証券に係る投
資顧問業の規制等
に関する法律第2

条等、
保険業法施行規則

第51条

※金融商品取引法

金融庁総務企
画局市場課・
企画課

保険会社本体で、投資顧問契約
又は投資一任契約の締結に関
して、顧客の紹介を行うことは可
能であるが、顧客の勧誘（代理、
媒介）を行うことはできない。

※投資顧問契約等の締結の代
理・媒介は、金融商品取引法に
おいて投資助言・代理業として
手当てされたが、保険業法上の

手当てが必要

・年金基金等を中心とする投資家のニーズが有価証券に係
る投資顧問業務に限らず、不動産に係る投資顧問業務にま
で多様化しており、不動産投資に係るノウハウを有する生命
保険会社が、子会社において不動産投資顧問業務を提供す

ることへの期待も高まっている。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

・保険会社が本来業務である資産運用の一環として行う不動
産投資は、一般的にオフィスビル・商業施設等の長期保有・
賃貸によるインカムゲイン獲得を目的としたものであるが、予

保険業法
第106条第

保険会社においては、不動産投資を行うにあたり、
社内のリスク管理規程等に基づいたリスク管理体制

定利率をカバーするための収益性を追求する必要があるこ
とから、土地・物件の価格動向や将来的な収支予測を勘案
のうえ、投資判断を行っている。その判断において必要とさ

１ 項第12 を構築しており、収益状況を適切に管理している。そ れる不動産価値の分析能力は、まさしく不動産投資顧問業
号・第２項 の運用方針は長期安定性が原則であるが、ポート 登録規程に定められる「投資判断」に必要な能力と同様であ

第２号、第 フォリオ全体の質の向上を目的に適宜、個々の保有 ると考えられる。

271条の22 不動産について、投資対象としての採算性・適格性 ・また、生命保険会社においては、不動産投資を行うにあた

5089 5089003 z07115 金融庁

第１項第
12号

同法施行
規則第56
条の２第２
項

保険会社の子会社が行うことのできる
業務として、不動産投資顧問業は認め

られていない。
c －

これまで保険会社における不動産投資はインカムゲ
インを得ることを目的としたものが中心であり、不動
産投資顧問業を保険会社の子会社の業務として認
めることについては、保険業との関連性・親近性につ

き慎重な検討が必要。

を充分に勘案したうえで入替えを行っているため、イ
ンカムゲインのみならずキャピタルゲイン目的の投資

に関するノウハウも有していると言える。
なお、わが国においても、不動産投資顧問業に対す
る年金基金等を中心とする投資家のニーズが高まり
つつあるが、特に年金基金においては、不動産投資

生命保険協会 3 A 
保険会社の子会社による不動産

投資顧問業務の解禁

保険会社の子会社で行うことのできる業務及び保険持株
会社傘下子会社で承認を受けずに行うことのできる業務と

して不動産投資顧問業務を認める。

り、社内のリスク管理規程等に基づいたリスク管理体制を構
築しており、収益状況を適切に管理している。その運用方針
は長期安定性が原則であるが、ポートフォリオ全体の質の向
上を目的に適宜、個々の保有不動産について、投資対象と
しての採算性・適格性を充分に勘案したうえで入替えを行っ
ているため、キャピタルゲイン目的の投資に関するノウハウ

も十分有している。

保険業法施行規則
第56条の2、第210

条の7、
保険会社向けの総
合的な監督指針Ⅲ
－2－3－1(2)⑥ 

金融庁総務企
画局企画課

保険会社の子会社で行うことの
できる業務及び保険持株会社傘
下子会社で承認を受けずに行う
ことのできる業務の中に、不動
産投資顧問業務が含まれていな

い。

保険会社 を長期安定的なコア投資としてポートフォリオ上位置 ・最近では、近年の不動産市場に鑑み、従来のように、長期
向けの総 付けたいというニーズが高く（欧米における年金基金 にわたる保有を前提とした収益性の分析に加え、追加投資
合的な監 の実態は、インカムゲインを中心とした長期保有型 の可否・コストや物件の流動性等、総合的な判断に基づく不

督指針Ⅲ
－２－３－
１(2)⑥ 

の投資が中心）、インカムゲイン目的の投資に関す
るノウハウを有する保険会社が、子会社において不
動産投資顧問業を提供することへの期待は高まって

いると考えられる。
従って、保険会社の子会社が当該業務を行うことに
ついて改めて検討していただくことをお願いしたい。

動産投資を行っており、このような判断は、まさに不動産投
資顧問業務の根幹を成すものと言える。従って、保険会社の

本業との親近性においても問題はない。
・また、有価証券に係る投資顧問業務は既に子会社で行うこ
とが認められているが、有価証券投資と不動産投資はいず
れも保険会社の本来業務としての資産運用業務の一環であ
り、蓄積された運用ノウハウとその活用という観点では、有価
証券に係る投資顧問業務と不動産に係る同業務の本業との

親近性は同等と考えられる。
・さらに不動産投資顧問業務は、既に保険会社の子会社に
解禁されている不動産投資信託委託業務と投資家のために
不動産運用業務を行うという点において親近性を有してい

・昨今のベンチャー市場においては、従来からあるベン

保険会社の特定子会社が10％を超え
る議決権を保有することができる会社
（新規事業分野開拓会社）は保険業法

チャー企業に加え、大企業からのスピンオフや大学発など、
多種多様な企業が設立されている。これらの企業は、技術
的・ビジネスモデル的に競争力を有しているが、資金・人材等
が不足している場合も多い。こうした状況において、保険会

施行規則第56条第３項・第４項に規定さ 社の特定子会社が10％を超えて投資できる企業の範囲が拡

5089 5089004 z07116 金融庁

保険業法
第106条第
１ 項第13
号、第107
条第７項
同法施行
規則第56
条第３項
～第５項

れており、
①設立５年以内かつ試験研究費等比
率が３％以上の中小企業新事業活動
促進法第２条第１項に規定する中小企

業者
②設立１年以内かつ常勤研究者２名以
上・10％以上の同じく中小企業者

③中小企業新事業活動促進法第11条
第１項の「異分野連携新事業分野開拓

計画」認定会社
④最後の議決権取得時に①～③に該

当していたもの
とされている。

なお、当該新規事業分野開拓会社の議

b  Ⅲ  
規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

可能な限り早期の実現に向けた検討をお願いした
い。

生命保険協会 4 A 

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保有
比率10％超投資対象企業の範囲

等の拡大

保険会社の特定子会社が10%を超えて投資できる企業の
範囲について、例えば設立間もない企業など、幅広いベン
チャー企業に拡大する。また、10％超の投資を行った企業
が、その後企業成長により対象から外れた場合について
も、投資期間が10年に満たない場合は、追加投資を可能と

する。

大されれば、当該ベンチャー企業の資金ニーズに応えること
ができる。

・また、投資した時点ではその対象であった企業について、
成長により事業規模等が拡大した場合でも、追加投資を行う
ことが可能となれば、当該企業からの支援継続等の依頼に

応えることができる。
・保険業法107条では、保険会社の業務範囲規制の潜脱等
を防ぐ観点から、保険会社の子会社が一般事業会社の議決
権を10％超保有することを禁止しているが、特定子会社につ
いては、一定の要件を満たすベンチャー企業の議決権を10 
年間に限り10％超保有することが認められている。したがっ
て、10年間の保有期間制限を維持した上で、保険業法施行
規則56条に規定するベンチャー企業の範囲を拡大すること
や追加投資を可能とすることは、業務範囲規制等の趣旨か

らも問題ないものと考えられる。

保険業法施行規則
第56条

金融庁総務企
画局企画課
中小企業庁企

画課

保険会社の特定子会社が10％
を超えて投資を行うことが可能
な企業については、保険業法施
行規則で定められているが、範
囲が限定的であり、例えば設立
間もない企業など、幅広いベン
チャー企業への投資を行うこと

ができない。
また、投資時点ではその対象で
あって、10％超の投資を行った
企業についても、その後の企業
成長により対象から外れた場合
は、追加投資を行うことができな

い。

決権を10％を超えて保有することがで ・なお、一般のベンチャーキャピタルでは、一定の出資割合を

きるのは、その議決権の取得の日から
10年以内とされている（保険業法施行

規則第56条第５項）。

もってベンチャー企業の経営状況を詳細に把握することは、
ベンチャー投資のリスク管理に極めて有効な手段として認識
されており、左記要望が実現されれば、保険会社の特定子

会社のリスク管理にも同様の効果が期待できる。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。
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金融機関
の信託業
務の兼営
等に関す
る法律第１
条第１項
同法施行
令第２条

保険会社の業務範囲は、保険の引受
け等の固有業務（保険業法第97条）の
ほか、法第98条第1項各号に掲げる業
務その他の付随業務（第98条）、第99
条に規定する業務及び他の法律により

行う業務とされている。

b Ⅰ 

保険会社本体による信託業務の実施については、
保険会社の事業の在り方の趣旨等を踏まえて検討
することが必要であり、また、信託業に係る業務の代
理又は事務の代行からまずは検討されるべきであ

る。

信託業法改正によって信託業を行う者の範囲が幅広
く認められている中、生命保険会社の業務は、企業
年金関連業務、遺族保障関連業務等において、信
託業務との関連性・親近性を強く有しており、既に信
託業務の兼営や代理・代行が認められている銀行等
の金融機関と比較しても、より強いものと考えられる
ため、保険会社が信託業務を行うことに特段の問題

はないものと考えられる。
以上の点を踏まえ、信託業の代理代行の検討と併
せ、本体による信託業務の実施についても早期実現

に向けた検討を開始いただきたい。

生命保険協会 6 A 
保険会社本体による信託業務の

実施
保険会社本体で、保険金信託以外の信託業務が行えるよ

う、保険会社本体の業務範囲を見直す。

・保険と信託の親近性に鑑み、信託商品に対する潜在的
ニーズがあり、生命保険会社が資産運用に係るノウハウを
活用して信託商品を取り扱うことができれば、顧客利便性の
向上、保険会社の収益性向上等の観点から有効である。
なお、銀行等については、既に本体での信託業務の兼営に

よる参入が認められている。

金融機関の信託業
務の兼営等に関す
る法律施行令第2

条

金融庁総務企
画局企画課

本体での信託業務は保険金信
託に限定されており、幅広く信託
業務を行うことができない。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

・左記の事由を追加すれば、保険会社と取引関係にある保
険会社の子会社等を対象とする保険会社グループの再編成
にあたって、あらかじめ（原則1年以内）当該子会社等が現に
行っている保険業法第106条第1項各号の子会社対象会社
の業務に加えて「これに該当しないが関連する業務（当該子
会社等が蓄積してきたノウハウを活用できる業務）」を営むこ
とにより企業価値を高めたうえで、その株式等をグループ外
に譲渡する等の対応が可能となり、保険会社グループの柔

軟な再編成に資する。
・なお、保険会社の子会社等の業務範囲等については、① 保険業法第106条第3項及び第
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保険業法
第106条第
３項、第
107条第２
項

同法施行
規則第57
条第１項、
第58条の
２ 

保険会社は、担保権の実行による場合
等を除き、国内の会社の議決権を10％ 
を超えて取得・保有してはならないこと
とされており、また、保険会社は、担保
権の実行による場合等を除き、子会社
対象会社以外の会社を子会社としては

ならないこととされている。

c －

保険業法施行規則第57条第１項・第58条の２は債権
者として当然の権利行使等により議決権が増加する
こととなる場合を保険会社の議決権保有制限の例外
として認めるものであるのに対して、ご要望の場合は
例外として認めるべき必要性が低く、その要件も不
明確であることから、ご要望に対応することは困難で

ある。

- 生命保険協会 7 A 
保険会社又はその子会社による
株式又は持分の取得制限の例外

取扱いの範囲の拡大

保険業法施行規則第57条、58条の2に列挙される事由に
以下を追加いただきたい。

「保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との
間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持
分の取得又は保有であって、当該会社が現に行う業務に
関連する業務を新たに行うことにより当該株式又は持分の

価値の増加が見込めるもの」

「保険会社の経営の健全性を確保するため、グループ全体と
してのリスク管理を行う必要があること」、②「①のリスク管理
を遂行するためには、財務のディスクロージャーによる市場
規律の働く範囲と監督当局の規制対象を整合的にし、財務
諸表において連結対象となる子法人等及び関連法人等に他
業禁止の観点も踏まえ業務範囲規制を課す必要があること」
との考え方に基づき、「保険会社向けの総合的な監督指針」

に規定されている。
平成10年1月、金融制度調査会において取りまとめられた
「銀行グループのリスクの管理等に関する懇談会報告書」に
おいては、上記①・②と同趣旨の内容が謳われているととも
に、「銀行持株会社グループについては、既に法制化されて

保険業法第106条、
第107条

保険業法施行規則
第57条、第58条の2

金融庁総務企
画局企画課

107条2項は、保険会社又はその
子会社が子会社対象会社以外
の会社を子会社とできる事由及
び国内の会社の基準議決権数
を超えて株式又は持分を取得で
きる事由を、「保険会社又はそ
の子会社の担保権の実行によ
る株式又は持分の取得その他
の内閣府令で定める事由」に限
定している。この規定を受けて、
保険業法施行規則第57条及び
第58条の2第3号は、それぞれ当

おり、（中略）親子会社グループについても、銀行子会社を含 該事由を列挙している。
め同様の業務範囲とすることが適当である」旨を提言してお
り、親子会社グループに係る業務範囲規制については、上
記①・②の要請を充足するために、持株会社グループに係る

規制と同様の規制とすることが適当としている。
現在、保険持株会社は、内閣総理大臣の承認を条件に法第
271条の22第1項各号所定の業務以外の会社についても子
会社とすることができるとされていることから、少なくとも親子
会社グループにおいて業務範囲規制の一部適用除外を認め

ることは上記①・②の趣旨にも整合的である。

・新会計基準の適用に伴い、企業サイドでは、保有している
株式を当該企業の年金制度に現物で拠出することにより、退

保険業法 職給付に係る積立不足額を解消したいというニーズが高まっ
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第97条第
２項、第
118条第１
項、同法
附則第１
条の13
厚生年金
保険法第

保険料受入れ、および移受管につい
て、株、債券等の現物資産によって行う

ことは認められていない。
b Ⅰ 

規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）に示さ
れたスケジュールに従い、本年度に検討を行う。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

可能な限り早期の実現に向けた検討をお願いした
い。

生命保険協会 18 A 
特別勘定に関する現物資産によ

る保険料受入、移受管
株、債券等の現物資産による保険料受入、移受管を可能

とすべく法令上措置する。

ており、企業の保有株式の年金制度への現物拠出は、企業
間の持合株式を市場に悪影響を与えずに解消できる手段と

して有効視されている。
・現金化のコストは顧客にとって不利益となり、単独運用契約
の場合、現物をそのまま移管できれば資産価値を減じること

なく移管が可能となる。
・現金化に伴い、大量の株式の売却が行われた場合、株式

相場等の下振れ要因になる。
・信託については、厚生年金保険法の改正により以上の取

保険業法第97条、
第118条、附則第1
条の13他

金融庁総務企
画局企画課

保険料受け入れ、及び解約時の
引渡しについて、株、債券等の
現物資産によって行うことが認

められていない。
厚生年金基金の代行返上にお
ける物納等の場合は、特例措置
として、現物資産の受払が認め

られている。

130条の３ 扱いが可能であるが、生保が法的な解釈を理由に取扱えな
いと利用者利便が著しく阻害される。


